
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



はじめに 

近年、人口減少や少子高齢化の進行、核家族化等を背景として、家族や地域のつながり

が希薄になるとともに、８０５０問題や育児と介護のダブルケア、ヤングケアラー、ひき

こもりなど、既存の支援制度では対応が難しい複雑化・複合化した生活課題が顕在化して

います。 

今後、高齢化率の上昇に伴い、福祉サービス等の支援が必要な方の増加が予測される中

こうした課題に適切に対応していくためには、行政や関係機関等との緊密な連携に加え、

住民相互の支え合いの仕組みづくりなど、地域福祉の更なる充実が求められています。 

このような中、本市では、「第４次周南市地域福祉計画」の基本理念の考え方を引継ぎな

がら、「第３次周南市まちづくり総合計画」で示す将来像である「未来を歩む生命力満ちる

まち」を目指し、人生１００年時代の暮らしと生きがいを支える福祉分野での取り組みを

進めるため、今後の施策の方向性を定める計画として「第５次周南市地域福祉計画」を策

定しました。 

本計画では、「誰ひとり取り残すことなく、共に支え合い、生きがいと幸せを実感できる

安心のまち」を基本理念とし、４つの基本目標を掲げ、地域の見守り・支え合いネットワ

ークの推進、居場所づくりと社会参加の推進、多様な主体との連携促進、包括的な支援体

制の充実などに総合的に取り組みます。 

 地域福祉を推進するためには、市民の皆様が地域に関心を持ち、地域が抱える課題に向

き合い、住民同士で、或いは行政や関係機関と一緒になって、解決に向けて取り組むこと

が重要です。 

本市も、市民の皆様と共に、誰ひとり取り残さない地域共生社会の実現に向けて、全力

を尽くしてまいりますので、より一層のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご協力いただきました「周南市地域福祉計画評

価・策定委員会」の委員の皆様をはじめ、市民意識調査や市民ワークショップなどで貴重

なご意見を賜りました皆様に心から感謝申し上げます。 

 

 

令和８年３月 

 

 

 

        

 周南市長 藤井 律子 



はじめに 

今日、私たちの生活環境は時代の大きな転換期を迎えています。周南市においても、少

子高齢化の進展やライフスタイルの多様化が進む中で、かつての地縁に基づく「つながり」

の希薄化が課題となっています。生活上の悩みはますます複雑化・複合化し、孤独や孤立、

さらには災害への備えや物価高騰の影響など、個人の努力だけでは解決が困難な、専門的

かつ包括的な支援を必要とする課題が顕在化しております。 

このような情勢の中、本会は行政が進める「地域福祉計画」と連携し、住民の皆様と共

に歩むための指針として、本計画を策定いたしました。私たちが掲げる「誰ひとり取り残

すことなく、共に支え合い、生きがいと幸せを実感できる安心のまち」という理念は、制

度や仕組みという土台の上に、住民一人ひとりの相互理解と日常の支え合いがあって、初

めて実現するものです。 

この大きな理念のもと、平時から誰もが暮らしやすく、非常時にも支え合える安全安心

な環境を整えてまいります。その根幹となるのは、住民一人ひとりが福祉を「自分ごと」

として捉える意識の醸成であり、多様な主体が手を取り合う見守りと支え合いのネットワ

ークの再構築です。誰もが役割を持ち、自分らしく輝ける居場所を広げるとともに、複雑

な悩みを抱える方へは、専門機関と連携した包括的な支援体制を築いてまいります。 

これらの取り組みを通じ、行政が整える支援の仕組みに、私たち住民主体の活動という

確かな手応えを加えていくことこそが、未来を切り拓く真の「地域力」につながると確信

しております。 

本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただいた市民の皆様、ならびに関係諸団体の

皆様に深く感謝を申し上げます。皆様が住み慣れたこの周南市で、笑顔で明日を迎えられ

るよう、職員一同、誠心誠意取り組んでまいります。今後とも、より一層のご支援とご協

力をお願い申し上げます。 

 

 

令和８年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 周南市社会福祉協議会 

   会 長 佐原 昌弘 
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第１章 地域福祉計画の概要 
 

１ 計画策定の背景 

「地域福祉」とは、こどもから大人まで地域に住む誰もが安心して暮らせるよう、地

域住民や事業者、社会福祉の関係者などが相互に協力し、地域における生活課題の解決

に取り組む考え方です。 

地域福祉を推進するためには、個人の尊厳を尊重しながら、「自助：個人・家庭の取

組」「互助：地域の取組」「共助：社会保障制度等」「公助：行政の取組」を基本として、

地域の一人ひとりが役割を果たしながら相互に協力することが大切です。 

少子高齢化・人口減少社会の進行、産業構造の変化、ライフスタイルの多様化と核家

族化の進行により、家庭内の扶養機能や地域での相互扶助機能が低下し、高齢者福祉、

障害者福祉、児童福祉など分野別の対応では解決することが難しい複雑化・複合化した

問題が多く発生しています。さらに、自然災害や感染症などの脅威や不安も高まってい

ます。コロナ禍により社会参加の機会の減少や経済的な困窮の問題も深刻化しました。 

地域福祉の充実と推進は、今まで以上に重要になってきており、８０５０問題・ダブ

ルケア・ヤングケアラーなど多様化した福祉課題に対し、地域づくりの基盤を整え、人

と地域に理解と協力の輪を広げていくことが求められています。 

特に、複雑化・複合化した課題を抱える人や制度の狭間にある人などについて、誰ひ

とり取り残すことなく適切な福祉サービスを提供するために、重層的支援体制の強化・

充実を図ることは喫緊の課題です。 

このたび、社会情勢や制度の変化に対応するため、令和３年３月に策定した「第４次

周南市地域福祉計画」等が令和７年度に終了することから、新たに「第５次周南市地域

福祉計画」等（以下、「本計画」という）を策定しました。 

 

２ 国の動向 

国では、社会福祉法の改正により「地域生活課題」が具体的に定義され、市町村は地

域住民と関係機関等との協働による包括的な支援体制づくりに努めていくこととなり

ました。包括的な支援体制の構築を実現するために、①相談支援（属性を問わない相談

支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援）、②参加支援、③

地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」が創設され、

包括的かつ重層的な支援体制の充実が求められています。また、国際的に豊かで活力あ

る未来を創る「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）」が

示されました。日本でも政府や民間企業が一体となり、「誰一人取り残さない持続可能

で多様性と包摂性のある社会」の実現に向けた取り組みを進めています。一人ひとりが

自分らしく生きるため、国籍、性別、年齢、障害の有無など、多様性を尊重し、支え合

いながら共に暮らしていくことのできる社会が求められています。 
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３ 計画の期間 

令和８年度から令和１２年度までの５か年を計画期間とします。 

また、計画の進捗状況については、毎年評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行

います。 

 

計画期間 
 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 

       

 

 

４ これまでの地域福祉計画の基本理念 

■ 第１次地域福祉計画    

【計画期間：平成１８年度～平成２２年度】 

だれもが輝き、支え合いながら、安心して生活できる共生のまちづくり 

 

■ 第２次地域福祉計画    

【計画期間：平成２３年度～平成２７年度】 

ふれあい支え愛 いのちと心をつなぐ 周南 

 

■ 第３次地域福祉計画    

【計画期間：平成２８年度～令和２年度】 

地域でつながり、共につくろう 笑顔あふれる福祉のまち しゅうなん 

 

■ 第４次地域福祉計画    

【計画期間：令和３年度～令和７年度】 

地域でつながり、支え合う 安心して暮らせる福祉のまち しゅうなん 

  

第５次地域福祉計画等（※） 
第４次 

計画 
次期計画 

※地域福祉活動計画、再犯防止推進計画、成年後見制度利用促進計画、重層的支援体制整備事業実施計画を含む 
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５ 計画の位置づけ 

 

 

  

周南市まちづくり総合計画 

（前期基本計画） 
 

整合 

山
口
県
地
域
福
祉
支
援
計
画 

山
口
県
再
犯
防
止
推
進
計
画 

整合 

周
南
市
地
域
福
祉
活
動
計
画 

周南市地域福祉計画 
周南市再犯防止推進計画 

周南市成年後見制度利用促進計画 

周南市重層的支援体制整備事業実施計画 

連携 

・周南市老人保健福祉計画 

・周南市介護保険事業計画 

・周南市障害者計画 

・周南市障害福祉計画 

・周南市障害児福祉計画 

整合 

整合 

・周南市こども計画 

・周南市健康づくり計画 

・その他計画（防災等） 
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６ 計画の策定方法 

計画の策定にあたり、福祉分野の関係者や公募で選出された委員で構成する周南市

地域福祉計画評価・策定委員会を設置し、幅広く意見を聴取するとともに、地域福祉に

関する市民意識調査結果等も踏まえ、策定しました。 

 

（１）調査対象 

市     民：市内在住の１８歳以上の市民…３，５００人 

高校生・大学生：市内の高校生及び大学生  …１，０００人 

関 係 団 体：市内の地域福祉に関わる団体…２０団体 

相談支援機関：市内の相談支援等をしている機関等・事業所等 

…２１団体及び市役所の各相談にあたる窓口 

 

（２）調査期間 

市民、高校生・大学生：令和６年１２月６日から令和７年１月１０日までの間 

関係団体、相談支援機関：令和７年１月２３日から令和７年２月７日までの間 

 

（３）調査方法 

市     民：郵送により調査票を配付／郵送及びインターネットによる回答 

高校生・大学生：学校経由で調査票を配付／インターネットによる回答 

関 係 団 体：郵送により調査票を配付／郵送による回答 

相談支援機関：郵送により調査票を配付／郵送による回答 

 

（４）回収状況 

区分 発送数 回答数 有効回答率 

市民 ３，５００通 １，２６０通 ３６．０％ 

高校生・大学生 １，０００通 ３９５通 ３９．５％ 

関係団体 ２０通 １４通 ７０．０％ 

相談支援機関 ２１通 １３通 ６１．９％ 

 

 

 

  

≪地域住民と若者によるワークショップ≫ 

 令和７年７月２５日に、遠石市民センター及び周陽市民センターにおいて、「み

んなの地域の“イマ“と”コレカラ“を話し合おう」をテーマに、地域住民（３４

人）と若者（１９人）によるワークショップを開催。 
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第２章 前計画の総括 
 

１ 第４次周南市地域福祉計画 

前計画の基本目標「安心・安全に暮らせるまちづくり」「みんなが助け合う地域づく

り」「自分らしい生き方を支える仕組みづくり」「必要なサービスを受けられる体制づく

り」別に、取り組みの評価と課題の抽出を行いました。 

 

【 基本目標別評価 】 

１ 安心・安全に暮らせるまちづくり 

基本目標 取り組みの評価と課題 

安心・安全に
暮らせるま
ちづくり 

１．だれもが生活しやすい地域環境づくり 

  公共交通の観点からは、幹線である路線バスの維持・確保へ

の支援を行うとともに、必要に応じて、支線であるコミュニテ

ィ交通の導入を進めることなどにより、地域と拠点、拠点と拠

点を結ぶ効率的で利便性の高い公共交通ネットワークの形成

を図りました。 

人口減少、少子高齢化が進行する中で、地域の活力を維持す

るとともに、医療・福祉・商業等の生活サービス機能を確保し、

誰もが安心して暮らせるよう、公共交通と連携して、持続可能

な都市構造の形成を進める必要があります。 

こどもの安全を守る取り組みとして、不審者や野犬出没情報

等の保護者向けメールを４年間の平均で年４３回配信しまし

た。 

悪質商法やうそ電話詐欺などの消費者被害を防止する取り組

みとして、しゅうなん出前トークによる講座を４年間の平均で

年２０回実施しました。 

また、定期的に「周南市消費者見守りネットワーク協議会」

を開催し、行政、介護関係団体、弁護士会、警察などの関係機

関と情報共有を図っており、今後も消費者被害を防ぐために地

域の見守り活動や、多機関によるネットワーク構築が必要です。 

もやいネットセンターでは、住居に課題を抱える人への支援

について、居住サポート住宅に入居する、日常生活を営むため

に援助を必要とする住宅確保要配慮者のサポート体制を住宅部

局等と連携し整備しました。 

 

２．災害時における要配慮者支援体制の整備 

評価指標としていた「率先避難促進事業に取り組む自主防災

組織数」については、令和元年度の２組織から令和６年度には

１６組織まで増加しました。 
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また、避難行動要支援者名簿について毎年更新しており、市

内２０地区の自主防災組織へ提供し、個別避難計画の作成を促

進しています。 

今後も、自主防災組織への名簿の提供を働きかけることで、

具体的な支援体制が整備されるよう、更なる取り組みが必要で

す。 

 

２ みんなが助け合う地域づくり 

基本目標 取り組みの評価と課題 

みんなが助
け合う地域
づくり 

１.見守り体制の充実 

評価指標としていた認知症サポーターの累計養成数は、令和

元年度の１４，３４７人から令和６年度には１６，９３４人へ

増加しました。 

令和６年１月に、認知症基本法が施行され、認知症の人を含

めた全ての人が、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合う共生

社会の実現を推進することとされました。 

サポーター養成講座受講者を対象とした認知症ステップアッ

プ講座の受講者は令和４年度の２５人から令和６年度は１１３

人に増加しており、今後もチームオレンジの構築など、認知症

の人を地域で支える体制の推進につなげていく必要がありま

す。 

もやいネット支援事業者の拡充については、令和元年度の６

８事業者から令和６年度には７３事業者へ増加しました。また、

高齢者等見守りＳＯＳネットワークの啓発についても、登録者

数が８１から１３３に増加するなど、地域で高齢者を見守る体

制を推進しました。 

 

２.支え合い意識の醸成 

評価指標である「いきいき百歳体操に取り組む『住民運営の

通いの場』の数」は令和元年度の１１４箇所から令和６年度に

は１３７箇所に増加し、参加者の運動機能の維持・向上を図る

とともに、参加者同士の支え合いの意識の強化につながりまし

た。 

また、市内２１地区・団体において、持続可能な地域づくり

活動に向けた具体的な取り組みである「地域の夢プラン」が策

定され、地域住民が支え合い、それぞれの地域特性を活かした

活動を通じて、地域の魅力の発信や課題解決につながりました。

引き続き、こうした取り組みを支援する必要があります。 

こども食堂の数は、５箇所から２６箇所に増加し、地域交流

の場や共生の場の提供をサポートすることができました。 
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今後も、こども達が地域に見守られ、安全安心に過ごすこと

のできる多種多様な居場所が増えるよう、更なる取り組みの推

進が必要です。 

 

３.地域福祉の担い手づくり 

地域の支え合い活動を紹介する冊子等を作成したほか、ボラ

ンティア団体等の活動紹介やフレイル予防などをテーマに「サ

ロンの担い手交流研修会」を各地区で開催し、地域福祉の重要

性の啓発に努めました。 

一方、地域福祉の担い手である民生委員・児童委員の高齢化

や、なり手不足が依然として課題であり、人材の確保や育成を

継続していく必要があります。 

 

４.社会参加の推進 

評価指標である「障害者就労施設等からの物品・役務等の調

達額」は令和元年度の２，５９７万円から令和６年度には３，

２５８万円となっており、令和７年度の目標値である２，８５

０万円を早期に達成しました。 

また、障害者スポーツ大会への参加支援や、就労系施設へ通

所する障害者への経済的支援を行うなど、障害者の社会参加を

促進するための支援を行いました。 

一方、高齢者の仲間づくり活動の支援については、老人クラ

ブの会員数が令和元年度の５，４４２人から令和６年度は３，

６３２人に減少しました。 

老人クラブをはじめとした既存団体の支援のほか、ライフス

タイルの変化に伴った、多様な社会参加や働き方を支援し、高

齢者一人ひとりが生きがいをもって活動できる機会の提供が必

要です。 

 

  

住民運営通いの場の様子 
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３ 自分らしい生き方を支える仕組みづくり 

基本目標 取り組みの評価と課題 

自分らしい
生き方を支
える仕組み
づくり 

１．相談体制の充実 

もやいネットセンターは、対象や属性を問わない福祉の総合

相談窓口として年間３～４千件の相談を受けており、多機関連

携による課題解決に努めました。 

一方で、制度の狭間に取り残された人や複合的な課題に対応

するため、令和６年度から重層的支援体制整備事業を実施して

おり、引き続き、もやいネットセンターや地域包括支援センタ

ーなどの関係機関と包括的相談支援体制を強化する必要があり

ます。 

こどもや子育て世代を支える仕組みとしては、令和６年度に

「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」

を強化・一体的に実施する「こども家庭センター」を設置しま

した。児童福祉と母子保健の一体的な相談支援体制を強化し、

専門職が子育てに関する不安や困りごとなど、個別のニーズを

的確に把握したうえで、必要なサービスを切れ目なく提供し、

包括的な支援の充実を図りました。 

 

２．権利擁護の推進 

評価指標である「もやいネット支援事業者研修会累計受講者

数」は、令和元年度の４０人から令和６年度には２８１人に増

加しました。新型コロナウイルスの影響により対面での研修会

が開催できない年度もありましたが、目標値の２５０人を超え

ました。 

 

３．情報提供の充実 

令和６年度の母子手帳アプリでの配信登録者数や視覚障害者

向け文書への点字シールの貼付等を実施する庁内部署数は令和

元年度よりいずれも増加するなど、情報提供の充実を図りまし

た。 

一方、あらゆる世代に対しての情報提供を充実するためには、

広報誌やメール配信のみならず、ＳＮＳの活用など、様々な媒

体を活用した情報発信が求められているほか、適切なタイミン

グで情報を提供できるよう、情報発信の手法について工夫して

いく必要があります。 
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４ 必要なサービスを受けられる体制づくり 

基本目標 取り組みの評価と課題 

必要なサー
ビスを受け
られる体制
づくり 

１．包括的な福祉サービスの基盤整備 

評価指標である「第２層協議体の設置数」は令和元年度の１

１協議体から、令和６年度には２５協議体に増加し、目標を上

回って設置することができました。 

令和６年度から重層的支援体制整備事業を開始し、育児と介

護のダブルケア、ヤングケアラーなどの複雑化・複合化した課

題に関係機関と連携して対応できる体制を整備しました。 

また、医療や介護、行政等による多職種ネットワークである

「あ・うんネット周南」と連携し、関係機関との連携会議を年

間２５回以上開催し、連携体制の構築を進めたほか、「入退院支

援ガイドブック」の作成等による啓発を行いました。 

生活支援・介護予防サービスの提供については、地域での支

え合い活動やサービスの提供にばらつきがあり、サービス・活

動の拡充に向けて多様な主体への働きかけ等が必要です。 
 

２．支援が届きにくい人への対応 

重層的支援体制整備事業の開始により、地域社会から孤立状

態の人や継続的支援が必要な人に対し、アウトリーチ等を通じ

た支援が可能な体制を整備しました。 

また、令和６年度にひきこもり支援ステーションを開設し、

ひきこもり状態にある人への居場所づくりや伴走支援を行いま

した。 

今後も、関係機関との連携を深め、重層的支援体制整備事業

を強化することで、複雑な生活課題を抱える人が、相談から適

切な支援につながり、地域で安心して暮らせるよう、包括的な

支援体制を構築していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

『入退院支援ガイド』（令和７年４月改訂） 
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２ 第４次周南市地域福祉活動計画（社会福祉法人 周南市社会福祉協議会） 

前計画の各基本目標について、以下のとおり評価を行いました。 

 

評価基準  

評価 基準 

Ａ 

達成 
取り組みを進めるための事業等を実施し、目標をほぼ達成している。 

Ｂ 

概ね達成 

概ね、取り組みに示した通り事業等を実施した。 

取り組みを実施したが、まだ十分ではなく課題を残している。 

Ｃ 

一部着手 

取り組みを進めるための事業等を実施したが、目標を一部しか達成し

ていない。 

取り組みに示した事業等を実施したが、実施内容の見直しが必要。 

Ｄ 

未着手 
取り組みを掲げたが、着手に至っていない。 

 

１ 安心・安全に暮らせるまちづくり 

基本目標 取り組みの評価と課題 

安心・安全に暮
らせるまちづく
り 

(１)だれもが生活しやすい地域環境づくり 

誰もが生活しやすい地域について考えてもらうため、希望する

市内の小・中・高等学校に訪問し、福祉体験学習を行いました。

学校等が依頼しやすいように福祉教育出前講座の一覧表を作成

し、毎年案内することで体験しやすい環境づくりに努めました。 

 

(２)災害時における要配慮者支援体制の整備 

令和元年度に改訂した「周南市災害ボランティアセンター活動

マニュアル」に基づき、災害時の災害ボランティアセンター立ち

上げに必要な物品の管理や職員への研修を定期的に行っていま

す。「周南３市災害ボランティア講座」も継続して実施しており、

多くの市民の皆様にご参加いただきました。令和７年度には「災

害ボランティアセンター活動マニュアル（２訂）」について、前回

の改訂からの変更点について委員の皆様からのご意見を伺い、３

訂版を作成しました。 

災害発生時の協力について、ライオンズクラブ、周南青年会議

所等と協定を締結するなど、協働による災害ボランティアセンタ

ー運営に向けた体制整備を行いました。令和６年度からは、平時

から顔の見える関係づくりを目的として、行政、協定締結団体と

の連絡会を開催しています。 

今後も、福祉教育等を通じ、誰もが生活しやすい地域環境づく

りへの関心を高める活動に取り組みます。併せて、災害発生時の

民間団体との協力体制の構築を進めます。 
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基本目標１ 安心・安全に暮らせるまちづくり 評価 

 １－（１）だれもが生活しやすい地域環境づくり  

学校や地域からの福祉教育の要請に対し、車いす体験やアイマスク体験、高

齢者疑似体験等の体験講座を行い、ノーマライゼーションやソーシャル・イン

クルージョンの理念の浸透を図ります。 

Ａ 

市内の福祉施設や総合支援学校等に協力してもらい、高校生向けのボランテ

ィアサマースクールを開催し、福祉体験の場づくりに努めます。 
Ａ 

車いすで生活している人の移動を支援するため、福祉車両の貸出し事業を積

極的に推進します。 
Ｂ 

「やまぐち障害者等専用駐車場利用者証制度」の利用促進を図ります。 
Ｂ 

一時的に車椅子を利用される場合や、地域や学校で車椅子の体験学習を行う

場合に、無料で車椅子を貸し出します。 
Ａ 

住民や住民団体、関係機関、民間事業者、行政などが連携して、誰もが安心・

安全に暮らし続けられる取り組みを進めます。 
Ｂ 

周南市自立相談支援センターにおいて、生活困窮者やひきこもり状態にある

人など、就労への課題を抱えている人が、就労体験やボランティア活動をとお

して、就労につながっていくような場づくりを関係機関・団体と連携して進め

ていきます。 

Ａ 

 １－(２)災害時における要配慮者支援体制の整備  

災害ボランティア活動について周知・啓発を図るとともに、災害発生時に備

える活動を支援します。 
Ｂ 

災害ボランティア講座を開催し、災害時にボランティアセンターの運営に協

力していただける人材を養成します。 
Ｂ 

「災害ボランティア活動マニュアル」（令和元年度改訂）の見直しを必要に

応じて行い、更なる活動の充実につながるように努めます。 
Ａ 

「災害ボランティアセンター職員行動マニュアル」（令和２年度に策定）を

基に周南市社会福祉協議会職員研修会を開催し、災害時における周南市社会福

祉協議会職員の役割について点検作業を行います。 

Ｂ 

地区社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等の関係団体、民生委

員・児童委員、福祉員等の福祉関係者、周南市社会福祉法人地域公益活動推進

協議会、地域包括支援センター等の関係機関による相互の協力・連携を促進し、

日常的な見守り活動と連動させながら、安心して生活できる地域づくりに取り

組みます。 

Ｂ 
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２ みんなが助け合う地域づくり 

基本目標 取り組みの評価と課題 

みんなが助け合う
地域づくり 

(１)見守り体制の充実 

もやいネット地区ステーション事業では３１地区社会福祉協議会

ごとに配置した地域福祉コーディネーターが独居高齢者宅に訪問を

行うなどし、見守り活動を行いました。地域福祉コーディネーター

会議や圏域会議で事例検討等の専門的な研修を実施することで連携

強化を図りました。 

また、もやいネットセンターや地域包括支援センターをはじめと

した相談機関とも協力しながら、課題を抱えた人の早期発見に努め、

地域福祉を担う一員として、地区社会福祉協議会、民生委員・児童

委員、福祉員の会議への出席、相互の連携を強化しました。 

 

(２)支え合い意識の醸成 

支部圏域及び地区社会福祉協議会単位で福祉員研修会を開催し、

福祉員の役割や資質向上を図りました。 

また、周南市福祉関係課と協働で支え合いのまちづくりを推進す

るために、引き続き、生活支援体制整備事業に取り組みました。協

議体未設置地区については、より身近な地域の課題を話し合う「地

域支え合い会議」を実施し、地域でできることを考える機会を設け

ました。地域で立ち上がった助け合いの仕組みを紹介する「支え合

いのまちづくり活動発表会」を周南市と共同で開催し、市民への啓

発を図りました。 

 

(３)地域福祉の担い手づくり 

新たな担い手の発掘と地域活動のヒントとなるよう、市内で行わ

れている助け合い活動を地域の研修等で紹介し、独自の取り組みを

始めるきっかけづくりを行いました。 

また、地区社会福祉協議会活動、福祉員活動を地域のボランティ

ア活動の一つとしてとらえ、ボランティア活動を希望する人にマッ

チングを実施しています。 

令和４年度には「地区社協のあり方検討委員会」を設置し、今後

の地区社会福祉協議会活動の方向性を示した「第３次周南市地区社

協活動推進計画」を策定しました。 

 

(４)社会参加の推進 

周南市社会福祉協議会では「ふれあい・いきいきサロン」を高齢

者の身近な地域での居場所として位置づけ、担い手支援や新規立ち

上げの支援を行いました。ふれあい・いきいきサロンの担い手交流

研修会は、参加者の利便性を図るため、徳山、新南陽、熊毛、鹿野

の４圏域ごとに開催し、出前講座も毎年新しいメニューを追加し、

担い手支援を行っています。 
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また、ボランティア活動の導入として、高校生や社会人対象のボ

ランティア講座を実施しました。毎夏に高校生向けのボランティア

サマースクールを開催し、周南市社会福祉法人地域公益活動推進協

議会と連携して福祉体験の選択肢を増やすことで参加者増につなが

りました。 

令和７年度の高校生ボランティアサマースクールでは、周南市社

会福祉法人地域公益活動推進協議会、周南市生涯学習課等のご協力

をいただき、市内の福祉施設での体験や夏休み中のイベント等で、

約６０名の高校生を受け入れていただきました。 

福祉員の設置については、自治会からの相談に答えたケースはあ

ったものの、周南市社会福祉協議会からの積極的な働きかけは行う

ことができておらず、従来から福祉員の担い手の発掘には課題を残

しています。今後も、見守り活動の重要性を伝えつつ、地域との対

話を進めながら、福祉員活動が継続できるよう検討する必要があり

ます。 

 

基本目標２ みんなが助け合う地域づくり 評価 

 ２－(１)見守り体制の充実  

周南市と連携して、「もやいネットセンター」と「もやいネット地区ステーシ

ョン」の連携強化に努め、「もやいネット地区ステーション」の機能充実を図り

ます。 

Ｂ 

懇談会、意見交換会などの機会を活用して、「民生委員・児童委員、福祉員、

地域福祉コーディネーター（もやいネット地区ステーション職員）」で相互の連

携強化を図り、地域における見守り活動の充実に取り組みます。 

Ｂ 

住民の福祉員活動に対する一層の理解促進と活動への協力を促すために、し

ゅうなん社協だよりや地区社協だより、ホームページなどを活用し、福祉員活

動の普及・啓発を図ります。 

Ａ 

支部（新南陽、熊毛、鹿野）の圏域及び地区社会福祉協議会（３１地区）単

位で福祉員研修会を開催し、福祉員の資質向上を図り、活動の充実強化に取り

組みます。 

Ａ 

福祉員を設置できていない自治会に、設置に向けた働きかけを行い、地域福

祉活動の環境整備を図り、活動の基盤強化に取り組みます。 
Ｃ 

２－(２)支え合い意識の醸成  

日常生活で支援を必要とする高齢者や障害者等に対して支援を行い、地域ぐ

るみで支え合う仕組みづくりを進めます。（生活支援体制整備事業の推進） 
Ａ 

地域における話し合いの場（第２層協議体）づくりをとおして、買い物支援

サービスやごみ出しなど、地域の実情に合った生活支援サービスの開発を推進

します。（生活支援体制整備事業の推進） 

Ａ 

生活支援コーディネーターによる集いの場の創出やニーズと取り組みのマッ

チングを行うなど、地域におけるコーディネート機能の強化を図ります。 
Ｂ 
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地区社会福祉協議会が実施する住民同士の支え合い活動をより積極的に支援

します。 
Ｂ 

しゅうなん社協だよりやホームページを使って、地域の支え合い活動を紹介

するなど、地域福祉活動の普及・啓発を行います。 
Ａ 

地域福祉推進セミナーやボランティア講座を開催し、社会福祉に関する意識

啓発を行います。 
Ｂ 

共同募金運動を通じた市民や生徒・児童に対する福祉教育を推進します。 
Ｂ 

共同募金（地域配分）の配分方法を見直し、地域活動への配分増額について

検討します。 
Ａ 

赤い羽根共同募金が、地域福祉活動やボランティア活動を支援し、地域福祉

の向上のために活用されていることを広く市民に周知します。 
Ｂ 

支部の圏域及び地区社会福祉協議会単位に福祉員研修会を開催し、地域にお

ける支え合い活動を推進します。 
Ａ 

閉じこもりがちや要介護状態になる恐れがある高齢者等を対象に、社会的孤

立の解消や介護予防を図ることを目的に、「ふれあい・いきいきサロン」を推進

します。 

Ａ 

子育て中の保護者が地域で孤立しないように、交流や情報交換の場として、

「ふれあい子育てサロン」を推進します。 
Ｂ 

２－(３)地域福祉の担い手づくり  

地域福祉推進セミナーやボランティア講座、各種研修会を開催し、地域での

活動に参加するきっかけづくりを行います。 
Ｂ 

ボランティアとそれを必要とする人を結びつけるマッチング機能の充実を図

るとともに、活動の場の確保に努めます。 
Ｂ 

しゅうなん社協だより、ホームページ、掲示板等を活用して、活動の場の情

報提供を行います。 
Ｂ 

市内３１箇所に設置されている地区社会福祉協議会が、地域の課題解決に向

けた独自の取り組みができるように支援します。 
Ｂ 

市内の福祉施設や総合支援学校等に協力してもらい、高校生向けのボランテ

ィアサマースクールを開催し、福祉体験の場づくりをとおして、若者の担い手

育成に努めます。 

Ａ 

地区社会福祉協議会単位で、福祉員活動の啓発を図り、担い手づくりへの働

きかけを行います。 
Ｂ 

２－(４)社会参加の推進  

ボランティア講座の開催やしゅうなん社協だより、ホームページによる情報

提供をとおして、高齢者が地域社会で活躍できる場づくりを進め、社会参加の

促進を図ります。 

Ｂ 

ふれあい・いきいきサロンやふれあい子育てサロンを通じて、人と人との交

流を深め、生きがいを持って地域で生活する環境づくりに努めます。 
Ｂ 
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地区社会福祉協議会が地域におけるボランティア活動の場となるよう、活動

の充実強化を図ります。 
Ｂ 

 

３ 自分らしい生き方を支える仕組みづくり 

基本目標 取り組みの評価と課題 

自分らしい生
き方を支える
仕組みづくり 

(１)相談体制の充実 

周南市社会福祉協議会では、令和６年度から周南市で取り組みが

始まった重層的支援体制整備事業の一端を担っています。周南市自

立相談支援センターでは、周南市福祉関係課、ハローワーク等の関

係機関と連携し、相談支援を行いました。また、周南市成年後見支

援センターでは、従来からの初期相談対応、成年後見制度の広報啓

発と合わせ、令和５年度から成年後見申立の支援に積極的に取り組

みました。 

周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会で実施予定の「福祉

なんでも相談会」については、協議会内の部会の再編とコロナ禍に

おける事業の方向性の変更により、フードパントリーを実施するこ

ととし、今後も継続して実施します。 

 

(２)権利擁護の推進 

成年後見制度の利用促進のため、裁判所書記官や弁護士を講師と

した成年後見利用促進市民講座を周南市と共催で実施し、令和５年

度は５４名、令和６年度は５２名の参加がありました。また、周南

市自立相談支援センターにおいては、関係機関との連携強化を目的

に地域包括支援センターを個別に訪問し、事業説明を行いました。 

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない

人々や、社会的・経済的に弱い立場にある人々の権利と尊厳を守り

支援していくため、今後も日常生活自立支援事業、法人成年後見人

受任事業、周南市成年後見支援センター、周南市自立相談支援セン

ターの各相談事業で連携を取りながら事業を進めていきます。 

日常生活自立支援事業・成年後見制度のパンフレット作成につい

ては、山口県社会福祉協議会のパンフレットを活用し、相談業務に

あたったため作成を見送りました。市民後見人の養成については、

令和７年度に「成年後見制度及び市民後見人セミナー」を県、市と共

催で実施したものの、養成講座の開講には至りませんでした。今後、

市と連携しながら、研修等を通じて、市民後見人や法人後見の担い

手づくりに向けた環境の整備に取り組みます。 

 

(３)情報提供の充実 

令和３年度にホームページをリニューアルし、閲覧者が地域福祉

活動に関心が持てるよう、寄付、イベント、地区社会福祉協議会活動

などの情報発信のページを作成しました。令和５年度からは
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Instagram等のＳＮＳを活用した情報発信を積極的に行うとともに、

設立２０周年に合わせて市内の小、中、高校、大学に公募し選定され

た「ふくちゃん」が公式マスコットキャラクターとなりました。親し

みやすいキャラクターを活用し周南市社会福祉協議会や地域の活動

を発信する広報担当として活動していきます。 

 

基本目標３ 自分らしい生き方を支える仕組みづくり 評価 

３－(１)相談体制の充実  

「もやいネット地区ステーション」の取り組みについて周知を図り、誰もが

相談できるように努めます。 
Ｂ 

生活課題を持つ人がその人らしい生活ができる地域づくりをめざして、自立

相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施に取り組む

ことで、生活困窮者自立支援事業の充実に努めます。 

Ａ 

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）や成年後見人受任事業の取

り組みを一層強化するとともに、成年後見制度利用促進における地域連携ネッ

トワークの中心的な役割となる中核機関の機能充実に努めます。 

Ｂ 

もやいネットセンターや地域包括支援センター、周南市社会福祉法人地域公

益活動推進協議会等との連携強化を図り、包括的な相談支援体制の構築を進め

ます。 

Ｂ 

周南市社会福祉協議会が事務局を担っている周南市社会福祉法人地域公益活

動推進協議会において、「福祉なんでも相談会」を実施します。 
Ｄ 

周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会で作成した「相談窓口一覧表」

を活用して、他法人とも連携した相談支援に努めます。 
Ｂ 

周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会の担当相談員が定期的に連絡を

取り合う機会をつくり、相談を繋ぎやすくなるよう、法人間のネットワークづ

くりに取り組みます。 

Ａ 

３－(２)権利擁護の推進  

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）や成年後見制度のパンフレ

ットを作成し、その内容や利用方法を広く周知します。 
Ｃ 

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）や成年後見制度に関する研

修会を開催し、市民への理解促進を図ります。 
Ｂ 

地域で開催される研修会・勉強会の場を利用して、事業や制度の内容、利用

方法について周知を図ります。 
Ａ 

周南市と連携して、成年後見制度の利用を促進する体制を確立します。 
Ｂ 

判断能力に不安のある人の権利を擁護するため、周南市社会福祉協議会が法

人として成年後見人となり、支援活動を行います。（法人成年後見人受任事業） 
Ｂ 

軽度の認知症高齢者や障害者（知的障害者・精神障害者）等の判断能力に不

安のある人に対して、福祉サービスの利用援助や金銭管理等の支援を行いま

す。（地域福祉権利擁護事業） 

Ｂ 
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成年後見の申立てや後見人の活動に関する相談に応じ、必要な支援を行いま

す。（成年後見制度の利用支援） 
Ａ 

判断能力に不安のある人の権利を擁護するため、市民が後見活動を行う「市

民後見人」について、養成に着手します。 
Ｄ 

３－(３)情報提供の充実  

ホームページの文字の大きさやレイアウト等を見直し、福祉に関する情報を

必要とする人に分かりやすく伝えられるように工夫します。 
Ａ 

ホームページに掲載する情報を定期的に更新し、最新の情報を提供するよう

に努めます。 
Ｂ 

しゅうなん社協だよりの掲載内容について見直しを行い、常に新しい情報を

伝えられるように努めます。 
Ｂ 

メールや周南市社会福祉協議会掲示板などを活用して、新しい情報をすみや

かに伝えられるように努めます。 
Ｂ 

報道機関等を通じて、幅広い福祉情報の提供や発信に努めます。 
Ｂ 

把握したニーズは、周南市と連携して対応を検討します。 
Ａ 
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４ 必要なサービスを受けられる体制づくり 

基本目標 取り組みの評価と課題 

必要なサービスを
受けられる体制づ
くり 

(１)包括的な福祉サービスの基盤整備 

地域での居場所づくりや有償ボランティアの立ち上げ等に向

けた話し合いの場である「協議体」は令和３年度末に１８地区１

９箇所、令和６年度末には、２４地区２５箇所設置となりました。

平成２７年度からの取り組みの中で、有償ボランティアの取り組

みも誕生し、地域住民のちょっとした困りごとの支援を行う地区

も出てきました。また、令和４年度からは地域福祉係に地区担当

制を敷き、担当地区に出向き、協議体や地区社会福祉協議会での

協議等に出席し、情報提供や運営のサポートを行いました。 

 

(２)支援が届きにくい人への対応 

周南市自立相談支援センターでは、仕事や生活に困っている人

を対象として、関係機関と連携しながら相談者一人ひとりの状況

に合わせた伴走型の支援を行いました。就労準備支援事業では、

行政、ハローワーク等の関係機関と連携を取りながら、生活困窮

者に陥った人の就労支援を行いました。併せて、ひきこもりなど

で社会とのつながりが希薄な人の社会性を養うため、ボランティ

ア体験の場を提供し伴走型支援を行いました。実際に職場体験に

職員が同行するなど、きめ細やかな支援を行うことで就労に結び

付き、生活が安定したケースもありました。 

また、一時的な食糧を必要とする人への支援として、「あんしん

生活食料支援事業」を、生活資金がなく困っている人への貸付事

業など、生活困窮者自立支援事業と一体的に相談者の支援を実施

しました。 

今後、２０４０年に向け高齢者人口が増加し続ける中で、住み

慣れた地域で安心して暮らせるよう、引き続き地域の居場所づく

り、ボランティア等の立ち上げ支援に取り組みます。また、周南

市自立相談支援センターにおいても複雑化、複合化した課題を抱

えた相談者が増加する中で、関係機関との連携がますます重要に

なっています。周南市社会福祉協議会の強みである地域とのつな

がりを意識しつつ、今後も課題解決に向けて関係機関と協働しな

がら支援に取り組みます。 
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基本目標４ 必要なサービスを受けられる体制づくり 評価 

４－(１)包括的な福祉サービスの基本整備  

もやいネットセンターや地域包括支援センター、周南市社会福祉法人地域公

益活動推進協議会等の関係機関との連携強化を図り、包括的な相談支援体制の

構築を進めます。 

Ｂ 

第２層協議体や地区社会福祉協議会における定期的な話し合いの場において

地域の福祉課題を受け止め、関係機関・団体などと連携して解決に向けた取り

組みを行い、継続的に支援します。 

Ａ 

周南市と連携して、包括的な支援体制の構築に向けた検討を行います。 
Ａ 

４－(２)支援が届きにくい人への対応  

生活上の課題を持つ人がその人らしい生活ができる地域づくりをめざして、

自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施に取り

組むことで、生活困窮者自立支援事業の充実に努めます。 

Ａ 

自立相談支援事業については、生活困窮者やひきこもり状態にある人など、

支援を必要とする人が適切な支援に結びつくように、寄り添い型の支援に努め

ます。また、ハローワーク等との連携を強化し、円滑な就労支援に取り組みま

す。 

Ａ 

就労準備支援事業については「ひきこもり状態で社会との関わりに不安があ

る」「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」「就労経験が少なく、仕

事をしていない期間が長い」など、直ちに就労することが困難な人が社会参加

できるよう、職場体験やボランティア体験の場の提供や一般就労のための基礎

能力の養成を行い、就労につながるよう支援します。 

Ａ 

家計改善支援事業については、相談者自らが家計を管理できるように、状況

に応じた支援計画の作成や関係機関への紹介等を行いながら、継続的に自立に

向けた支援を行います。 

Ａ 

認知症や知的・精神障害により判断能力が十分でない人が、地域で安心して

生活できるように、地域福祉権利擁護事業や成年後見事業の普及・啓発に努め

るとともに、相談業務職員の質の向上に努めます。 

Ｂ 

生活上の課題を持つ人がその人らしい生活ができる地域づくりをめざして、

地域と福祉の関係者が相互に連携することに努めます。 
Ｂ 

  



20 

 

３ 第１次周南市再犯防止推進計画 

取り組みの評価と課題の抽出を行いました。 

 

取り組み 評 価 

１． 
周 南 市 ホ
ー ム ペ ー
ジ へ の 掲
載 

法務省中国矯正管区から提供される、自治体向け広報誌「きょうせい」を

定期的に周南市ホームページへ掲載し、各県の再犯防止の取り組みや他機

関との連携事例を紹介しました。 

２． 
社 会 を 明
る く す る
運 動 の 推
進 

 

毎年７月の「社会を明るくする運動」強調月間において、周南市長や周

南警察署長、周南保護区保護司会会長などで構成される「社会を明るくす

る運動 周南地区推進委員会」の主催により周南市役所から徳山駅前広場ま

で街頭パレードを行い、犯罪・非行の防止や、罪を犯した人の更生を地域社

会で支えることについて、啓発を行いました。 

また、徳山夏祭りで啓発活動を行ったほか、新南陽、熊毛、鹿野の各地区

においても、イベント開催時に保護司などによる啓発を行いました。 

３． 
再 犯 防 止
啓 発 パ ネ
ル 展 の 開
催 

岩国刑務所との共催で、周南市役所本庁舎にて、再犯防止や保護司の役

割、刑務官の業務を紹介するパネル展示のほか、刑務所作業製品の展示、販

売や啓発グッズの配布などを通じて、更生保護に関して広く周知や理解を

深める活動を行いました。 

４． 
再 犯 防 止
推 進 に 係
る 意 見 交
換 会 の 開
催 

関係部署や周南市社会福祉協議会、周南警察署、保護司会などと意見交

換を実施しました。周南市の取り組みとして「犯罪被害者とその家族に対

する取り組み」や「非行の防止と修学支援に関連したこどもの居場所づく

り」などの紹介を行いました。 

５． 
更 生 保 護
サ ポ ー ト
セ ン タ ー
の紹介 

保護司が常駐する「更生保護サポートセンターしゅうなん」を市広報誌

にて紹介し、保護司の業務や保護観察中の人の立ち直り支援などの取り組

みを紹介しました。 

課 題 

罪を犯した人の再犯防止や社会復帰については、引き続き、保護司会や

警察などの関係機関と緊密に連携しながら、更なる普及啓発に取り組む必

要があります。 

  



     

21 

 

４ 第１次周南市成年後見制度利用促進計画 

前計画の基本目標「地域連携ネットワークづくり」、「制度の啓発・利用促進」、「助成

制度の整備」別に、取り組みの評価と課題の抽出を行いました。 

 

基本目標 取り組みの評価と課題 

１． 
地域連携ネ
ットワーク
づくり 

支援体制の整備、中核機関の整備 

  周南市（地域福祉担当課、障害者支援担当課）と周南市社会福祉協議会

内に設置した周南市成年後見支援センターを中核機関として、地域の見守

り関係者や専門機関等が把握した権利擁護支援の必要な人について、関係

機関によるチーム支援を行い、成年後見制度等の利用につなげました。 

また、周南市、周南市社会福祉協議会、専門職（弁護士、司法書士、社

会福祉士）などで構成する周南市成年後見制度利用促進連携協議会を設置

し、定期的に会議を開催し、権利擁護支援の現状や課題等を共有し連携の

強化を図りました。 

引き続き、中核機関を中心に、地域連携ネットワークの更なる強化を図

る必要があります。 

  【成年後見、権利擁護に関する相談件数】 

   ・もやいネットセンター 令和６年度…４１９件 

   ・成年後見支援センター 令和６年度…１０２件 

２． 
制 度 の 啓
発・利用促
進 

制度の啓発・利用促進 
周南市社会福祉協議会（周南市成年後見支援センター）との連携により、

市民講座や研修会の開催、出前トークを実施するとともに、ホームページ
やチラシ等を活用し、成年後見制度について市民や関係機関に幅広く周知

を図りました。 
市民アンケートの結果からも成年後見制度の認知度は十分であるとは言

い難い状況であるため、引き続き、周知・啓発を行っていく必要がありま
す。 

３． 
助成制度の
整備 

制度の利用が難しい人への支援 
成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申し立て支援をして

くれる親族がいない場合や生活困窮等の理由から、制度を利用することが
できない高齢者や障害者について、市長による申し立てや後見人等に対す

る報酬助成を行いました。また、本人や親族が成年後見の申し立てする際
の手続きなどの支援を行いました。 

引き続き、関係機関や市民に対して、助成制度の周知を図っていく必要
があります。 

【市長申し立て】   令和６年度…１８件（高齢者のみ） 

【後見人等の報酬助成】令和６年度…２２件（高齢者＋障害者） 
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５ 第１次周南市重層的支援体制整備事業実施計画 

重層的支援体制整備事業における５つの事業別に、取り組みの評価と課題の抽出を

行いました。 

 

事業名 取り組みの評価と課題 

１． 
包括的相談
支援事業 

福祉総合相談窓口である「もやいネットセンター」だけでなく、地

域包括支援センターや周南市自立相談支援センターなどの関係機関
において、属性や世代等に関わらず、世帯全体を包括的に受け止め、

断らない相談支援の実施に取り組みました。 
引き続き、研修等を通して関係職員のスキルアップや関係機関同士

のネットワークの強化を図っていく必要があります。 

２． 
多機関協働
事業 

包括的相談支援事業で受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した

支援ニーズがあり、特定の関係機関だけでは対応が困難なケースにつ
いて、もやいネットセンターが重層的支援会議（支援会議）を開催し、

支援の方向性や関係機関ごとの役割分担を行い、チーム支援につなげ
ました。 

引き続き、関係機関の連携を図り、迅速かつ適切な支援につなげて
いく必要があります。 

【重層的支援会議（支援会議）の開催数】令和６年度…１８回 

３． 
アウトリー
チ等を通じ
た継続的支
援事業 

課題を抱えながらも様々な事情で必要な支援が届いていない人や、

サービスの受け入れを拒否する人に対して、地域包括支援センターや
周南市社会福祉協議会等と連携し、本人や家族との信頼関係の構築に

向け、定期的な訪問等による寄り添った支援に取り組みました。 
引き続き、潜在的なニーズを抱える人を早期に把握するため、関係

機関等による地域見守りネットワークの更なる充実が必要です。 

４． 
参加支援事
業 

社会参加への支援が必要な人に対して、本人や世帯の状態に合わせ
て、ひきこもり支援ステーション（居場所の提供）や周南市自立相談

支援センター（就労準備支援）等と連携するなど、地域社会とのつな
がりを築く参加支援に取り組みました。 

引き続き、関係機関と連携を図りながら、効果的な参加支援に取り
組む必要があります。 

５． 
地域づくり
事業 

住民運営通いの場、ふれあい・いきいきサロン等の既存の事業や取

り組みを活かしながら、世代や属性を超えて、住民同士が交流できる
多様な場づくりや、人と人、人と地域がつながり、支え合う活動が生

まれやすい環境づくりの支援に取り組みました。 
引き続き、各拠点において把握し受け止めた課題については、適切

な相談支援につながるよう取り組む必要があります。 
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第３章  計画の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 

全ての市民が地域社会の一員としてのつながりを感じ、安心して暮らせる環境を実

現することを目指しています。「誰ひとり取り残すことなく」という言葉には、社会の

中で孤立することなく、全ての人が適切に支援を受けられることを望む強い願いが込

められています。また、「共に支え合い、生きがいと幸せを実感できる」とは、社会の

中で住民同士が助け合い、互いの存在を価値あるものとして認め合うことで、誰もが孤

立することなく、幸せを感じることのできる生活を目指しています。この理念を基軸と

した地域福祉計画により、多様なニーズに対応した施策を展開し、誰もが生き生きと暮

らせる地域共生社会の形成を推進します。 

 

 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

誰ひとり取り残すことなく、共に支え合い、 

生きがいと幸せを実感できる安心のまち 
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２ 基本目標 

 

（１）安全安心に暮らせるまちづくり 

安全安心に暮らせるまちを目指すためには、住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られる環境を整備するとともに、住民同士の支え合いを促進することが重要です。日常

生活において声かけや見守りを継続し、全ての地域住民の多様な課題に寄り添う地域

づくりを進めます。また、災害時や緊急時においては地域での自主防災への意識を高

め、相互の助け合いが実現できる支援体制を整備します。 

 

（２）みんなで支え合う地域づくり 

みんなで支え合う地域づくりを目指して、多様な主体が連携する体制の強化を図り、

地域全体で課題を解決する仕組みを構築します。地域の見守り活動や支え合いのネッ

トワークを推進するとともに、多職種や多機関が協力して複合的な課題に対応してい

きます。また、地域での居場所づくりや相談支援体制の充実を図り、要配慮者をはじめ、

全ての人が社会参加できる環境を整備します。さらに、地域福祉の担い手を育成し、一

人ひとりが福祉活動を担う意識の醸成に努め、多様性を受け入れ共生できる地域共生

社会を目指して取り組みを進めていきます。 

 

（３）自分らしい生き方を支える仕組みづくり 

自分らしい生き方を支える仕組みをつくるためには、地域全体で相談支援や権利の

擁護に取り組むことが重要です。地域における様々な問題を適切に解決するため、関係

機関等が連携した包括的な相談支援体制を充実させます。また、認知症の人や障害のあ

る人等が不利益を被ることなくサービスを利用できるよう、成年後見制度の利用促進

等を通じて権利擁護の取り組みを推進していきます。 

 

（４）必要な福祉サービスを受けられる体制づくり 

健やかに暮らせるまちを目指すためには、住民それぞれが自ら望む生活を続けられ

ることが大切です。高齢者や障害のある人、生活困窮者など多様な支援を必要とする人

に対して、地域のふれ合いや支え合い体制を拡充するとともに、関係機関等との連携を

深めることで適切な対応を行います。また、支援が届きにくい人へのアプローチを重点

的に進め、地域での孤立防止や課題の早期発見に努めます。更に、様々な媒体を活用し

た情報提供を充実させるとともに、デジタル技術を活用することで、多分野間の情報共

有や効率的な支援活動を実現し、福祉サービスの質の向上を目指します。それぞれの課

題に応じた支援を提供する仕組みを整え、誰もが必要な福祉サービスを受けられる安

心できる地域づくりを目指します。  
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３ 計画の体系 

 ≪地域福祉計画 ／ 地域福祉活動計画≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 安全安心に暮ら
せるまちづくり 

 （１）誰もが生活しやすい地域環境づくり 

 （３）地域福祉の担い手づくり 

 （１）包括的な支援体制の充実 

 （２）権利擁護の推進 

 （１）総合的な福祉サービスの基盤整備 

 （４）居場所づくりと社会参加の推進 

 （２）災害時における要配慮者支援体制の整備 

 （１）地域共生に向けた意識の醸成 誰
ひ
と
り
取
り
残
す
こ
と
な
く
、
共
に
支
え
合
い
、 

生
き
が
い
と
幸
せ
を
実
感
で
き
る
安
心
の
ま
ち 

 （２）地域の見守り・支え合いネットワークの推進 

 （５）多様な主体との連携促進 

 （２）支援が届きにくい人へのサービスの充実 

 （３）様々な媒体を活用した情報提供の充実 

２ みんなで支え合
う地域づくり 

３ 自分らしい生き
方を支える仕組
みづくり 

４ 必要な福祉サー
ビスを受けられ
る体制づくり 

【基本理念】 【基本目標】 【基本施策】 

再犯防止推進計画 

成年後見制度利用促進計画 

重層的支援体制整備事業実施計画 
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第４章  基本目標ごとの取り組み 
 

基本目標 １ 安全安心に暮らせるまちづくり 

【 現状と課題 】 

市民アンケート調査からは、近所の人との付き合いについて「顔が合えばあいさつを

している」人の割合が最も多く、また、若い年代ほど付き合いが希薄な傾向にあります。 

地域の行事や活動への参加状況は、年齢が若くなるほど「全く参加していない」人が

多くなる傾向があり、学生アンケート調査においても地域の行事や活動へ参加してい

ない人が６２．８％となっています。 

参加しない理由として「仕事や家事が忙しいから」「関心がないから」が多く挙げら

れていますが、１０歳代・２０歳代では「行事、活動の情報がないから」という理由も

多いため、何らかの機会や適切な情報があれば、地域活動への参加割合が増加する可能

性があります。 

一方で、地域福祉を進めていくために、住民それぞれが取り組むべきこととして「普

段から身近な近所付き合いや助け合いを行う」ことが最も多い回答となっており、地域

のつながりの希薄化が進んでいるものの、地域のつながりの必要性を多くの市民が認

識していることがうかがえるため、自分が暮らす地域への関心を持ち、住民同士が支え

合う地域づくりを働きかけていくことが必要です。 
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（１）誰もが生活しやすい地域環境づくり 

【 施策の展開 】 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、日ごろから近所づきあい

の中での声かけや見守りを継続するとともに、全ての地域住民の多様な課題に寄りそ

う地域づくりを進めます。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■ユニバーサルデザインに配慮した、誰もが使いやすい環境整備

によるまちづくりを進めます。 

 

■都市の魅力を高める施設の充実、生活サービスの維持・確保、

持続可能な公共交通の実現により、活力があり安心して暮らせ

る都市拠点等の形成を図ります。 

 

■住民や住民団体、社会福祉協議会などの関係機関、民間事業者、

行政などが連携して、誰もが安全安心に暮らし続けられる取り

組みを進めます。 

 

■幼稚園、保育所、小学校などと家庭、地域が連携して、こども

の安全を守る取り組みを推進します。 

 

■高齢者や障害者等が悪質商法やうそ電話詐欺などの被害にあ

わないよう、警察や福祉関係者などと連携し、講座や情報発信

など、啓発活動の充実に取り組みます。 

 

■就労意欲のある高齢者、障害者、ひきこもり状態にある人など、

就労に関する課題を抱える人に対し、能力や希望に応じて就労

や活躍の場を創出するために、医療や労働などの各分野と連携

して取り組みます。 

 

■高齢者、障害者、生活困窮者等の住宅確保要配慮者に対し、社

会福祉協議会や居住支援法人等の関係機関と連携した相談支

援体制の充実を図ります。 

 

■交通安全・防災・防犯に対する適切な情報を提供するとともに、

防犯灯の設置などにより、安全安心なまちづくりを進めます。 

 

■地域特性を生かしながら、持続可能な地域づくり活動を展開す

るため、「地域の夢プラン」の策定や見直しなどを通して、地

域住民で支え合う仕組みづくりの構築を支援します。 
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周南市 

社会福祉協議会 

■見守り・支え合い活動の継続を支援し、その活動の基盤強化に

取り組みます。 

 

■高齢者や障害者など、様々な理由で移動が困難な人々のニーズ

を丁寧に汲み取り、地域の人々の意見を積極的に取り入れなが

ら、移動支援サポート事業の充実を図ります。 

 

■ボランティアセンターを充実させ、ボランティア活動を希望す

る人と支援を必要とする人々を効果的につなげるためのマッ

チング機能を強化します。 

 

■周南市自立相談支援センターで行う、自立相談支援事業や就労

準備支援事業での就労支援を通じて、社会参加への支援を行い

ます。 

 

■消費者問題、交通安全、防犯など、地域住民の安全安心に関わ

る様々な課題に対し、協力して啓発活動に取り組みます。 

 

■ＳＮＳ（Instagram、Facebook等）による情報発信と、多様な

ライフスタイルに応じた参加機会を創出することで、誰もが活

動に参加できる地域づくりの基盤を構築します。 

 

（２）災害時における要配慮者支援体制の整備 

【 施策の展開 】 

災害時における要配慮者への対応を迅速に行うため、避難行動要支援者情報を適切

に管理するとともに、ケアプラン等の作成の際には、支援が必要な人を把握して、平時

の見守り及び災害時等の緊急事態における支援体制の充実を図ります。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■地域防災の要である自主防災組織との連携を進め、個別避難計

画の作成に係る情報の交換を行うとともに、避難行動要支援者

名簿をより効果的に活用した防災に努めます。 

 

■日頃からケアプラン等の作成を通じて本人の状況をよく把握

し信頼関係を築いている福祉専門職の参画により、効率的かつ

効果的な個別避難計画の作成に努めます。 

 

■要配慮者が災害当初から迅速に避難できるよう、周南市は、地

域の見守り活動に携わる福祉関係者と防災活動に携わる地域

住民との情報交換の場づくりに努め、連携を図ります。 
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■率先避難促進の取り組みにより、災害リスクのある地域で、住

民の適切な避難行動が自主的に行われるための体制づくりに

努めます。 

 

■防災に関する出前講座による啓発や自主防災組織の活動促進

に取り組みます。 

 

■災害時の限られた資源を基に、非常時優先業務が行えるよう、

ＢＣＰ（事業継続計画）の周知、訓練、定期的な見直しを行い

ます。 

周南市 

社会福祉協議会 

■平時からの継続的な見守り活動を通じ、地区社会福祉協議会、

民生委員・児童委員、福祉員、福祉関係者等との連携を強化し

ます。 

 

■災害時に迅速かつ効果的な支援を実現するため、協定締結先と

の担当者連絡会を定期的に開催します。 

 

■「災害ボランティア活動マニュアル」の周知と関係機関との協

力体制の構築を進めます。 

 

■「災害ボランティア活動マニュアル」に沿った周南市社会福祉

協議会職員研修会を開催し、各職員が自身の役割を明確に理解

し、適切に行動できるようにします。 

 

■「災害ボランティア養成講座」などの研修会を開催し、地域住

民に災害ボランティアの必要性について理解を広めます。 

 

■周南市防災担当課、周南市地域福祉担当課、福祉関係事業所、

地域福祉推進団体等と連携し、災害時に自力で避難することが

困難な避難行動要支援者を対象とした個別避難計画の作成に

協力します。 

 

■災害時には、周南市や関係機関と連携し、地域住民と協力して

災害ボランティアセンターを円滑に運営します。 

 

■ＢＣＰ（事業継続計画）を定期的に見直し、災害時でも業務を

継続できる体制を維持します。 

 

〈評価指標と目標〉 

評価指標 
実績値 

令和６年度 

目標値 

令和１２年度 

率先避難促進事業に取り組む

自主防災組織（数） 
１６ ３５ 
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基本目標 ２ みんなで支え合う地域づくり 

 

【 現状と課題 】 

市民アンケート調査からは、自分自身や身近な人の日常生活の困りごととして、交通

手段に関するものが多く、次いで災害時の備えに関することが挙げられています。 

関係団体アンケート調査からは、地域で寄せられる日常の困りごととして、高齢者の

介護や移動支援の不足、障害者の日常の支援や災害対応などが挙げられており、こども

の貧困等の家族支援の課題、社会的孤立やひきこもりなどの複合的な困りごともあり、

包括的な相談窓口の周知や情報共有の難しさといった意見も挙げられました。 

こうした中、関係団体アンケート調査からは、地域課題に対して行政が取り組むべき

こととして、住民が抱える問題に適切に対応できる相談窓口の分かりやすい情報提供、

部局間の連携強化などが求められており、増加する複合的な課題への対応力向上と相

談窓口の連携強化による包括的な支援体制の充実が必要です。地域課題に取り組む担

い手を増やすためには、自治会が主体的に地域の課題を自分ごととして捉える意識を

高めたり、世代を超えた交流を促進するなど、地域住民が共通の課題に向き合い、お互

いを支え合う仕組みづくりが必要とされていることがうかがえます。このほか、民生委

員・児童委員や社会福祉協議会などと、幅広く連携をしている団体は多いものの、「人

材の多重負担」や「高齢者の増加」が課題となっているという意見も挙げられています。 

市民アンケート調査においても、民生委員・児童委員の担い手を増やすために必要な

こととして、「活動の負担軽減」「制度や活動の広報周知による地域理解の促進」「自治

会、コミュニティ等との連携強化」が多く挙げられています。 

地域活動の担い手が高齢化・固定化している中、福祉や地域活動の担い手育成や確保

等が引き続き課題となります。 
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（１）地域共生に向けた意識の醸成 

【 施策の展開 】 

全ての人の尊厳が保たれ、自分らしく生きられるように多様性を認め合いながら、共

に支え合う地域共生社会を推進するため、一人ひとりが地域に関心をもち、地域福祉を

担っていくという意識の醸成を図ります。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■地域活動情報の提供や防災·防犯活動をはじめとした様々な

交流などを通じ、地域福祉に対する住民の関心や支え合いの

意識を深め、実践的な地域活動につながるよう啓発に努めま

す。 

 

■地域、学校、各種団体等と連携し、地域共生社会の実現に向

け、地域での支え合いの必要性について、周知・啓発します。 

 

■高齢者、障害者、こども、生活困窮者など、全ての人が生き

がいをともにつくり、地域で支え合い、生活を支える仕組み

が機能するよう働きかけます。 

 

■市民センターや隣保館等で地域住民の生活課題に応じた相談

業務、教育、研修、啓発活動を実施するとともに、教養文化

活動により、周辺住民との参加交流を促進します。 

 

■多文化共生の推進に向けて、市民が互いの文化を理解し合い、

交流を深めることができるよう、イベントや国際交流事業な

どを開催し、地域における相互理解と信頼関係の醸成を図り

ます。 

 

■認知症を我が事として捉え、認知症になっても希望を持ち、

自分らしく暮らせるよう、新しい認知症観の普及啓発や認知

症の人の社会参加に向けた取り組みを推進します。 

 

■障害者が安心して暮らせる環境づくりに向け、障害を理由と

する不当な差別的取扱いの禁止や、障害者に対する合理的配

慮の普及啓発に取り組みます。 
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周南市 

社会福祉協議会 

■住民が役割を持ち、互いに支え合いながら自分らしく活躍

できる地域共生社会の実現を目指し、こどもから高齢者ま

で、地域住民が交流できる機会や福祉教育プログラムを推

進します。 

 

■地域や公的サービスとも連携し、助け合いながら暮らせる

地域づくりを推進します。 

 

■地域福祉活動の意義や社会福祉協議会の活動について普及

啓発を推進します。 

 

■福祉教育の理念と意義を児童、生徒に伝え、学校、福祉施設、

当事者などが連携して協同で実践に取り組める場を構築し

ます。 

 

■地域住民が自分ごととして捉え、関心を持てるよう福祉教

育の充実を図ります。 

 

■第２層協議体等で、フレイルや要支援の人々が抱える地域

課題について、継続的に協議し、解決に向けた支援に取り組

みます。 

 

■赤い羽根共同募金が、地域福祉活動やボランティア活動を

支援し、地域福祉向上のために活用されていることを広く

周知します。 

 

 

  

福祉教育の様子 
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〈評価指標と目標〉 

評価指標 
実績値 

令和６年度 

目標値 

令和１２年度 

認知症の人を理解し、協力し

ている市民の割合（％） 
１２．８ １５．５ 

 

  

街頭募金の様子 
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（２）地域の見守り・支え合いネットワークの推進 

【 施策の展開 】 

見守りが必要な人や困難な問題を抱える人への支援を推進するため、関係機関と民

間支援団体等と連携した取り組みの強化やネットワークづくりを推進します。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■高齢者や認知症のある人、障害者、子育て家庭、生活困窮者

など、見守りを必要とする人を地域で継続的に支援するため、

民生委員・児童委員、関係機関、団体などと連携した見守り

活動の推進を図ります。 

 

■高齢者が行方不明になった時などに、警察だけでなく地域や

事業所が協力し、速やかに発見又は身元を確認する仕組み「高

齢者等見守りＳＯＳネットワーク」について、ホームページ

や出前講座等を通じた啓発に努めます。 

 

■新しい認知症観等の認知症に対する正しい理解を促進するた

め、住民、事業者、児童・学生など、高齢者と接する様々な人

に認知症サポーター養成講座等への参加を呼びかけ、認知症

の人を地域全体で支える体制の強化を図ります。 

 

■地域で孤立しがちな家庭の早期把握や児童虐待の早期対応を

図るため、複合的な課題を抱える子育て家庭や、多機関連携

支援が必要な家庭について、「こども家庭センター」が要保護

児童対策地域協議会の調整機関として、情報の集約や支援状

況の進捗管理を行います。 

 

■子育て家庭に対しては、子育てに対する不安解消や交流の場

を提供するため、自主グループやサークルへの支援、グルー

プ間のネットワークづくりを支援します。 
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周南市 

社会福祉協議会 

■懇談会、意見交換会などの機会を活用して、民生委員・児童

委員、福祉員、福祉関係者などで相互の連携強化を図り、地

域における見守り活動の充実に取り組みます。 

 

■福祉員の活動と役割について、出前講座などを活用して周

知し、その理解促進に努めます。 

 

■地域包括支援センター等の関係機関と、民生委員・児童委員

や福祉員が見守り活動の情報共有を行えるよう支援しま

す。 

 

■見守り・支え合い活動の担い手として、幅広い世代が参加で

きるよう情報発信や働きかけを進めます。 

 

  

福祉員研修会の様子 

新しい認知症観の啓発 
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（３）地域福祉の担い手づくり 

【 施策の展開 】 

これまでの「支える側」、「支えられる側」という関係を超えて、多くの住民が地域福

祉活動に参画できるよう、各種研修会や講座等を通じて、担い手づくりを推進します。

また、福祉の専門的な知識や経験のある人などが地域に関わることができるよう関係

機関や団体との連携を図ります。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■住み慣れた地域を将来世代につなげていくため、地域団体

のマネジメント力の強化や活動を担う新たな人材の発掘・

育成・確保に向けた取り組みを支援します。 

 

■ボランティアや各団体の活動発表等の場を設けることによ

り、活動への市民の参加や新たな人材の発掘を促進します。 

 

■地域課題を適切に解決できるよう、研修会等の開催を通じ、

担い手としての資質向上やリーダーの育成を支援します。 

 

■若い世代の地域福祉への参画を推進するため、大学等と連

携し、学生等が地域の課題に主体的に関わる仕組みの検討

や、各種講座の開催等による啓発に努めます。 

 

■生活支援体制整備事業や社会福祉協議会のボランティア養

成と連携し、担い手の養成に取り組みます。 

 

■企業が取り組むＣＳＲ活動等の情報を収集し、地域の福祉

ニーズと結びつけることで地域福祉の新たな担い手となる

取り組みを検討します。 

周南市 

社会福祉協議会 

■周南市地区社協活動推進計画を定期的に見直し、担い手の

育成・確保に向けた方向性や具体的な取り組みを提示する

ことで、地区社会福祉協議会の活動を継続的に支援します。 

 

■地域・学校・社会福祉協議会が連携し、こどもたちが地域社

会と関わるきっかけとして、一緒に見守り活動に取り組み

ます。 

 

■ひとり暮らしの高齢者の孤立を防ぐため、地域福祉コーデ

ィネーターや福祉員のスキルアップを目指した研修会を開

催し、見守り活動を支援します。 
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■ふれあい・いきいきサロンなどの担い手を対象に、連絡会や

交流会、研修会を開催し、新たな担い手の育成を推進しま

す。 

 

■ボランティア養成講座や出前講座などの研修会を通じて、

ボランティアへの理解を深め、あらゆる世代の担い手の確

保に努めます。 

 

■高校生を対象としたボランティアサマースクールを開催

し、地域福祉の担い手の育成に努めます。 

 

■夏季休暇（夏休み）期間を利用して、青少年がボランティア

活動を始めるきっかけを提供します。 

 

■周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会と連携し、各

法人施設をボランティア活動の場として提供していただ

き、ボランティアが幅広い経験を積む機会を創出します。 
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（４）居場所づくりと社会参加の推進 

【 施策の展開 】 

一人ひとりが生きがいをもち、幸せを実感しながら暮らせるように、関係機関等と連

携しながら、居場所づくりの推進や地域活動、ボランティア活動などの社会参加を支援

します。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■多様なニーズを持つ、全ての人が生きがいや役割を持つこ

とができるよう、社会活動や地域活動、ボランティアなどへ

の参加を促し、地域社会で活躍できる機会を提供します。 

 

■こども食堂や地域食堂等の住民同士が出会い、参加できる

場や共生の居場所の確保に向けた支援を行います。 

 

■高齢者の健康増進や仲間づくり活動を支え、多世代間の交

流や多様な活躍の機会と役割を生み出すため、文化・スポー

ツ活動、老人クラブ活動等を支援します。 

 

■高齢者の生きがいの充実や社会参加を促進し、地域でいき

いきと生活できるように高齢者の経験や知識を活かせるよ

うな体制づくりを支援します。 

 

■ＭＣＩ（軽度認知障害）対策も含め、地域における介護予防

や社会参加を促進するため、「住民運営通いの場（週１回の

いきいき百歳体操）」の立ち上げや継続支援を行います。 

 

■就労及びボランティアに関する相談受付窓口、支援制度に

ついて周知を図り、関係機関と連携して支援します。 

 

■障害者が就労する生産活動等の場、機会が提供されるよう、

関係機関と連携して支援し、市の業務の物品や役務を優先

的に調達します。 

 

■ひきこもり状態にある人に対し、ひきこもり支援ステーシ

ョンによる居場所の提供や各種の学びやレクリエーション

等を通じて自己肯定感の向上を図り、社会参加を支援しま

す。 

 

■交通手段が限定される高齢者等の社会参加を促進するため

に、社会福祉協議会や地域のボランティア団体等と連携し

た移動支援を推進します。 
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周南市 

社会福祉協議会 

■移動支援サポート事業に関する情報を積極的に提供し、高

齢者や障害者の移動を支援することで、社会参加と交流の

機会を拡大します。 

 

■こども食堂や地域食堂など、地域の居場所づくりに取り組

む人々を支援します。 

 

■誰もが参加しやすい、ふれあい・いきいきサロンや子育てサ

ロン等の居場所の立ち上げと活動を支援します。 

 

■第２層協議体などで、地域のニーズに応じた居場所づくり

を関係者と連携して支援します。人々のつながりを意識し

た居場所づくりを推進するとともに、その活動が継続でき

るよう支援します。 

 

■ひきこもり状態にある、就労経験が少ないなど、直ちに就労

することが困難な人に対し、職場体験やボランティア体験

の機会を提供し、社会参加を支援します。 

移動支援サポート事業「おでかけふくちゃん GO」出発式 

ひきこもり支援ステーション 
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〈評価指標と目標〉 

評価指標 
実績値 

令和６年度 

目標値 

令和１２年度 

週１回「いきいき百歳体操」に

取り組む「住民運営通いの場」

の数（箇所数） 

１３７ １５０ 

 

 

評価指標 
実績値 

令和６年度 

目標値 

令和１２年度 

障害者就労施設等からの物

品・役務等の調達額（万円） 

※市の業務における調達額 

３，２５８ ３，９００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いきいき百歳体操の様子 
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（５）多様な主体との連携促進 

【 施策の展開 】 

複雑化・複合化した福祉課題や制度の狭間にあるニーズに適切に対応するため、分野

を超えた多職種・多機関連携によるネットワークの強化を促進します。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■地域福祉の推進に向け、様々な分野でのプラットフォームづ

くりなど、多種多様な主体による連携を促進します。 

 

■医療や福祉に係るサービスの提供基盤の安定化を図るため、

関係機関や高等教育機関などと連携し、資格を有する人材の

育成や確保、資質の向上を図ります。 

 

■福祉の専門的な知識や経験のある人が地域に関わることが

できるよう関係機関や団体との連携を推進します。 

 

■市内の大学、高等学校等の教育機関との連携を図り、市内の

学校等教育機関、地域及び行政間のつながりを強化します。 

 

■医療や介護、行政等による多職種ネットワークである「あ・

うんネット周南」の活動を支援し、在宅医療介護連携の更な

る推進を図ります。 

 

■独居の高齢者等に対する見守りの強化を図るため、民生委

員・児童委員や福祉員、地域福祉コーディネーター等のほか、

地域包括支援センター等の支援機関等との連携の強化に取

り組みます。 

周南市 

社会福祉協議会 

■様々な地域課題の解決に向け、地区社会福祉協議会、自治会、

ＮＰＯ法人、ボランティア団体、社会福祉法人など、多様な

組織や団体と連携し、協力体制を築きます。 

 

■地区社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会といった福

祉団体に加え、地域づくり推進団体や福祉以外の他分野とも

ネットワークを構築し、事業を推進します。 

 

■ボランティア団体等の活動状況を把握し、安定した運営が継

続できるように支援します。 
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基本目標 ３ 自分らしい生き方を支える仕組みづくり 

 

【 現状と課題 】 

市民アンケート調査からは、困った時の相談先については、「家族・親族」や「知人・

友人」の回答が多い中で、一方で、「相談しない」と回答した人の中には、その理由と

して、「相談できる人がいないから」「誰に相談したらいいかわからないから」を挙げた

人も多くあり、相談意向があるにもかかわらず相談につながっていないケースも見受

けられます。相談支援機関アンケート調査からも、最近の相談内容や支援対象者の傾向

について、「対象者だけではなく、世帯全体への支援の必要なケースが増えている」、

「地域のつながりが薄れ、社会から孤立した個人や世帯が増えている」、「分野をまたが

る複合的な福祉課題を抱える個人や世帯が増えている」が多く、「制度の狭間」や「複

合的課題」といった福祉課題を抱えた人や家庭が増えてきていることがうかがえます。 

また、成年後見制度を知っている市民の割合は２５．７％と、知らない人の方が多い

状況となっています。成年後見制度の利用の促進に向けた課題として、「成年後見制度

やその手続きについて知る機会がないこと」「成年後見制度が分かりにくいこと」「相談

窓口や手続きを支援してくれるところがわからないこと」が多く挙げられており、成年

後見制度や日常生活自立支援事業の推進のもと、引き続き、各種制度について周知・啓

発を進めていくことが必要です。 
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（１）包括的な支援体制の充実 

【 施策の展開 】 

地域の様々な福祉課題の適切な解決に向け、関係機関等との連携を強化し、包括的な

相談支援体制等の充実を図ります。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■多機関連携の強化を図るための研修等を実施することで職

員の質の向上を図り、課題解決のための中核機関である、も

やいネットセンターの強化・充実を図ります。 

 

■妊産婦や子育て家庭、こどもに関するワンストップ相談窓

口である、こども家庭センターの機能を充実し、子育てに寄

り添う切れ目のない支援を推進します。 

 

■虐待への対応では、養護者や保護者への支援も必要である

ことから、世帯全体の抱える課題を踏まえた支援を行うと

ともに、必要に応じて、多機関で連携した支援を実施しま

す。 

 

■障害者が安心して地域生活を送ることができるよう、地域

生活支援拠点の機能の充実を図り、相談や緊急時の受け入

れなどの支援を推進します。 

 

■複雑化・複合化した生活課題や制度の狭間にあるニーズに

適切に対応するため、多機関協働や包括的相談支援などの

重層的支援体制整備事業を推進します。 

 

■属性や世代を超えて交流できる多様な場づくりなど、地域

のつながり、支え合いからの受け皿づくりの支援を行いま

す。 

周南市 

社会福祉協議会 

■もやいネットセンターや地域包括支援センター、周南市社

会福祉法人地域公益活動推進協議会等との連携強化を図り

ます。 

 

■高齢者、障害者、こども、生活困窮者等の属性、世代を問わ

ず、福祉の総合相談窓口として、様々な相談を受け付け適切

な機関につなぎます。 
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■民生委員・児童委員や福祉員、地域福祉コーディネーターと

の連携を図り、支援を必要とする住民を早期に発見・把握す

るよう努めます。 

 

■関係機関との連携強化を更に進め、複合的な課題を抱えた

人へのチームアプローチを進めます。 

 

■多様な課題を抱えたケースへの対応力を強化するため、職

員を研修に派遣しスキルアップを図ります。 

 

■地域資源の情報収集を行い、必要な人に情報が届くように

します。 

 

（２）権利擁護の推進 

【 施策の展開 】 

サービスを利用するための契約や財産管理などを適切に行うことが困難な認知症の

高齢者や障害のある人等が不利益を被ることのないよう、成年後見制度の利用促進を

はじめ、権利擁護に関する取り組みを進めます。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■認知症、知的障害、その他の精神上の障害等により、自分ひ

とりで適切な判断をすることが難しい人の権利を擁護する

ために、「周南市成年後見制度利用促進計画(後述、第６章)」

に沿った支援に取り組みます。 

周南市 

社会福祉協議会 

■成年後見制度に関する相談窓口である周南市成年後見支援

センターにおいて、制度の広報や相談対応を行います。 

 

■日常生活自立支援事業や成年後見制度に関する研修会を開

催し、市民への理解促進を図ります。 

 

■軽度の認知症や知的・精神障害等の、判断能力に不安のある

人に対して、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等

の支援を行います。 

 

■判断能力が十分でない人が地域で安心して生活できるよう

に、日常生活自立支援事業や成年後見事業の普及・啓発に努

めるとともに、相談業務職員の質の向上に努めます。 

 

■出前講座を利用して事業や制度の内容、利用方法について

周知を図ります。 
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■認知症や知的・精神障害により判断能力が十分でない人で、

親族や適切な法定後見人等が得られない人に対し、社会福

祉協議会が法人として成年後見人となり、支援活動を行い

ます。 

 

■関係機関等と連携しながら権利擁護支援が必要な人を発見

し、制度の利用にかかわらず、本人の意思・意向を尊重した

支援を行います。 

 

■複雑化、複合化した支援ニーズに対応するため支援機関同

士でのネットワークに参画します。 

 

 

〈評価指標と目標〉 

評価指標 
実績値 

令和６年度 

目標値 

令和１２年度 

もやいネット支援事業者 

研修会の開催（人） 

※累計受講者数 

２８１ ３５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

もやいネット支援事業者研修会の様子 
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基本目標 ４ 必要な福祉サービスを受けられる体制づくり 

 

【 現状と課題 】 

市民アンケート調査からは、再犯防止の取り組みや成年後見制度について、知らない

人の方が多い状況となっており、また、社会福祉協議会の活動の認知が進んでいないこ

ともうかがえます。市民の避難行動要支援者支援制度の認知状況においては８．６％で

す。 

市民の福祉に関する情報については、「市広報や回覧板」が主な入手手段となってい

ますが、５０歳以下ではインターネット等電子媒体が、６０歳以上では広報等紙媒体が

多くなる傾向があり、年齢層によって異なっていることが確認できます。また、自治会

等の地域の役員や知人・友人・職場の同僚など、人づてに情報を入手している市民も見

受けられます。手段の多様化が進んでおり各年代の情報入手手段やニーズを踏まえ、福

祉に関する周知を図ることが求められています。 

再犯防止の取り組みについて、知っている市民の割合は１５．７％と、知らない人の

方が多い状況となっています。再犯防止のために協力したいことについて、５３．１％

の市民がわからないと回答しています。 

過去に罪を犯した人たちが社会復帰するためには、孤立することなく再び地域社会

の一員として生活していけるよう社会全体で支援していくことが重要であるため、犯

罪をした人たちの更生について理解を深め、安全安心な地域社会の構築に向け市民に

対する周知・啓発の充実が必要です。 

 

  

あ・うんネット周南ワーキング会議の様子 

研修会研修会 
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（１）総合的な福祉サービスの基盤整備 

【 施策の展開 】 

地域のふれ合い・支え合い体制を維持しながら、高齢者、障害者、生活困窮者などの

様々な支援を必要とする人に対して、適切に対応していくために、関係機関等との連携

を強化し、多様な福祉サービスを提供できる基盤整備に取り組みます。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■住み慣れた地域での在宅生活を支えるために、地域での支

え合いによる日常の生活支援や介護予防サービス等が提供

できる体制づくりを進めます。 

 

■分野や世代を超えた居場所、生活支援サービス、共生ボラン

ティア等の充実に努めるとともに、全庁的な体制整備を推

進します。 

 

■ひきこもりや発達障害、若年性認知症等により一般就労が

困難な人に関して、就労訓練や福祉的就労の場が利用でき

るよう支援します。 

 

■「周南市重層的支援体制整備事業実施計画（後述、第７章）」

に基づき、複雑化･複合化した課題や狭間のニーズに対応す

るため、重層的支援会議（支援会議）を随時開催し、多機関

協働による支援を実施します。 

 

■定期的な情報の共有・連携強化の場として、地域住民の話し

合いの場である協議体等を支援し、地域の支え合いによる

自主的なサービスづくりを推進します。 

 

■医療や介護・行政等による多職種ネットワーク「あ・うんネ

ット周南」において、連携上の課題の解決を図るなど、包括

的な支援体制の強化を推進します。 

 

■より質の高いケアマネジメントをサービス利用者に提供す

るため、サービス等利用計画を作成する介護支援専門員や

相談支援専門員等を対象にした研修会を開催します。 
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周南市 

社会福祉協議会 

■本会の多岐にわたる活動内容と役割について、その重要性

を住民に理解してもらえるよう、効果的な周知活動を展開

します。 

 

■もやいネットセンターや地域包括支援センター、周南市社

会福祉法人地域公益活動推進協議会等の関係機関との連携

強化を図り、包括的な相談支援体制の構築を進めます。 

 

■高齢者、障害者、子育て家庭、生活困窮者等、様々な生活上

の複合的な課題に対して相談に応じ、専門機関への橋渡し

や、福祉サービスの情報提供を行い課題解決に努めます。 

 

■多機関・多職種連携の強化を通じて課題解決を図り、包括的

な福祉サービスの基盤整備を推進します。 

 

 

〈評価指標と目標〉 

評価指標 
実績値 

令和６年度 

目標値 

令和１２年度 

地域支え合い訪問介護・通所

介護・移動支援補助金団体数 
１１ ２５ 

 

 

（２）支援が届きにくい人へのサービスの充実 

【 施策の展開 】 

地域において孤立している人の見守りや、課題が深刻化する前に地域や関係機関が

連携し、早期発見を行うとともに、様々な課題に応じた支援体制の整備を進めていきま

す。また、犯罪や非行をした人が地域社会の中で孤立することなく生活の安定が図られ

るよう、それぞれが抱える課題に応じた継続的な支援に努めます。 

 

【 それぞれの取り組み 】 

周南市 

■福祉総合相談窓口である「もやいネットセンター」が多機関

と連携し、複雑化・複合化した福祉課題に対応できる相談支

援体制を強化します。 

 

■民生委員・児童委員、もやいネット地区ステーションなどに

よる、高齢者や認知症のある人、障害者、子育て家庭、生活

困窮者などへの見守り体制を構築し、支援を必要とする人

を地域で発見するとともに、地域課題の解決に向けた取り

組みを推進します。 



     

49 

■高齢者、障害者等の住宅確保要配慮者に対し、社会福祉協議

会や居住支援法人等の関係機関と連携し、住宅提供ができ

る相談支援体制の充実を図ります。 

 

■ひきこもり状態にある人が社会参加を果たせるよう、関係

機関と連携して自立相談支援や就労準備支援などに継続的

に取り組むとともに、ひきこもりの実態把握や居場所づく

りに努めます。 

 

■ひきこもり支援ステーションにおいて、ひきこもり状態に

ある人やその家族に対して、伴走支援を行います。また、居

場所づくり、個別相談会、講習会、勉強会の開催などの本人・

家族への支援をはじめとして、関係機関とのネットワーク

づくりに取り組みます。 

 

■犯罪をした人等への社会復帰支援の在り方などについて

は、「第２次周南市再犯防止推進計画(後述、第５章)」に沿

って進めます。 

 

■生活困窮者に対する自立相談支援や家計改善支援等の専門

的支援の充実を図り、早期の自立促進に取り組みます。 

 

■高齢者や障害者等の継続的な支援が必要な人に対しては、

アウトリーチ等の伴走支援により、信頼関係の構築に向け

たきめ細やかな働きかけを行います。 

 

■こども家庭センターを中心に山口県の取り組みと連携しな

がら、ヤングケアラーの把握に努め、支援につなぐ取り組み

を推進します。 

周南市 

社会福祉協議会 

■生活困窮者の尊厳の保持を図りながら、自分らしい生活が

できる地域づくりを目指して、自立相談支援事業、就労準備

支援事業、家計改善支援事業の一体的実施に取り組むこと

で、生活困窮者自立支援事業の充実に努めます。 

 

■生活困窮者やひきこもり状態にある人など、支援を必要と

する人が適切な支援に結びつくように、寄り添い型の支援

に努めます。また、ハローワーク等との連携を強化し、円滑

な就労支援に取り組みます。 

 

■直ちに就労することが困難な人が社会参加できるよう、一

般就労のための基礎能力を養い、就労につながるよう支援

します。 

 



50 

■相談者自らが家計を管理できるように、状況に応じた支援

計画の作成や関係機関への紹介等を行いながら、継続的な

自立に向けた支援を行います。 

 

■住まいに課題を抱える生活困窮者に対し、関係機関と連携

し総合的な相談支援を行います。 

 

■課題を抱えた人が相談機関につながることができるよう、

周南市自立相談支援センター、周南市成年後見支援センタ

ー等の相談窓口の情報提供と関係機関との連携を強化しま

す。 

 

■地域のイベント等で出張相談会を開催し、気軽に相談でき

る体制をつくります。 

 

■支援が行き届きにくい人へ確実に支援を届けるため、周南

市社会福祉法人地域公益活動推進協議会と連携・協働し、フ

ードパントリーを継続的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

もやいネットセンターの相談窓口 
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（３）様々な媒体を活用した情報提供の充実 

【 施策の展開 】 

デジタル技術を活用することで、多分野間の情報共有など、効率的な支援活動に役立

てるなど、サービスの向上を図ります。 

 

【 それぞれの取り組み】 

周南市 

■広報紙「広報しゅうなん」やホームページに加え、ＳＮＳ

（LINE、Instagram、X、Facebook等）や動画等を活用し、適

時・適切な情報を発信します。 

 

■子育て支援アプリを活用し、登録者の世帯状況に応じた情

報を発信します。 

 

■市から発送する郵便物への「点字シールの貼り付け」「音声

コードによる文書の送付」など、音声・点字への対応を促進

します。 

 

■手話奉仕員養成講座を開催し、手話通訳を行うことができ

る人材の確保に努めます。 

 

■情報アクセシビリティの向上として、誰もが情報を取得で

きるコミュニケーション手段の確保に向けた取り組みを推

進します。 

 

■身近に支援してくれる人がいない場合でも、適切に生活に

必要な情報や災害時の避難情報を入手できるよう、防災ラ

ジオ等の普及促進に努めます。 

周南市 

社会福祉協議会 

■地域福祉への関心を高め、社会福祉協議会の活動をより多

くの人に知ってもらうため、公式マスコットキャラクター

を活用した広報活動を行います。 

 

■世代によって情報収集の方法が異なることに対応し、従来

の広報紙「社協だより」に加え、ホームページやＳＮＳ

（Instagram、Facebook等）も活用し、社会福祉協議会の事

業内容を、よりわかりやすく発信することに努めます。 

 

■社会福祉協議会の事業活動や地区社会福祉協議会の活動を

広く周知することに努めます。 
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第５章 第２次周南市再犯防止推進計画 
 

１ 計画策定の背景 

罪を犯した人の中には、出所後帰る場所がなく、安定した仕事や住居を失い、地域社

会で生活する上で様々な課題を抱えている人が多くいます。このような人の中には、地

域社会とも行政ともつながることができず孤立し、必要な支援を受けることができず

再び罪を犯してしまう人たちがいます。 

全国における刑法犯の認知件数は平成１５年以降減少を続けていますが、令和４年

以降増加に転じたほか、再犯者率（刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の割合）は上

昇傾向にあり、令和３年から３年連続で低下しているものの令和５年は４７．０％と刑

法犯検挙者の約半数は再犯者という状況にあります。 

国においては、平成２８年に、「再犯の防止等の推進に関する法律」を施行し、罪を

犯した人の円滑な社会復帰を促進することによる再犯の防止が犯罪対策において重要

であることを鑑み、市町村に対し、国との適切な役割分担を踏まえ、地域の実情に応じ

た施策を実施する責務を規定するとともに、地方再犯防止推進計画の策定を努力義務

として規定しました。 

また、平成２９年には、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、令和４年度までの５年間を計画期間とする「再犯防止推進計画」を策定し、令和

５年３月には、前計画の取り組みを更に深化させ、推進していくため、令和５年度から

令和９年度までの５か年を計画期間とする「第二次再犯防止推進計画」を策定しまし

た。 

本市においても、令和３年３月に市が取り組む再犯防止の施策として「周南市再犯防

止推進計画」を策定し、取り組みを推進してきましたが、計画期間の満了を迎えるにあ

たり、保護司等と協力しながら、犯罪や非行をした人が地域で孤立することなく、円滑

に社会復帰するための支援を推進することで、誰もが安全で安心して暮らせる地域社

会の実現を目指し、「第２次周南市再犯防止推進計画」を策定します。 

なお、再犯防止の施策を実施するにあたっては、犯罪被害者やその家族の心情等に配

慮します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、再犯防止推進法第８条第１項の規定に基づき、周南市における再犯防止に

関する理念や方向性を明らかにするものです。 

また、策定にあたり、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域共生社

会の実現を目指し、「第５次周南市地域福祉計画」「第５次周南市地域福祉活動計画」と

一体的に策定します。  
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基本目標 １ 就労・住居の確保 

【 現状と課題 】 

■ 国の犯罪白書（令和６年版）によると刑務所に再び入所した人のうち７２％が、再

犯時に無職であった者となっています。また、仕事に就いていない人の再犯率は、

仕事に就いている者の再犯率と比べ約３倍と高く、刑務所出所者等の再犯防止のた

めには就労支援が重要です。 

 

■ 犯罪や非行をした人であるか否かに関わらず、誰もが地域の中で生活していくため

には、就労、住居の確保をはじめ、安定した生活基盤を築くことが必要です。 

 

【 具体的な取り組み 】 

○周南市の取り組み 

■ ハローワーク等の関係機関と連携を図りながら、相談者の状況に応じた就労支援を

行います。 

 

■ 住居確保が困難な人等に対して、周南市社会福祉協議会や居住支援法人等の関係機

関と連携し、住宅提供ができる相談支援体制の充実を図ります。 

 

■ 市営住宅の入居に関する相談窓口や募集状況等について、ホームページ等を活用し

情報の提供に努めます。 
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基本目標 ２ 保健医療・福祉的支援 

【 現状と課題 】 

■ 国の再犯防止推進白書（令和６年版）において、高齢者の２年以内の再入率（出所

後の犯罪により再び入所する率）は、他の世代に比べて高く、また、知的障害のあ

る受刑者などは、全般的に再犯に至るまでの期間が短いことが示されています。 

 

■ その背景として、必要とされる福祉的支援が行き届いていないことが挙げられ、適

切な福祉・保健医療サービスなどの利用につなげていくことが必要です。 

 

 

【 具体的な取り組み 】 

○周南市の取り組み 

■ 支援を必要とする人が、地域社会で安定した生活が送れるように、国や県の機関、

山口県地域生活定着支援センターと連携し、相談支援や情報提供の更なる充実を図

ります。 

 

■ 高齢者福祉や障害者福祉、生活困窮者の自立支援等の福祉・保健医療サービスなど

の適切な提供に努めます。 
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基本目標 ３ 非行の防止と修学支援 

【 現状と課題 】 

■ 安全で安心した生活を送るには、犯罪や非行の未然防止が重要になります。国の第

２次再犯防止推進計画によると、高校進学率が９８．８％であるのに対し、入所受

刑者の高校進学率は６６．２％にとどまり、さらに高校進学者の２３．８％は中途

退学しています。 

 

■ こどもたちの非行を防止するため、進学と修学に関して家庭・地域・学校が連携し、

継続して教育を受けることができる環境づくりが必要です。 

 

【 具体的な取り組み 】 

○周南市の取り組み 

■ 青少年健全育成への意識向上を図るため、「社会を明るくする運動強調月間」と「青

少年の非行・被害防止全国強調月間」である７月に、一体的な取り組みとしてイベ

ントを実施し、犯罪や非行の防止と更生へ向けた啓発を推進します。 

 

■ 保護観察対象少年の再非行の防止や修学支援に向け、保護司と学校の連携強化を進

めるとともに、国関係機関等との相互協力に努めます。 

 

■ 法務少年支援センター山口の専門的な相談支援機能と連携し、非行防止の取り組み

を進めます。 

 

■ 市、学校、地域等が連携して、こどもの居場所づくりや生活困窮家庭等への学習支

援を行います。 

 

■ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携等により、いじめや

不登校への対応等、一人ひとりの状況に応じた相談支援を行います。 
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基本目標 ４ 関係機関・団体等との連携強化 

【 現状と課題 】 

■ 地域社会における人間関係の希薄化など、社会環境の変化等の要因により、保護司

や更生保護ボランティアの人材の確保や活動が難しくなっており、高齢化も進んで

います。 

 

■ 市民意識調査では、再犯防止のために市が取り組むべきこととして、「再犯防止に協

力する民間協力者に対して、活動する場所の提供や財政的な支援をする」「犯罪をし

た人に対する支援ネットワークをつくる」の割合が高くなっています。 

 

■ 再犯防止等のためには、犯罪や非行をした人を支援する保護司等の民間協力者の活

動は不可欠であり、再犯防止の更なる促進を図るためには、その活動を支援するこ

とが必要です。 

 

【 具体的な取り組み 】 

○周南市の取り組み 

■ 保護司会のほか、更生保護女性会やＢＢＳ会等の民間協力団体が実施する研修会へ

の協力等、関係団体との連携を強化します。 

 

■ 「やまぐち再犯防止推進ネットワーク」を活用し、再犯防止の取り組みにかかる情

報共有や意見交換等を実施し、関係者間での相互連携を強化します。 

 

■ 再犯防止活動等を行う保護司が実施する保護観察対象者との面接や民間協力者の

確保に向けた取り組みなどを支援します。 
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基本目標 ５ 広報・啓発活動の推進 

【 現状と課題 】 

■ 市民意識調査では、再犯防止の取り組みについて、知っている市民の割合は１５．

７％と、知らない人の方が多い状況となっています。また、「再犯防止啓発月間」や

毎年７月に実施している「社会を明るくする運動」については、６７．１％が「知

らない」と回答しています。 

 

■ 再犯防止のために協力したいことについて、５３．１％の市民がわからないと回答

しています。 

 

■ 再犯防止に関して、広く理解や関心を深めるためには、「テレビや新聞などでの広報

を充実させる」「地域や社会教育の場で話し合う機会をもつよう働きかける」ことが

必要だとされています。 

 

■ 犯罪をした人たちの更生について理解を深め、安全安心な地域社会を築くために市

民に対する周知・啓発の充実が必要です。 

 

【 具体的な取り組み 】 

○周南市の取り組み 

■ 更生保護の取り組みについて、ホームページやＳＮＳへの掲載や公共施設へのポス

ター掲示により、支援を必要とする相談者等への周知を図ります。 

 

■ 犯罪や非行の防止と更生に関する市民の理解を促進するため、関係機関、地域の関

係団体と連携し、広報・啓発活動に取り組みます。 

 

■ 保護司会、更生保護女性会など各種団体と協働し、「社会を明るくする運動」を推進

します。推進にあたっては、推進委員会を開催し、取り組み状況について定期的な

確認を実施します。 

 

■ 関係機関と連携し、薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を推進し、薬物乱用

による弊害を市民が正しく認識し、「薬物乱用をしない、させない、許さない社会」

の構築を図ります。 

 

■ 犯罪被害者やその家族についても社会全体で支えていく機運の醸成に努めるとと

もに、医療や福祉、労働など各分野と連携を図り、生活の支援を行います。 
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第６章 第２次周南市成年後見制度利用促進計画 
 

１ 計画策定の背景 

認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない人は、財産の管理や契約

等の法律行為を行うことが難しい場合があります。成年後見制度は、こうした判断能力

が十分でない人について、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、財産の管理

や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度です。 

 

国においては、令和４年３月には第２期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定

され、地域共生社会の実現という目標に向け、本人を中心にした支援・活動における共

通基盤となる考え方として、権利擁護支援を位置付けたうえで、権利擁護支援の地域連

携ネットワークの一層の充実等の成年後見制度利用促進の取り組みを更に進めること

が示されています。 

本市においては、令和３年３月に「周南市成年後見制度利用促進計画」を策定し、成

年後見制度の利用促進に向けた取り組みを推進してきました。今後も支援を必要とす

る人が適切に成年後見制度につながり、その人の権利が守られる地域づくりを目指し、

「第２次周南市成年後見制度利用促進計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律第１４条の規定に基づく、本市の

「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」とします。 

また策定にあたり、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域共生社

会の実現を目指し、「第５次周南市地域福祉計画」「第５次周南市地域福祉活動計画」と

一体的に策定します。 
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２ 誰もが安心して

利用できる環境
づくり 

 
１ 利用促進に向

けた体制づく
り 

 

３ 基本目標ごとの取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■ 支援体制の整備 

（１）地域連携ネットワークづくり 

（２）協議会 

（３）チーム支援 

■ 中核機関の整備 

（１）中核機関に期待される４つの 

機能 

 ア 広報機能 

 イ 相談機能 

 ウ 成年後見制度利用促進機能 

 エ 後見人支援機能 

【 取り組み 】 【 基本目標 】 

第
２
次
周
南
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
計
画 

 

■ 制度の啓発・利用促進 

■ 制度の利用が難しい人への支援 

（１）市長申し立て 

（２）後見人の報酬助成 
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基本目標 １ 利用促進に向けた体制づくり 

【 現状と課題 】 

■ 少子高齢化や核家族化などの進展により、成年後見制度の利用の必要性は高まって

おり、本市では、周南市社会福祉協議会をはじめとした関係機関と連携し、制度の

利用促進に取り組んでいます。 

 

■ 本市では、成年後見制度にかかる中核機関を設置しており、今後も中核機関が中心

となり、関係機関を含めた地域連携ネットワークの充実を図り、関係機関や関係者

等の地域連携ネットワークを確立するとともに、アウトリーチなどにより、制度を

必要としている人へのアプローチを充実していくことが必要です。 

 

【 具体的な取り組み 】 

■ 支援体制の整備 

（１）地域連携ネットワークづくり 

権利擁護支援の必要な人を発見し、適切な支援につなげるため、もやいネット

センター、地域包括支援センターを中心にした地域の見守りネットワークにより、

以下の３つの役割に基づき、本人とその家族、後見人をはじめとする地域の関係

者との連携を図り、地域連携ネットワークを構築しています。 

 

【役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ア 権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

地域における身近な「相談機関」としての役割を果たします。 

地域連携ネットワークは、相談機関や関係機関との情報交換や連携を通じ、

権利擁護支援の必要な人を発見し、「相談機関」につなぐ役割を果たします。 

イ 早期の段階からの相談・対応体制の整備 

相談機関等が権利擁護支援の必要性があると判断した場合、成年後見制度の

利用の有無に関わらず、中核機関に適切につなぎ、権利擁護支援の方針につい

ての検討や判断を行うことができるよう、情報交換や連携体制の強化を図りま

す。 

 

ウ 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築 

権利擁護支援が必要な人と、支援する関係機関の集まりである「チーム」に

対し、地域連携ネットワークが随時適切な支援を行うなど、本人の意思・意向

を尊重して、最もふさわしい支援につなぎます。 
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（２）協議会 

成年後見制度についての見地を有する専門職などで構成する「周南市成年後見

制度利用促進連携協議会」を中心に、「周南市成年後見制度利用促進計画」の進捗

の把握、課題の抽出・解決に向けての検討などを行います。 

 

（３）チーム支援 

権利擁護が必要な人を支援する関係機関の集まりである「チーム」に対し、地

域連携ネットワークが随時支援する体制を整備します。 

 

■ 中核機関の整備 

中核機関とは、権利擁護支援を必要とする市民の方を迅速に適切な支援に繋げる

ために、各関係機関やチームで構成された地域連携ネットワークの中心となって全

体のコーディネートを担う機関であり、本市では、周南市と周南市社会福祉協議会

が連携して担っています。 

本市では、「司令塔」「進行管理」「事務局」の３つの役割を担い、成年後見制度の

利用促進に向けた取り組みを展開するため、令和３年１２月に中核機関として周南

市成年後見支援センター（周南市社会福祉協議会内）が開設されました。 

 

（１）中核機関に期待される４つの機能 

ア 広報機能 

市民向けの講演会やもやいネット支援事業者に向け研修会を開催するととも

に、チラシ配布やホームページ作成を通じて制度に関する周知を行います。 

 

イ 相談機能 

常設の相談窓口を設置し、申し立てに関する相談支援を行うとともに、専門職

による相談会等を行います。 

 

ウ 成年後見制度利用促進機能 

市民に対し申し立てに関する講座を実施するなど、学べる機会を提供すると

ともに、研修等を通じて、市民後見人や法人後見の担い手づくりに向けた環境

を整備します。 

 

エ 後見人支援機能 

後見人等の日常的な相談に応じるとともに、本人の意思を尊重し、その身上に

配慮した事務が行われるよう支援します。 
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基本目標 ２ 誰もが安心して利用できる環境づくり 

【 現状と課題 】 

■ 成年後見制度を必要とする人がいても、本人や親族、福祉関係者等が制度について

知らない、理解が十分でない、利用に対して不安がある等の理由から、制度の利用

につながっていない場合が見受けられます。 

 

■ 市民に対する成年後見制度の十分な啓発を行うとともに、家庭裁判所への申し立て

支援等による制度の更なる利用促進に取り組む必要があります。 

 

【 具体的な取り組み 】 

■ 制度の啓発・利用促進 

誰もが成年後見制度を正しく理解し、安心して制度を利用することができるよう、

周南市成年後見支援センターを中心として、広報紙や講座、講演会などの多様な広

報媒体を通して、市民への周知と正しい理解の促進を図るとともに、制度の認知度

向上に努めていきます。 

 

■ 制度の利用が難しい人への支援 

（１）市長申し立て 

本人、親族等による成年後見制度利用のための申し立てが困難な人に対し、市

長による申し立てを行います。 

申し立て事務については、対象者が高齢者の場合は地域福祉担当課、障害者の

場合は障害者支援担当課が所管します。 

また、周南市成年後見支援センターにおいて、本人や親族が成年後見の申し立

てをする際の手続きの支援も実施します。 

 

（２）後見人の報酬助成 

経済的な理由で成年後見人等への報酬の支払いが困難な人に対し、その報酬の

全部又は一部を助成します。 
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第７章 第２次周南市重層的支援体制整備事業実施計画 
 

１ 計画策定の背景 

この事業の目標は、複雑化・複合化した地域住民の支援ニーズに対応するため、包括

的な支援体制を整備することであり、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生き

がいや役割をもち、互いを尊重し合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社

会」を目指すものです。 

本市においては、令和６年度より、分野や世代を超えた相談支援や多機関連携による

取り組みを進め、更なる部局横断的な連携体制を強化し、地域共生社会の実現に向けた

包括的支援体制の構築に取り組むため、社会福祉法第１０６条の５に基づく重層的支

援体制整備事業を実施しています。 

この事業を適切かつ効果的に実施するとともに、市全体の支援関係機関による既存

の取り組みを活用して、包括的な支援体制を整備し、第５次周南市地域福祉計画の目標

である地域共生社会の実現を目指すため「第２次周南市重層的支援体制整備事業実施

計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第１０６条の５の規定に基づいて作成されるものであり、本市

の最上位計画である「周南市まちづくり総合計画」の施策の一つ「地域福祉の推進」を

具体化・推進する、「第５次周南市地域福祉計画」に付随する計画として、本事業の実

施に関する具体的な計画を定めるものです。 

また、「周南市高齢者プラン」、「周南市障害者計画」、「周南市こども計画」等とも、

調和・整合性を図ります。 
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３ 事業の内容と実施体制 

近年、８０５０問題、育児と介護のダブルケア、ヤングケアラー、ひきこもりの人へ

の総合的支援、障害者のための地域生活支援拠点整備などが社会的課題となっており、

その多くは複雑化・複合化した課題を有し、適切な対応が求められています。 

これらの解決に向け、この事業では、庁内各分野の横の連携を整備するとともに、地

域関係団体、各種関係機関と連携し、重なり合って支援する包括的な支援体制を整備す

るものです。 

具体的には以下の取り組みを通して、複雑な生活課題を抱える人が、身近な相談から

適切な支援につながり、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

包括的な支援体制の整備に取り組みます。 

 

 

(1)包括的相談支援

事業 

各相談機関において、属性や相談内容に関わらず、本人とその

家族、世帯全体を包括的に受け止め、断らない相談支援を行い

ます。 

(2)多機関協働事業 

受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した課題については、

もやいネットセンターで関係機関を招集し、持ち寄った情報を

基に支援の方向性や役割分担など、全体調整を行いチーム支援

につなげます。 

(3)アウトリーチ等

を通じた継続的

支援事業 

チーム支援を行う中で継続的な支援が必要な場合に、訪問等に

より本人との信頼関係の構築に向けた丁寧な働きかけを行うア

ウトリーチによる継続的支援を実施します。 

(4)参加支援事業 

本人の意向により社会参加への支援が必要な人に対しては、本

人・世帯の状態に合わせ、居場所や就労支援等を通じて、地域

社会とのつながりを築く、参加支援を行います。 

(5)地域づくり事業 
属性や世代を超えて交流できる多様な場づくりなど、地域のつ

ながり、支え合いからの受け皿づくりを支援します。 
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●支援の方向性の整理 

●支援関係機関の役割分担 等 

 

(2) 多 機 関 協 働 事 業 
（重層的支援体制整備事業の中核を担う役割） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●属性や世代を問わない包括的な相談支援 

【共通】もやいネットセンター 

【高齢】地域包括支援センター 

【障害】障害者相談支援事業所 

【こども】こども家庭センター 

【困窮】自立相談支援センター  

(1) 包 括 的 相 談 支 援 事 業 

 

●属性や世代を超えて交流できる場や居場所の充実   

【ふれあい・いきいきサロン、住民運営通いの場、地域活動支援センター、子育て支援センター 等】 

(5) 地 域 づ く り 事 業 
 

重層的支援会議／支援会議 
●プランの適切性の協議   

●プラン終結時等の評価 等 

相談者の発見・情報提供 
（地域住民や支援関係機関 等） 

複雑化・複合化した課題に対する支援が必要であり 
特定の機関だけで対応が困難な場合につなぐ 

 
●地域社会とのつながりをつくるための支援  

●利用者のニーズを踏まえたマッチングや 

メニューの開発 

●本人への定着支援と受け入れ先の確保 

(4) 参 加 支 援 事 業 
 

≪ 重層的支援体制整備事業支援フロー（イメージ図） ≫ 

 

●訪問相談 

●モニタリング 等 

(3) アウトリーチ等を通
じた継続的支援事業 
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（１）包括的相談支援事業 

福祉総合相談窓口である「もやいネットセンター」を中心として、断らない相談対

応を実施するほか、対応が困難なケースに対し、多機関の支援関係者が参加するケー

ス会議において個別に検討することにより、必要な支援につなげる体制の強化を図り

ます。 

 

≪もやいネットセンター推進事業（福祉総合相談窓口）≫ 

支援対象 
高齢者、認知症、障害者、生活困窮者、ひきこもり、ヤングケアラー

等対象者を限らない 

実施方式 直営 

箇 所 数 市内１箇所 

支援機関 もやいネットセンター 

内  容 総合相談支援、権利擁護 

所 管 課 地域福祉課 

 

≪地域包括支援センター運営事業≫ 

支援対象 ６５歳以上の高齢者等 

実施方式 委託 

箇 所 数 市内７圏域８箇所(５包括支援センター、２ブランチ、１サテライト) 

支援機関 

周南東部地域包括支援センター（久米、櫛浜、鼓南、熊毛） 

つづみ園地域包括支援センター（周陽、桜木、秋月、岐山、大津島） 

徳山医師会地域包括支援センター（遠石、関門、中央、今宿） 

周南西部地域包括支援センター（菊川、富田、和田、福川、夜市、戸

田、湯野） 

周南北部地域包括支援センター（須々万、長穂、向道、中須、須金、

鹿野） 

西部いきいきさぽーとステーション（夜市、戸田、湯野） 

天王園在宅介護支援センター（熊毛） 

高齢者相談コーナーやまなみ荘（鹿野） 

内  容 総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント 

所 管 課 地域福祉課 

 

※表中の所管課名は、令和８年３月末時点の名称を記載。以下、同様。 
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≪障害者総合相談支援事業≫ 

支援対象 障害者等及びその家族 

実施方式 委託 

箇 所 数 市内３箇所、市外３箇所、 

支援機関 

総合相談支援センターぱれっと 地域生活支援センターウィング 

相談支援センター拓未（たくみ）相談支援事業所Ｒｅｉｋａ 

相談支援センターしょうせい苑 相談支援センターひかり苑 

内  容 相談支援、権利擁護 

所 管 課 障害者支援課 

 

≪利用者支援事業≫ 

支援対象 こども及びその保護者等 

実施方式 直営 

箇 所 数 こども家庭センター型：１箇所、基本型：２箇所 

内  容 
こども家庭センター型：こども・妊産婦・子育て世帯への一体的相

談支援、基本型：子育て相談支援 

所 管 課 
こども家庭センター型：あんしん子育て推進課､基本型：こども保

育課、あんしん子育て推進課 

 

≪自立相談支援事業≫ 

支援対象 
現に生活に困窮している、又は生活困窮になりうる人及びその家

族 

実施方式 委託 

箇 所 数 市内１箇所 

支援機関 周南市自立相談支援センター 

内  容 相談支援、支援プラン作成、自立支援 

所 管 課 地域福祉課 
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（２）多機関協働事業 

複雑化・複合化した福祉課題の解決に向け、「もやいネットセンター」に配置した

「統括推進員」、関係課等に配置した事業の連携・調整役を担う「包括化推進員」や、

様々な支援機関との緊密な連携により、迅速に対応できる体制を整えるとともに、研

修等を通じて関係職員等のスキルアップを図ります。 

また、複雑化・複合化した支援ニーズを有し、特定の関係機関だけで対応が困難な

ケースについて、「もやいネットセンター」が「重層的支援会議」や「支援会議」を随

時開催し、支援の方向性や関係機関ごとの役割分担などの調整を行います。 

 

≪多機関協働事業≫ 

支援対象 複合的な課題を抱えている市民 

実施方式 直営 

箇 所 数 市内１箇所 

支援機関 もやいネットセンター 

構成機関 
関係各課、包括的相談支援事業の支援機関、ケアマネジャー、弁護

士、教育機関、ひきこもり支援ステーション、地域若者サポートステ

ーション等 

内  容 
複雑化・複合化した事例の課題把握、支援調整・役割分担、支援プ

ランの作成・評価、支援会議・重層的支援会議の実施、進捗管理等 

所 管 課 地域福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

  

会議名 実施時期 実施内容 

重層的支援会議 随時 

プランの適切性の協議、プラン終結時等の評

価、地域資源の充足状況の把握と開発に向けた

検討等 

支援会議 

(社会福祉法第１

０６条の６) 

随時 

本人同意が得られない場合の、日常生活や社会

生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

等 
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（３）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

本市では、民生委員・児童委員や福祉員、地域福祉コーディネーター等の地域の見

守り関係者や、包括的相談支援事業者やケアマネジャー等の支援機関などと連携した

地域見守りネットワークの取り組みを進めています。 

「もやいネットセンター」に配置した「アウトリーチ支援員」は地域見守りネット

ワークと連携して積極的な情報収集を行い、複雑化・複合化した課題を抱えながらも

支援が届いていない人や世帯を把握するとともに、必要な支援へ結びつけています。 

また、課題を抱えながらも必要な支援が届いていない人や、セルフネグレクトなど、

サービスの受け入れを拒否する傾向にある人に対しては、ひきこもり支援機関等と連

携し、継続的な関わりを持つために、本人や家族との信頼関係の構築に向けたアウト

リーチ等によるきめ細やかな働きかけや家族支援等を行います。 

 

≪アウトリーチ等を通じた継続的支援事業≫ 

支援対象 複合的な課題を抱えているが必要な支援が届いていない人等 

実施方式 直営 

箇 所 数 市内１箇所 

支援機関 もやいネットセンター 

内  容 家庭訪問、同行支援、伴走支援 

所 管 課 地域福祉課 
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（４）参加支援事業 

「もやいネットセンター」に「参加支援推進員」を配置し、生きづらさを抱え社会

から孤立している人等に対し、本人の意向や状況に合わせ、既存の地域資源を活用し、

地域の居場所や就労支援などを提供することで、社会とのつながりを回復する支援を

行います。 

また、本人が就労等を継続できるよう、受入先となった事業所を定期的に訪問し、

勤務状況等についての相談を受けるなど、協力企業等のフォローアップを行います。 

 

≪参加支援事業≫ 

支援対象 全市民 

実施方式 直営 

支援機関 もやいネットセンター 

内  容 社会参加支援、マッチング、定着支援、受け入れ先支援 

所 管 課 地域福祉課 

 

（５）地域づくり事業 

既存の事業や取り組みを活かしながら、世代や属性を超えて住民同士が交流できる多

様な場づくりや、人と人、人と地域がつながり、支え合う活動が生まれやすい環境づくり

を支援します。 

また、各拠点において、把握し受け止めた課題については、各分野の専門機関等に情報

共有するなど、必要な相談や参加につながるよう取り組みます。 

 

≪ふれあい・いきいきサロン事業≫ 

支援対象 在宅で閉じこもりがちな高齢者等 

実施方式 委託 

箇 所 数 市内１８９箇所（Ｒ７年４月１日現在） 

内  容 介護予防に関する体操、講話、健康管理、レクリエーション等 

所 管 課 地域福祉課 

 

  



     

71 

 

≪住民運営通いの場≫ 

支援対象 ６５歳以上の高齢者等 

箇 所 数 市内１３９箇所（Ｒ７年４月１日現在） 

内  容 いきいき百歳体操、レクリエーション、お茶会、趣味活動等 

所 管 課 地域福祉課 

 

≪基幹型集いの場事業≫ 

支援対象 ６５歳以上の高齢者 

実施方式 委託 

実施場所 徳山社会福祉センター、新南陽総合福祉センター 

内  容 機能訓練機器、体操等のプログラム、介護予防に関する講座等 

所 管 課 地域福祉課 

 

≪介護予防中山間地域拠点事業≫ 

支援対象 鹿野地域在住の６５歳以上の高齢者等 

実施方式 委託 

実施場所 石船温泉憩の家 

内  容 
介護予防に係る体操、講話、健康管理、レクリエーション、入浴、

送迎等 

所 管 課 地域福祉課 

 

≪生活支援体制整備事業≫ 

支援対象 ６５歳以上の高齢者 

実施方式 委託 

箇 所 数 
第１層（市内全域）１箇所（生活支援コーディネーター１人） 

第２層２５箇所（生活支援コーディネーター３５人） 

（Ｒ７年４月１日現在） 

内  容 地域の困りごとの把握、協議体の設置、実施内容の協議 

所 管 課 地域福祉課 
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≪地域活動支援センター事業（基礎的事業及び機能強化事業）≫ 

支援対象 在宅の障害児、障害者 

実施方式 委託 

箇 所 数 市内３箇所 

支援機関 
精神障害者地域生活支援センターウィング 

周南市地域活動支援センターポレポレ 

心身障害者福祉作業所海月倶楽部 

内  容 創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流等 

所 管 課 障害者支援課 

 

≪地域子育て支援拠点事業≫ 

支援対象 
市内在住の４歳未満の乳幼児とその保護者（４歳以上の未就園児

も可） 

実施方式 直営、一部委託 

箇 所 数 市内１２箇所 

支援機関 

【公立】 

子育て交流センターぞうさんの家、にこにこセンター、わかや 

ますくすくセンター、熊毛子育て支援センター、鹿野子育て支 

援センター、尚白子育て支援センター 

【私立】 

和光保育園子育て支援センター、共楽保育園子育て支援センタ 

ー、みんなのおうち城ヶ丘、子育て支援センターさんさん、子育 

て支援センターマーガレット、子育て支援センターおひさま 

内  容 交流の場の提供・促進、相談・援助の実施、情報の提供、講習等 

所 管 課 こども保育課 

 

≪生活困窮者支援等のための地域づくり事業≫ 

支援対象 全市民 

実施方式 直営 

圏 域 市内全域 

内  容 
住民ニーズ・生活課題・地域資源の実態把握、住民の活動支援、情

報発信等 

所 管 課 地域福祉課 
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４ 関係機関の連携強化 

地域ケア会議などの個別ケース会議、地域資源の活用等を検討する場等を活かし、関

係機関相互の連携強化を図ります。 

また、もやいネットセンターを中心に庁内連携会議等において、福祉部門以外の各関

係課が所管する事業についても現状や課題について情報共有を行い、関係機関のネッ

トワーク強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重層的支援会議の様子 

研修会研修会 
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第８章  計画の推進について 
 

１ 推進体制 

■ 本計画を着実に推進するためには、住民、住民団体、関係機関、社会福祉協議会、

事業者、行政が連携して取り組むことが重要となります。そのため、それぞれが連

携をとれるよう調整に努めていきます。 

 

２ 計画の普及 

■ 本計画を、市及び社会福祉協議会のホームページに公開します。 

■ 市が行う出前トークや研修の機会などを利用して、本計画を周知します。 

■ 関係機関や高等教育機関と連携し、本計画の普及に努めます。 

 

３ 計画の進捗管理 

■ 計画の進捗状況については、毎年評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行いま

す。 

■ 本計画の１年目から３年目までは、地域福祉計画評価委員会で計画の進捗状況の把

握、点検、評価を行います。 

■ 本計画の４年目及び５年目は、地域福祉計画評価・策定委員会で計画の進捗状況の

把握、点検・評価等を行い、これらを踏まえて次期計画の策定を行います。 

■ 点検・評価については、ＰＤＣＡサイクルに基づき、実績に対する評価を行い、改

善点を見つけ出したうえで取り組みを推進します。 

 

 

 

＜ ＰＤＣＡサイクルのイメージ図 ＞ 

 

 

 

 

 

  

Do 

（実行） 

Plan 

（計画） 

Check 

（点検・評価） 

Action 

（見直し） 
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資料編 
 

１ 用語解説 

 

五十音順・アルファベット順で記載しています。 

【あ行】 

◎アウトリーチ 

支援者が家庭訪問等により、対象者のいる場所に出向き、必要なサービスや情報を届

け、支援につながるよう積極的に働きかける取り組みのこと。 

 

◎あ・うんネット周南 

本市の医療・介護・福祉・行政関係者のネットワークや、在宅医療・介護の連携を推

進するための取組全体のこと。 

 

◎新しい認知症観 

認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人ひと

りが個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながり

ながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方のこと。 

 

◎移動支援サポート事業 

外出が困難な高齢者や障害者の移動を支えるため、周南市社会福祉協議会の車両を

無償で貸し出す事業のこと。買い物や通院、地域活動への参加などに利用できる。本人

や家族のほか、送迎を行う地域団体も利用可能で、住民同士の助け合い活動を支援す

る。 

 

【か行】 

◎家計改善支援事業 

家計管理に問題のある生活困窮者からの相談に応じ、家計に関する評価などを行い、

家計の状況を「見える化」し、家計再生の計画や、家計に関する個別プランを作成し、

利用者の家計管理の意欲を引き出す支援を行う事業のこと。 

 

◎基幹型集いの場 

市内２箇所（徳山社会福祉センター、新南陽総合福祉センター）に設置する機能訓

練・体操・談話などを総合的に提供する場のこと。 
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◎協議体 

高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりの強化に向け、市町村が中心となって

行う生活支援コーディネーターや地縁組織、民間企業等の多様な関係主体間の定期的

な情報の共有・連携強化の場のこと。活動範囲としては、市全域の第１層と中学校区域

の第２層があり、第１層は広域での支え合いのまちづくりについて、第２層は地域での

助け合い活動の提案や取り組みについて話し合う場として機能する。 

 

◎共同募金運動 

地域福祉の推進を図ることを目的とし、住民相互のたすけあいを基調とした「誰もが

住み慣れた地域で安心して暮らす」ことができるよう、自ら地域をつくっていく住民の

多様な活動を財源面から支援する「じぶんの町を良くするしくみ。」をスローガンに掲

げ展開される募金運動のこと。 

 

◎居住支援法人 

高齢者、障害者、生活困窮者等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居

の促進を図るため、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相

談、見守りなどの生活支援等を実施する法人のこと。 

 

◎更生保護 

犯罪や非行をした人を社会の中で適切に処遇し、地域社会の理解・協力を得て、これ

らの人たちが自立し改善更生することを助けることにより、安全安心な地域社会の実

現を目指す活動のこと。 

 

◎更生保護女性会 

地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の健全な

育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とする

ボランティア団体のこと。 

 

◎高等教育機関 

大学や高等専門学校、専修学校またはこれらに準ずる各種学校のこと。 

 

◎高齢者等見守りＳＯＳネットワーク 

高齢者等が行方不明になったときや身元が判らない人が保護されたときに、本市が

運用しているメール配信サービス等を活用し、速やかに行方不明者を発見又は身元を

確認する取り組みのこと。 
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【さ行】 

◎児童・学生 

本計画では、児童福祉法第４条にもとづき、満１８歳に満たない者を児童とする。 

１８歳以上で、主に大学・短期大学・大学院・高等専門学校などの高等教育における

一定の課程に在学している者を学生と整理する。 

 

◎市民後見人 

養成講座を受講し、成年後見に関する一定の知識や技術を身に付けた人の中から、家

庭裁判所により成年後見人等として選任された人のこと。 

 

◎社会福祉法人地域公益活動推進協議会 

平成２８年度の社会福祉法改正により、全ての社会福祉法人の責務として「地域にお

ける公益的な取り組み」の実施が明記された。地域共生社会に向けて、制度や市場原理

で満たされないニーズについても率先して対応するという、社会福祉法人の本来の役

割を明確にするためのもの。単独の法人で対応できないニーズに対して、複数の法人が

連携して応えていくことで、社会福祉法人の存在価値や地域からの信頼を高められて

いる。市内の１７の社会福祉法人が連携して取り組む。 

 

◎社会を明るくする運動 

全ての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を

深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域

社会を築くための全国的な運動のこと。 

 

◎重層的支援体制整備事業 

令和２年に改正された社会福祉法において創設され、これまでの高齢、障害、こども

及び生活困窮など、分野別に受けていた相談支援事業を一体として実施し、地域生活課

題を抱える地域住民及びその世帯の属性にかかわらず、包括的に相談を受け止め、多機

関と連携して支援する取り組みのこと。 

 

◎周南市自立相談支援センター 

生活困窮者の自立を支援する相談支援機関として平成２７年４月に開設。専門の相

談員が相談に対応し、自立に向けた包括的・継続的な伴走型の個別的相談支援を行う。 

 

◎周南市成年後見支援センター 

成年後見制度の利用促進を図ることを目的として令和３年１２月に開設。広報活動、

相談対応、申立てに関する書類作成の支援等を行う。 
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◎住民運営通いの場 

介護予防の効果が実証されている「いきいき百歳体操（おもりを使った４０分間の

筋力運動）」を住民主体で週１回行う地域の通いの場のこと。 

 

◎就労準備支援事業 

直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対して、一般就労に従事する準備と

しての基礎能力の形成を、計画的かつ一貫した支援を行う事業のこと。 

 

◎障害者に対する合理的配慮 

障害のある人が日常生活や社会生活で受ける様々な制限をもたらす原因となる社会

的な障壁を取り除くため、障害のある人に対し個別の状況に応じて行われる配慮のこ

と。 

例えば、車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害のある人

に障害の特性に応じたコミュニケーション手段（筆談、読上げ等）で対応すること。 

 

◎自立相談支援事業 

生活困窮者からの相談に対し、支援員が相談者の抱える問題を把握しながら、どのよ

うな支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援計画を作成し、ハローワーク等

の関係機関へ同行訪問するなど、寄り添いながら自立に向けた支援を行う事業のこと。 

 

◎スクールカウンセラー 

児童生徒の臨床心理に関して専門的知識や経験を有し、学校において、児童生徒や保

護者へのカウンセリングなどを行う心の専門家のこと。 

 

◎スクールソーシャルワーカー 

社会福祉等の専門的な知識や技能を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境への働

きかけや、関係機関等とのネットワークの活用により、問題を抱える児童生徒の支援を

行う専門家のこと。 

 

◎生活困窮者自立支援事業 

様々な課題を抱えて生活に困窮する人に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括

的な支援を行う事業のこと。 

 

◎生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援や介護予防サービスの体制整備のため、地域において、生活支援の

担い手の養成やサービスの開発、関係者のネットワーク化などを行う人のこと。 
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◎生活支援体制整備事業 

地域の住民や各種団体、企業の関係者など様々な人々が連携しながら、多様な日常生

活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくため

に、「協議体」や「生活支援コーディネーター」の活動により、高齢者を支える地域の

支え合いの体制づくりを推進する事業のこと。 

 

◎成年後見制度 

財産の管理や契約等の法律行為を行うとき、認知症、知的障害、精神障害等により判

断能力が十分でない人について、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、財産

の管理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度のこと。 

 

◎セルフネグレクト 

介護や医療サービスの利用の拒否等により、社会から孤立し、生活行為や心身の健康

維持ができなくなっている状態のこと。 

 

◎率先避難促進事業 

災害リスクが高い地域において、地域住民による自主的な避難体制づくりや呼びかけ

による避難所への避難訓練を、県と市町が一体となって推進する事業のこと。 

 

◎ソーシャル・インクルージョン 

全ての人々を、孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につ

なげるよう社会の構成員として包み支え合う考え方のこと。 

 

【た行】 

◎ダブルケア 

育児と介護を同時期に担う状態のこと。 

 

◎地域共生社会 

制度・分野ごとの取り組みや、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて

『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創って

いく社会のこと。 

 

◎地域食堂 

個人やＮＰＯ法人、任意団体などが比較的小規模で非営利のもと運営する食の提供

を通じた地域住民の居場所づくりをめざす市民事業型の活動のこと。 
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◎地域福祉コーディネーター 

住民の「困りごと」を早期に発見し、必要な支援（制度や関係機関）へつなぐ橋渡し

役のこと。本市では３１箇所のもやいネット地区ステーションに配置し、高齢者に対す

る地域の支え合い活動を支援・促進するための「第２層生活支援コーディネーター」も

兼ねている。 

 

◎地域包括支援センター 

地域の高齢者の保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的として

各市町に設置される施設のこと。介護予防ケアマネジメントや高齢者等に対する総合

相談・支援、高齢者の権利擁護などの事業を行う。 

 

【な行】 

◎日常生活自立支援事業 

日常生活上の判断が十分出来ないため、日常生活に不安がある人々が、地域で安心し

て生活できるように支援する福祉サービス事業のこと。 

国においては、平成１９年度から地域福祉権利擁護事業から日常生活自立支援事業

に名称が変更となった。山口県においては、令和５年度より名称が変更となった。 

 

◎ノーマライゼーション 

障害のある人も障害のない人も、互いに支え合い地域でいきいきと明るく豊かに暮

らしていける社会を目指すという考え方のこと。 

 

【は行】 

◎８０５０問題 

８０代の親が５０代のひきこもりや無職の子の生活を支えるために経済的、精神的

に強い負担を背負う社会問題のこと。 

 

◎ひきこもり 

様々な要因の結果として社会的参加を回避し、原則的には６ヶ月以上にわたって概

ね家庭にとどまり続けている状態のこと。 

 

◎フードパントリー 

経済的な理由などで食料の確保が困難な個人や世帯に対し、企業や団体から寄付さ

れた食品などを無償で直接提供する活動のこと。 
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◎福祉員 

地域福祉を推進するために、自治会等の推薦に基づき委嘱を受けて活動するボラン

ティアのこと。地域住民の身近な相談相手として、主にひとり暮らし高齢者や支援を必

要とする世帯への「見守り・訪問活動」を行う。 

 

◎ふれあい・いきいきサロン 

高齢者や障害者、地域住民が身近な場所に集まり、楽しく交流する場のこと。地域住

民が主体となって運営しており、茶話会やレクリエーション、健康づくりなどを通じ

て、閉じこもり防止や孤独感の解消、介護予防を目的としている。 

 

◎ふれあい子育てサロン 

子育て中の親子が気軽に集い、交流や情報交換を行う場のこと。地域住民が主体とな

って運営しており、孤立しがちな育児の不安解消や、こどもたちの健やかな成長、多世

代交流による地域づくりを目的としている。 

 

◎フレイル 

加齢により、心身の働きや社会的つながりが弱くなった「要介護」の手前の状態の

こと。適切な対策（栄養、身体活動、参加）をとれば、元の状態に戻ることが期待でき

る。 

 

◎包括的な支援体制 

地域の関係者、関係機関等と連携し、地域生活課題を抱えながらも相談に来られない

者や自ら支援を求めることができない人について、地域住民の相談を包括的に受け止

める場が把握できる体制を整備すること。 

 

◎法務少年支援センター山口（山口少年鑑別所） 

少年鑑別所法に基づいて、児童福祉機関や学校・教育機関などの青少年の健全育成に

携わる関係機関・団体と連携を図りながら、地域における非行及び犯罪の防止に関する

活動や健全育成に関する活動などに取り組む施設のこと。 

 

◎保護司 

保護司は、保護司法に基づいて法務大臣から委嘱を受けた非常勤の公務員であり、保

護観察官（更生保護に関する専門的な知識に基づいて保護観察の実施などに当たる国

家公務員）と協働して保護観察や犯罪予防活動等を行う。 
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【ま行】 

◎もやいネット支援事業者 

高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりに向け、日常業務の中で

高齢者等の見守り活動を行うことについて本市と協定を締結した事業者のこと。 

 

◎もやいネットセンター 

高齢者や障害者、こども、生活困窮者などの福祉総合相談窓口として平成２８年１月

に設置。対象者を限定せず相談に対応し、問題や課題の早期解決のため関係機関と連携

し適切な支援につなぐ組織のこと。 

 

◎もやいネット地区ステーション 

市民センター等に地域福祉コーディネーター等を配置し、「見守り上、気掛かりな方」

を対象に訪問支援活動を行う地域の見守り拠点のこと。 

 

【や行】 

◎山口県地域生活定着支援センター 

高齢又は障害を有するために、福祉の支援を必要とする矯正施設退所者等について、

保護観察所と協働して、地域での受け入れや安定した日常生活を送れるよう生活環境

づくりに取り組んでいる組織のこと。 

 

◎ヤングケアラー 

本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこ

どもや若者のこと。 

 

◎要保護児童対策地域協議会 

児童虐待などで保護を要する児童や支援が必要とされる児童や保護者に対し、関係

機関が連携し支援を行うために設置されたこどもを守る地域ネットワークのこと。児

童福祉法第２５条の２に定められている。 

 

【ら行】 

◎隣保館 

地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュ

ニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業

を総合的に行うことを目的とした施設のこと。 

  



     

83 

 

【Ｂ】 

◎ＢＢＳ会 （Big Brothers and Sisters Movement の略） 

様々な問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在として接しながら、少年が自

分自身で問題を解決していくことや、健全に成長していくことを支援することと併せ

て、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体のこと。 

 

【Ｃ】 

◎ＣＳＲ  （Corporate Social Responsibility の略） 

「企業の社会的責任」と訳され、企業活動において、社会的公正や環境などへの配

慮を組み込み、従業員、投資家、地域社会などの利害関係者に対して責任ある行動をと

るとともに、説明責任を果たしていくことを求める考え方のこと。 

 

【Ｍ】 

◎ＭＣＩ  （Mild Cognitive Impairment の略） 

軽度認知障害と訳され、物忘れや注意力などの認知機能障害はあるが、日常生活に

支障がない「認知症の一歩手前」の状態のこと。適切な対策（生活習慣改善や治療）を

行うことで、回復（健常に戻る）したり、認知症への進行を遅らせたりすることが期待

できる。 

 

【Ｓ】 

◎ＳＮＳ  （Social Networking Service の略） 

人と人との交流を促進し、新たな関係の創出につながるインターネットを活用した

サービスのこと。 
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２ 地域福祉に関する意識調査結果（概要） 

 

１ 調査目的 

「第５次周南市地域福祉計画」の策定にあたり、住民の生活実態や福祉施策に対する

考え方、福祉ニーズ等の把握を行い、次期計画に反映させるため調査を実施しました。 

 

２ 調査対象 

市     民：市内在住の１８歳以上の市民…３，５００人 

高校生・大学生：市内の高校生及び大学生  …１，０００人 

関 係 団 体：市内の地域福祉に関わる団体…２０団体 

相談支援機関：市内の相談支援等をしている機関等・事業所等 

…２１団体及び市役所の各相談にあたる窓口 

 

３ 調査期間 

市民、高校生・大学生 ： 令和６年１２月６日から令和７年１月１０日までの間 

関係団体、相談支援機関 ： 令和７年１月２３日から令和７年２月７日までの間 

 

４ 調査方法 

市     民：郵送により調査票を配付／郵送及びインターネットによる回答 

高校生・大学生：学校経由で調査票を配付／インターネットによる回答 

関 係 団 体：郵送により調査票を配付／郵送による回答 

相談支援機関：郵送により調査票を配付／郵送による回答 

 

５ 回収状況 

区分 発送数 回答数 有効回答率 

市民 ３，５００通 １，２６０通 ３６．０％ 

高校生・大学生 １，０００通 ３９５通 ３９．５％ 

関係団体 ２０通 １４通 ７０．０％ 

相談支援機関 ２１通 １３通 ６１．９％ 
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Ｉ 市民アンケート調査結果 

【暮らしの満足度について】 

○「満足している」と「どちらかといえば満足している」をあわせた“満足している”の

割合が７８．６％、「どちらかといえば満足していない」と「満足していない」をあわせ

た“満足していない”の割合が１７．５％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域での生活について】 

〇近所の人との付き合いについて、困ったときにお互いに相談したり助け合ったりしてい

る人は、全体の１２．７％となっており、ほとんど付き合いはない人は 11.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※前回調査では、「相談や助け合うまではいかないが、世間話などを親しく話している」が「助け合っている」、「相談や
助け合うまではいかないが、世間話などを親しく話している」が「親しく話している」、「顔があえばあいさつをしてい
る」が「あいさつをしている」、「ほとんど付き合いがない」が「付き合いがない」となっていました。 

  

困ったときにお互いに相談したり助け合ったりしている

相談や助け合うまではいかないが、世間話などを親しく話している

顔があえばあいさつをしている

ほとんど付き合いがない

無回答

回答者数 =

令和６年度調査 1,260

令和元年度調査 1,376

12.7

12.3

24.5

30.1

49.9

49.7

11.3

7.2

1.6

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足している どちらかといえば満足している

どちらかといえば満足していない 満足していない

わからない 無回答

回答者数 =

　 1,260 30.3 48.3 10.1 7.4 2.3 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○年齢別にみると、１０歳代・２０歳代でほとんど付き合いがない人が２７．５％と高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生活の満足度別にみると、満足していないでほとんど付き合いがない人が２８．０％と

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

困ったときにお互いに相談したり助け合ったりしている

相談や助け合うまではいかないが、世間話などを親しく話している

顔があえばあいさつをしている

ほとんど付き合いがない

無回答

回答者数 =

10歳代・20歳代 69

30歳代 105

40歳代 158

50歳代 212

60歳代 238

70歳代 293

80歳代以上 168

4.8

8.9

11.8

14.3

18.1

17.3

7.2

17.1

14.6

18.4

26.9

35.8

32.1

65.2

61.0

62.7

55.2

52.5

39.2

38.1

27.5

17.1

13.9

14.6

5.5

6.8

11.3

0.8

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

満足している 382

どちらかといえば満
足している

608

どちらかといえば満
足していない

127

満足していない 93

わからない 29

17.0

12.3

7.1

9.7

22.5

29.3

26.0

8.6

10.3

49.7

51.2

48.8

52.7

51.7

10.2

7.1

18.1

28.0

37.9

0.5

0.2

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○自治会等の加入状況について、加入していない人は、全体の２０．０％となっており、

年齢別にみると、１０歳代・２０歳代で５５．１％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

○加入していない理由は、「特に理由はない」が３３．３％と最も高く、次いで「加入する

必要性を感じないから」、「活動する時間がないから」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

加入している 加入していない 無回答

回答者数 =

　 1,260 78.6 20.0 1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 252 ％

組織自体がないから

近所の人に誘われないから

活動する時間がないから

加入する必要性を感じないから

会費などを払いたくないから

役員をやりたくないから

体調面の不安などの事情により加入しても活動に
参加できないから

特に理由はない

その他

無回答

12.7

11.1

15.1

22.2

4.4

13.5

9.1

33.3

9.1

3.6

0 20 40 60 80 100
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○地域の行事や活動に、どの程度参加しているかについて、年齢別にみると、年齢が下が

るにつれて「全く参加していない」の割合が高くなる傾向にあり、１０歳代・２０歳代

で最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○参加していない理由について、「仕事や家事が忙しいから」の割合が２６．８％と最も高

く、次いで「関心がないから」の割合が２０．０％、「身体的な理由で参加できないから」

の割合が１３．６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都合がつく限り参加している 頼まれれば参加している

ほとんど参加していない（年に１回程度） 全く参加していない

無回答

回答者数 =

10歳代・20歳代 69

30歳代 105

40歳代 158

50歳代 212

60歳代 238

70歳代 293

80歳代以上 168

7.2

20.0

29.7

23.6

35.3

39.9

36.9

11.6

21.0

13.3

26.4

21.0

21.5

13.1

29.0

17.1

24.7

26.4

24.4

20.1

22.0

52.2

41.9

32.3

23.1

18.9

17.4

25.0

0.5

0.4

1.0

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事や家事が忙しいから 関心がないから

声がかからないから 知り合いが少ないから

行事、活動の情報がないから 身体的な理由で参加できないから

その他 無回答

回答者数 =

　 605 26.8 20.0 9.3 8.1 10.7 13.6 4.8 6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○年齢別にみると、５０歳代で「仕事や家事が忙しいから」の割合が、３０歳代と４０歳

代で「関心がないから」の割合が、１０歳代・２０歳代で「行事、活動の情報がないか

ら」の割合が、８０歳代以上で「身体的な理由で参加できないから」の割合が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域の活動への参加頻度】 

「都合がつく限り参加している」の割合が３０．６％と最も高く、次いで「全く参加し

ていない」の割合が２５．２％、「ほとんど参加していない（年に１回程度）」の割合が２

２．８％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「都合がつく限り参加している」の割合が増加していま

す。 

 

  

仕事や家事が忙しいから 関心がないから

声がかからないから 知り合いが少ないから

行事、活動の情報がないから 身体的な理由で参加できないから

その他 無回答

回答者数 =

10歳代・20歳代 56

30歳代 62

40歳代 90

50歳代 105

60歳代 103

70歳代 110

80歳代以上 79

35.7

32.3

32.2

44.8

31.1

12.7

17.9

29.0

26.7

19.0

18.4

17.3

13.9

14.3

4.8

8.9

10.5

8.7

12.7

3.8

3.6

4.8

6.7

7.6

8.7

14.5

6.3

23.2

14.5

13.3

8.6

7.8

8.2

6.3

3.2

1.1

4.8

6.8

19.1

58.2

1.8

8.1

4.4

1.0

5.8

5.5

7.6

3.6

3.2

6.7

3.8

12.6

10.0

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都合がつく限り参加している 頼まれれば参加している

ほとんど参加していない（年に１回程度） 全く参加していない

無回答

回答者数 =

令和６年度調査 1,260

令和元年度調査 1,376

30.6

25.0

19.3

17.5

22.8

24.9

25.2

30.1

2.1

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【暮らしの満足度別】 

暮らしの満足度別にみると、満足度が下がるほど「全く参加していない」の割合が高く

なる傾向にあり、満足していないで割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○期待する地域活動について、「緊急事態が起きたときの対応」が３４．０％と最も高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緊急事態が起きたときの対応

防災、防犯など日頃の協力

お祭り、運動会など地域住民間の交流

子どもや高齢者の支援などの住民間の普段からの助け合い

特にない

その他

無回答

回答者数 =

　 1,260 34.0 18.4 9.8 12.9 19.2 0.9 4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都合がつく限り参加している 頼まれれば参加している

ほとんど参加していない（年に１回程度） 全く参加していない

無回答

回答者数 =

満足している 382

どちらかといえば満
足している

608

どちらかといえば満
足していない

127

満足していない 93

わからない 29

36.4

31.3

26.8

17.2

17.2

19.4

21.2

14.2

12.9

24.1

20.7

23.8

29.9

24.7

6.9

23.6

22.9

26.8

43.0

51.7

0.8

2.4

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○地震や火災等の災害時に住民同士が協力し合えるために、平常時からどのようなことが

必要だと思うかについて、「支援が必要な人それぞれの支援計画を地域のみんなで考える

こと」の割合が２７．６％と最も高く、次いで「防災マップの作成」の割合が２６．０％、

「地域での定期的な防災訓練、勉強会」の割合が２５．０％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害時の避難で不安に感じることについて、「避難所での生活」が５０．１％と最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,260 ％

避難場所への速やかな移動

避難するタイミング

災害に関する的確な情報の入手

家族の安否の確認

避難所での生活

特にない

その他

無回答

30.6

44.1

41.4

34.9

50.1

6.0

1.5

1.6

0 20 40 60 80 100

地域での定期的な防災訓練、勉強会 防災マップの作成

支援が必要な人それぞれの支援計画を地域のみんなで考えること 特にない

その他 無回答

回答者数 =

　 1,260 25.0 26.0 27.6 16.6 1.8 2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○年齢別にみると、年齢が下がるにつれて「家族の安否の確認」の割合が高くなる傾向に

あり、３０歳代で最も高くなっています。また、１０歳代・２０歳代で「避難場所への

速やかな移動」の割合が、勤労者層で「避難所での生活」の割合が高くなっています。 

  単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

避
難
場
所
へ
の
速

や
か
な
移
動 

避
難
す
る
タ
イ
ミ

ン
グ 

災
害
に
関
す
る
的

確
な
情
報
の
入
手 

家
族
の
安
否
の
確

認 避
難
所
で
の
生
活 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,260 30.6  44.1  41.4  34.9  50.1  6.0  1.5  1.6  

10歳代・20歳代 69 43.5  37.7  37.7  49.3  55.1  7.2  － － 

30歳代 105 29.5  50.5  41.9  52.4  53.3  4.8  1.0  － 

40歳代 158 19.0  38.6  38.6  48.7  56.3  4.4  1.3  0.6  

50歳代 212 30.2  45.3  36.8  43.9  60.8  4.2  2.4  0.9  

60歳代 238 26.1  48.7  45.4  32.4  50.0  5.0  2.9  1.3  

70歳代 293 34.5  46.4  47.8  22.5  42.0  6.8  0.3  1.4  

80歳代以上 168 36.9  34.5  34.5  18.5  42.3  10.1  1.8  5.4  

 

 

○周南市では、地震などの災害発生時に、家族等の援助が十分に得られず、助けを必要と

する避難行動要支援者（障害のある人、高齢者などで、災害時に何らかの支援が必要な

人）の名簿を整備し、災害発生時に支援が得られる仕組みづくりに取り組んでいます。

この制度を知っているかについて、「まったく知らない」の割合が６３．１％と最も高く、

次いで「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が２７．７％、「知っている」

の割合が８．６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

知っている 聞いたことはあるが、内容までは知らない まったく知らない 無回答

回答者数 =

　 1,260 8.6 27.7 63.1 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【地域福祉（住民による身近な支え合い）について】 

○あなたや身近な人が日常生活で困っていることについて、「困っていることがない」が３

１．３％と最も高く、次いで「交通手段に関すること」、「災害時の備えに関すること」

が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,260 ％

身の回りのこと（体力的に不安があり家事や外出がひ

とりではできない、障害があり日常生活を送るのに不

便がある、認知症等で財産管理ができない等）

子育てに関すること（子どもの発育に問題があ
る、家族の協力が得られない、いじめや不登校が
ある、ひきこもりの問題等）

家族の介護に関すること（介護する人が疲れきっ
ている、介護により通学や就業に支障が出ている
等）

障害がある家族に関すること（老後に障害がある
子どもの面倒を誰が見てくれるのか等）

経済的なこと（失業して収入がない、カードロー
ンなどの債務、家賃が払えない等）

住まいの確保に関すること（保証人がいない、賃
貸住宅への入居を断られた等）

交通手段に関すること（地域に公共交通機関が少
なく、通院や買い物に困る等）

住環境に関すること（老朽化している、周囲にゴ
ミ屋敷がある、空き屋の管理等）

治安に関すること（近所に空き巣が入った、うそ
電話詐欺があった等）

災害時の備えに関すること（万が一の時に自分や
家族がひとりでは避難できない等）

近所づきあいに関すること（つきあいがなく、不
安や心細さを感じる等）

困っていることはない

その他

無回答

12.3

6.3

11.8

6.5

7.5

2.6

24.0

13.1

8.7

16.7

9.8

31.3

2.9

2.9

0 20 40 60 80 100



94 

 

○年齢別にみると、１０～３０歳代で「経済的なこと」、１０～４０歳代で「子育てに関す

ること」、５０～６０歳代で「家族の介護に関すること」、８０歳代以上で「身の回りの

こと」、が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

身
の
回
り
の
こ
と
（
体
力
的
に
不
安
が
あ
り

家
事
や
外
出
が
ひ
と
り
で
は
で
き
な
い
、
障

害
が
あ
り
日
常
生
活
を
送
る
の
に
不
便
が
あ

る
、
認
知
症
等
で
財
産
管
理
が
で
き
な
い
等
） 

子
育
て
に
関
す
る
こ
と
（
子
ど
も
の
発
育
に

問
題
が
あ
る
、
家
族
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
、

い
じ
め
や
不
登
校
が
あ
る
、
ひ
き
こ
も
り
の

問
題
等
） 

家
族
の
介
護
に
関
す
る
こ
と
（
介
護
す
る
人

が
疲
れ
き
っ
て
い
る
、
介
護
に
よ
り
通
学
や

就
業
に
支
障
が
出
て
い
る
等
） 

障
害
が
あ
る
家
族
に
関
す
る
こ
と
（
老
後
に

障
害
が
あ
る
子
ど
も
の
面
倒
を
誰
が
見
て
く

れ
る
の
か
等
） 

経
済
的
な
こ
と
（
失
業
し
て
収
入
が
な
い
、

カ
ー
ド
ロ
ー
ン
な
ど
の
債
務
、
家
賃
が
払
え

な
い
等
） 

住
ま
い
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
保
証
人
が

い
な
い
、
賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
を
断
ら
れ
た

等
） 

交
通
手
段
に
関
す
る
こ
と
（
地
域
に
公
共
交

通
機
関
が
少
な
く
、
通
院
や
買
い
物
に
困
る

等
） 

全  体 1,260 12.3  6.3  11.8  6.5  7.5  2.6  24.0  

10歳代・20歳代 69 4.3  14.5  8.7  － 14.5  1.4  23.2  

30歳代 105 6.7  19.0  9.5  7.6  14.3  4.8  13.3  

40歳代 158 8.2  17.1  11.4  7.0  10.1  3.2  17.1  

50歳代 212 12.3  3.3  18.9  7.1  10.8  0.9  19.3  

60歳代 238 11.8  3.8  16.0  5.5  6.3  3.8  27.7  

70歳代 293 12.6  1.7  7.5  7.5  3.1  2.7  29.0  

80歳代以上 168 23.2  1.2  8.3  6.5  3.0  1.8  29.8  

 

区分 

住
環
境
に
関
す
る
こ
と
（
老
朽
化
し
て
い
る
、

周
囲
に
ゴ
ミ
屋
敷
が
あ
る
、
空
き
屋
の
管
理

等
） 

治
安
に
関
す
る
こ
と
（
近
所
に
空
き
巣
が
入

っ
た
、
う
そ
電
話
詐
欺
が
あ
っ
た
等
） 

災
害
時
の
備
え
に
関
す
る
こ
と
（
万
が
一
の

時
に
自
分
や
家
族
が
ひ
と
り
で
は
避
難
で
き

な
い
等
） 

近
所
づ
き
あ
い
に
関
す
る
こ
と
（
つ
き
あ
い

が
な
く
、
不
安
や
心
細
さ
を
感
じ
る
等
） 

困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 13.1  8.7  16.7  9.8  31.3  2.9  2.9  

10歳代・20歳代 4.3  2.9  11.6  8.7  44.9  4.3  － 

30歳代 12.4  7.6  9.5  10.5  37.1  1.0  1.0  

40歳代 7.6  12.0  13.3  7.0  36.1  3.8  － 

50歳代 14.6  7.1  15.1  6.6  36.3  2.8  0.5  

60歳代 16.8  11.3  18.1  10.9  31.1  3.4  1.3  

70歳代 15.4  8.5  19.1  11.9  25.9  1.7  5.8  

80歳代以上 8.9  7.1  22.6  10.1  22.0  4.8  8.3  

  



     

95 

 

○困った時や生活の問題を解決したい時、誰に相談するかについて、「家族・親族」が８７．

５％と最も高くなっている一方、「相談しない」は４．９％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※前回調査では、「家族・親族」が「親族」、「行政機関（市役所等）の職員」が「行政機関」、「病院、診療所等の医
療関係者」が「病院、診療所」、「学校、幼稚園、認定こども園、保育所等の職員」が「学校、幼稚園、認定こども園、
保育所」、「相談しない」が「相談する先がない」となっており、「学校・塾等の先生」、「スポーツクラブ等の指導
者」の選択肢はありませんでした。 

 

  

％

家族・親族

近所の人

知人、友人

学校・塾等の先生

スポーツクラブ等の指導者

自治会、コミュニティ関係者

民生委員・児童委員

ケアマネジャー、ヘルパーなど、福祉サービス関
係者

行政機関（市役所等）の職員

福祉員、地域福祉コーディネーター

病院、診療所等の医療関係者

学校、幼稚園、認定こども園、保育所等の職員

その他

相談しない

無回答

87.5

13.7

38.7

1.3

0.3

7.2

7.1

11.7

17.1

5.2

10.4

2.9

1.0

4.9

0.7

81.3

17.4

48.1

－

－

9.0

5.1

10.2

20.3

3.9

12.6

2.9

1.4

3.6

－

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,260）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,376）



96 

 

○年齢別にみると、年齢が上がるにつれて「近所の人」の割合が高くなっている一方、年

齢が下がるにつれて「知人、友人」の割合が高くなっています。また、８０歳代以上で

「民生委員・児童委員」「ケアマネジャー、ヘルパーなど、福祉サービス関係者」の割合

が、３０歳代で「学校、幼稚園、認定こども園、保育所等の職員」の割合が高くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
族
・
親
族 

近
所
の
人 

知
人
、
友
人 

学
校
・
塾
等
の
先
生 

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
等
の
指
導
者 

自
治
会
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
関
係
者 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

全  体 1,260 87.5  13.7  38.7  1.3  0.3  7.2  7.1  

10歳代・20歳代 69 92.8  2.9  49.3  1.4  1.4  － － 

30歳代 105 88.6  7.6  46.7  1.9  － 5.7  1.0  

40歳代 158 88.6  8.2  44.3  4.4  － 4.4  1.9  

50歳代 212 89.2  11.3  43.4  1.9  － 2.8  0.5  

60歳代 238 85.7  16.0  43.3  0.4  0.4  10.9  4.6  

70歳代 293 87.0  17.4  34.1  － － 8.5  14.3  

80歳代以上 168 85.7  20.2  20.8  0.6  1.2  11.9  18.5  

 

区分 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ヘ
ル
パ
ー
な

ど
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
関
係
者 

行
政
機
関
（
市
役
所
等
）
の
職
員 

福
祉
員
、
地
域
福
祉
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー 

病
院
、
診
療
所
等
の
医
療
関
係
者 

学
校
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
、

保
育
所
等
の
職
員 

そ
の
他 

相
談
し
な
い 

無
回
答 

全  体 11.7  17.1  5.2  10.4  2.9  1.0  4.9  0.7  

10歳代・20歳代 1.4  4.3  － 4.3  1.4  2.9  － － 

30歳代 － 13.3  1.0  9.5  14.3  1.9  4.8  － 

40歳代 6.3  14.6  3.2  6.3  9.5  1.3  5.1  － 

50歳代 9.4  16.5  0.5  7.5  0.5  0.9  5.2  － 

60歳代 15.1  23.5  6.3  14.7  0.4  0.8  3.8  － 

70歳代 13.3  19.5  8.2  11.6  0.3  0.7  5.8  0.7  

80歳代以上 24.4  13.7  10.1  13.1  1.8  0.6  7.1  3.0  

  



     

97 

 

○相談しない理由について、「他人に頼らず、自分で解決したいから」、「相談できる人がい

ないから」が最も高く、次いで「誰に相談したらいいかわからないから」、となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家族の介護や支援等をしている方にとって必要な支援について、「介護者・支援者が自身

のことについて相談できる場所の提供」が最も高く５３．２％、次いで「支援や介護を

代行するサービスの提供」、「支援が必要な人本人について相談できる場所の提供」が高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

他人に頼らず、自分で解決したいから 相談できる人がいないから

顔見知りの人に相談するのは気まずいから 他人との関わりを持ちたくないから

誰に相談したらいいかわからないから その他

無回答

回答者数 =

　 62 29.0 29.0 11.3 6.5 19.4 3.2 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 1,260 ％

介護者・支援者が自身のことについて相談できる
場所の提供
支援が必要な人本人について相談できる場所の提
供

支援や介護を代行するサービスの提供

経済的な支援

支援や介護に関して同じ悩みをもつ人同士が出会
える機会の提供
支援が必要な本人が参加したり、活動できる場の
提供

わからない

その他

無回答

53.2

40.7

49.0

23.3

17.9

18.9

8.1

1.0

6.8

0 20 40 60 80 100



98 

 

○地域として、社会的孤立やひきこもりのような社会問題に対してどのようなことができ

ると考えるかについて、「あいさつや声かけ」が４３．５％と最も高く、次いで「誰もが

立ち寄れる居場所づくり」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家族に社会的孤立やひきこもりの状態にある方がいるかについて、いる人は４．４％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

○社会的孤立やひきこもりの状態にある方の年齢について、「５０歳代」の割合が１７．

９％と最も高く、次いで「３０歳代」の割合が１６．１％、「４０歳代」の割合が１

２．５％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,260 ％

誰もが立ち寄れる居場所づくり

あいさつや声かけ

相談機関等の情報提供

本人やその家族からの話をきく

日ごろからの見守り

状態が深刻化する前に、行政や民生委員・児童委
員に連絡する

講演会や講座等を受講し、理解を深める

地域で何かできるとは思えない

その他

無回答

35.2

43.5

29.6

17.9

25.9

27.7

2.9

11.1

1.2

3.3

0 20 40 60 80 100

いる いない 無回答

回答者数 =

　 1,260 4.4 93.4 2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 56 10.7 7.1 16.1 12.5 17.9

3.6

1.8

7.1

23.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

60歳代 70歳代 80歳以上 無回答



     

99 

 

○その方は、どのくらいその状態が続いているかについて、「１０年以上」の割合が３２．

１％と最も高く、次いで「１年以上～５年未満」の割合が２５．０％、「５年以上～１０

年未満」の割合が１６．１％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「就労に関する支援を行う」の割合が５３．６％と最も高く、次いで「親身に話を聴く」

の割合が３７．５％、「無料で相談することができる」の割合が３５．７％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

半年未満 半年以上～１年未満 １年以上～５年未満 ５年以上～10年未満

10年以上 無回答

回答者数 =

　 56 1.8 12.5 25.0 16.1 32.1 12.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 56 ％

親身に話を聴く

就労に関する支援を行う

関係機関（医療・生活困窮など）を紹介する

社会参加（ボランティア活動など）の機会をつく
る

同じ悩みを持つ人と出会える場所を提供する

匿名で（自分の名前を知られずに）相談すること
ができる

無料で相談することができる

相談のために自宅や指定する場所を訪問する

オンラインでの相談ができる

支援は必要ない

その他

無回答

37.5

53.6

26.8

26.8

32.1

33.9

35.7

7.1

16.1

1.8

3.6

3.6

0 20 40 60 80 100



100 

 

○地域として、ダブルケアラーやヤングケアラーのような社会問題に対してどのようなこ

とができると考えるかについて、「相談機関等の情報提供」が４８．３％と最も高く、次

いで「状態が深刻化する前に、行政や民生委員・児童委員に連絡する」、「本人やその家

族からの話をきく」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安否確認の声かけ、話し相手（家に閉じこもりがちで、周囲との付き合いが少ない人に）

について、「手助けできる」の割合が３４．５％と最も高く、次いで「手助けして欲しい」

の割合が１７．７％、「手助けしている」の割合が７．１％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「手助けできる」「手助けして欲しい」の割合が５．５ポイ

ント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ちょっとした電球の取り替えや買い物、ゴミ出しなど（身の回りのことをするのが困難

な人に）について、「手助けできる」の割合が４０．５％と最も高く、次いで「手助けし

て欲しい」の割合が１７．３％、「手助けしている」の割合が４．３％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「手助けできる」の割合が５．３ポイント減少しています。 

 

 

  

回答者数 = 1,260 ％

相談機関等の情報提供

本人やその家族からの話をきく

日ごろからの見守り

状態が深刻化する前に、行政や民生委員・児童委
員に連絡する

講演会や講座等を受講し、理解を深める

地域で何かできるとは思えない

その他

無回答

48.3

31.3

31.1

44.0

5.7

9.4

1.9

10.0

0 20 40 60 80 100

％

手助けしている

手助けできる

手助けして欲しい

7.1

34.5

17.7

48.1

7.6

40.0

13.1

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,260）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,376）

％

手助けしている

手助けできる

手助けして欲しい

4.3

40.5

17.3

45.5

3.7

45.8

13.4

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,260）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,376）



     

101 

 

○地域の人たちが協力して取り組む支援として、一般的にどのようなことが必要だと考え

るかについて、「ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯への支援」が５１．６％と最

も高く、次いで「災害時の助け合い」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住民同士が協力して地域づくりを進めるために、行政による必要な支援について、「地域

の人々が知り合う機会を増やす」が最も高く３４．２％、次いで「地域の自治会～」、「お

互いの人格を～」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,260 ％

地域の人々が知り合う機会を増やす

支え合う地域づくりに関する意識啓発をする

お互いの人格を認め合いながら、共に生きる地域
づくり（まちづくり）に関する意識啓発をする、
あるいは組織づくりをする
地域の自治会（町内会など）活動、地区社会福祉
協議会、ボランティア活動への参加促進や活動支
援をする

地域で活動する様々な団体同士の交流を進める

特にない

その他

無回答

34.2

19.8

26.0

27.7

11.4

15.0

1.7

7.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,260 ％

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯への支
援
家族と同居しているが、日中は一人になる高齢者
への支援

障害者（児）への支援

障害者（児）の家族への支援

子育てで悩んでいる家庭への支援

健康づくり支援

青少年の健全育成への支援

災害時の助け合い

地域で孤立しているなどの社会的孤立者への支援

特にない

その他

無回答

51.6

11.2

6.6

7.9

11.7

9.5

3.5

39.4

9.5

6.0

0.6

7.2

0 20 40 60 80 100
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○地域行事や福祉に関する情報の入手先について、「市広報や回覧板」が７７．１％と最も

高く、次いで「テレビ・新聞・雑誌」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,260 ％

市広報や回覧板

市の電子メール等のサービス（しゅうなんメール
サービス等）

社会福祉協議会の広報紙

行政の窓口

社会福祉協議会の窓口

福祉施設

市民センター

ボランティアの人

自治会等の地域の役員

民生委員・児童委員

家族・親戚

知人・友人・職場の同僚

近所の人

インターネット

テレビ・新聞・雑誌

情報を必要としていない

その他

無回答

77.1

8.4

13.8

3.2

1.0

2.1

6.0

1.1

12.9

4.0

18.6

15.3

12.5

15.7

26.6

2.5

1.2

4.3

0 20 40 60 80 100
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○福祉や保健に関して入手したい情報の内容について、「高齢者に係るサービス・利用方法」

が３７．４％と最も高く、次いで「各種相談窓口の情報」、「介護保険に係る制度や利用

方法」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域福祉活動への参加意向について、「率先して参加したい」と「どちらかといえば参加

したい」を合わせた“参加したい”が３３．０％、「参加したくない」と「どちらかとい

えば参加したくない」を合わせた“参加したくない”が４２．６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,260 ％

地域のサークル活動やイベント情報

講座や教室等の学習機会の情報

健康づくりのサービス・利用方法

高齢者に係るサービス・利用方法

障害者（児）に係るサービス・利用方法

子育てに係るサービス・利用方法

福祉や保健のイベント

介護保険に係る制度や利用方法

各種相談窓口の情報

特にない

その他

無回答

22.5

15.7

24.4

37.4

7.1

12.1

10.2

28.6

28.8

14.9

0.7

4.0

0 20 40 60 80 100

率先して参加したい どちらかといえば参加したい

どちらかといえば参加したくない 参加したくない

わからない 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 1,260

令和元年度調査 1,376

3.8

3.9

29.2

29.8

28.1

23.3

14.5

9.6

21.1

30.6

3.3

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○地域福祉をすすめていくために、住民一人ひとりが取り組むべきことについて、「普段か

ら身近な近所付き合いや助け合いを行う」が４６．４％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今後、優先して取り組むべき地域福祉の課題について、「福祉に関する情報、活動内容な

どの提供」が３９．１％と最も高く、次いで「身近なところでの総合的な保健、福祉、

医療相談窓口の充実」「学校や地域での福祉教育の充実」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「地域の福祉活動のリーダーなど人材の養成・確保」が「リーダーなど人材の養成・確保」となってい

ました。 

 

 

  

％

学校や地域での福祉教育の充実

福祉に関する情報、活動内容などの提供

地域の福祉活動のリーダーなど人材の養成・確保

住民が地域で活動できる場の確保・整備

住民・ボランティアなどの連携による地域で支え
合う仕組みづくり

身近なところでの総合的な保健、福祉、医療相談
窓口の充実

その他

無回答

29.6

39.1

20.8

23.6

27.6

35.7

1.0

4.4

22.2

41.6

20.8

24.1

29.2

41.1

2.5

－

0 20 40 60 80 100

普段から身近な近所付き合いや助け合いを行う 福祉の知識や技術を身につける

自治会、コミュニティ活動に参加する ボランティア活動に参加する

わからない その他

無回答

回答者数 =

令和６年度調査 1,260

令和元年度調査 1,376

46.4

52.4

12.2

9.7

14.4

15.3

4.2

3.9

18.5

13.8

1.3

1.7

2.9

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度調査

（回答者数 = 1,260）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,376）
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【社会福祉協議会、民生委員・児童委員について】 

○周南市社会福祉協議会の活動の中で、今後、充実してほしいと思うものについて、「日常

生活の見守り活動（福祉員など）」が３９．９％と最も高く、次いで「地域の居場所作り

の支援（ふれあいいきいきサロンなど）」、「総合的な相談窓口」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○民生委員・児童委員制度の認知度について、名称や活動内容まで知っている人は３４．

５％となっており、前回調査と比べて増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,260 ％

地域の居場所作りの支援（ふれあいいきいきサロ
ンなど）

健康、趣味活動の支援（介護予防教室など）

日常生活の見守り活動（福祉員など）

地域福祉コーディネーターの取り組み

防災活動への支援（災害ボランティア活動など）

ボランティアの育成（ボランティアセンター運営
など）

福祉教育の推進（学校や地域での研修など）

募金活動の推進（共同募金や歳末助け合い募金な
ど）

総合的な相談窓口

その他

無回答

35.0

28.9

39.9

8.9

24.4

10.0

11.0

2.1

34.8

1.5

5.5

0 20 40 60 80 100

名称や活動内容を知っている 名称は知っているが、活動内容は知らない

知らない 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 1,260

令和元年度調査 1,376

34.5

27.5

49.4

44.1

13.3

25.5

2.8

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○あなたの地区を担当している民生委員・児童委員を知っているかについて、「氏名や活動

内容を知っている」の割合が６２．５％と最も高く、次いで「全く知らない」の割合が

２２．５％、「氏名は知っているが、活動内容は知らない」の割合が１４．５％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○担い手を増やすために必要だと考えることについて、「活動の負担軽減」の割合が４３．

３％と最も高く、次いで「制度や活動の広報周知による地域理解の促進」の割合が４０．

５％、「自治会、コミュニティ等との連携強化」の割合が３５．２％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

氏名や活動内容を知っている 氏名は知っているが、活動内容は知らない

全く知らない 無回答

回答者数 =

　 435 62.5 14.5 22.5 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 1,260 ％

制度や活動の広報周知による地域理解の促進

自治会、コミュニティ等との連携強化

候補者を育成する取り組み

活動の負担軽減

年齢要件の緩和等

活動費の充実

その他

無回答

40.5

35.2

27.9

43.3

17.1

32.8

2.0

6.4

0 20 40 60 80 100
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【再犯防止の取り組みについて】 

○再犯防止のために、どのような協力をしたいかについて、「再犯防止に関するボランティ

ア活動に参加する」が１３．５％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○再犯防止のために、周南市は何に取り組むべきだと思うかについて、「再犯防止に協力す

る民間協力者に対して、活動する場所の提供や財政的な支援をする」の割合が３９．４％

と最も高く、次いで「犯罪をした人に対する支援ネットワークをつくる」の割合が３６．

０％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,260 ％

犯罪をした人に直接会って、継続的に助言や援助
をする
犯罪をした人を自分の会社で雇用するなど、就労
を支援する

更生保護施設にお金や品物などを寄付する

再犯防止に関するボランティア活動に参加する

広報・啓発活動に参加する

インターネットを活用して広報・啓発活動の情報
を発信する

わからない

その他

協力したくない

無回答

4.4

6.3

10.6

13.5

10.2

7.5

53.1

1.7

9.0

3.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,260 ％

再犯防止のための計画を策定する

犯罪をした人を、市の関係機関で雇用する

犯罪をした人に対する支援ネットワークをつくる

住民に対して、再犯防止について広報・啓発活動
する
再犯防止に協力する民間協力者に対して、活動す
る場所の提供や財政的な支援をする

わからない

その他

無回答

25.1

20.2

36.0

23.7

39.4

18.5

2.3

3.5

0 20 40 60 80 100
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○再犯防止の取り組みを「知らない」の割合が４６．０％と最も高く、次いで「聞いたこ

とがある」の割合が３５．６％、「少し知っている」の割合が１４．２％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「知らない」の割合が９．６ポイント増加しています。

一方、「聞いたことがある」の割合が７．１ポイント減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※前回調査では、「聞いたことがある」が「よく知らないが聞いたことがある」となっていました。 

 

 

【成年後見制度について】 

○成年後見制度の認知度について、よく知っている人は３．４％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「聞いたことがある」が「良く知らないが聞いたことがある」となっていました。 

  

よく知っている 少し知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 1,260

令和元年度調査 1,340

3.4

7.0

22.3

25.0

36.7

32.0

33.6

36.0

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく知っている 少し知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

回答者数 =

令和６年度調査 1,260

令和元年度調査 1,376

1.5

2.9

14.2

15.9

35.6

42.7

46.0

36.4

2.8

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○成年後見制度の利用促進に向けた課題について、「成年後見制度やその手続きについて知

る機会がないこと」が５８．３％と最も高く、次いで「成年後見制度が分かりにくいこ

と」、「相談窓口や手続きを支援してくれるところがわからないこと」が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【周南市地域福祉計画の策定について】 

○周南市で特に必要と思う取り組みについて、「様々な課題を抱える人や世帯への総合的な

相談支援」が４５．２％と最も高く、次いで「高齢者、障害者、子ども等が共に利用でき

るサービスの提供」、「福祉以外の様々な分野（まちおこし、産業等）との連携」が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

福祉以外の様々な分野（まちおこし、産業等）と
の連携

様々な課題を抱える人や世帯への総合的な相談支
援

高齢者、障害者、子ども等が共に利用できるサー
ビスの提供

住まいの確保に困っている人への支援

就労が困難な人への支援

判断能力に不安がある人への支援

高齢者、障害者、子ども等に対する虐待への対応

犯罪をした人への社会復帰の支援

誰もが気軽に立ち寄れる居場所の整備

寄付や募金などによる財源の確保

無回答

34.9

45.2

41.0

9.2

21.2

13.6

11.7

4.4

27.4

6.1

6.3

31.8

43.8

44.0

7.5

22.2

14.5

19.2

3.6

30.7

4.9

－

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,260 ％

成年後見制度やその手続きについて知る機会がな
いこと

成年後見制度が分かりにくいこと

申立て費用の負担があること

相談窓口や手続きを支援してくれるところがわか
らないこと

後見人に対して報酬の費用負担があること

その他

無回答

58.3

43.3

19.8

38.1

16.5

2.2

8.2

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,260）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,376）
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Ⅱ 高校生・大学生アンケート調査結果 

【あなた自身のことについて】 

○高校または大学（高等専門学校含む）を卒業後も、周南市で住み続けたいと思うか。ま

た、一度、離れたとしても、帰ってきたいと思うかについて、「住み続けたい、帰ってき

たい」と答えた人の割合は２０．５％となっています。 

「どちらかといえばそうしたい」と答えた人の割合も合わせると５５．２％となっており、

半数以上が住み続けたい、帰ってきたい、という意向を持っている結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域での生活について】 

○近所の方との付き合い方について、「顔を合わせれば、挨拶する」が６９．９％と最も高

く、次いで「ほとんど顔も知らない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

住み続けたい、帰ってきたい どちらかといえばそうしたい

どちらかといえばそうしたくない 別のまちで暮らしたい、帰りたくない

わからない 無回答

回答者数 =

　 395 20.5 34.7 15.2 14.4 14.9 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

困りごとがあったら相談する たまに立ち話をする

顔を合わせれば、挨拶する ほとんど顔も知らない

無回答

回答者数 =

　 395 2.8 12.7 69.9 13.7 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○定住意向別にみると、「住み続けたい、帰ってきたい」と「どちらかといえばそうしたい」

と回答した人は、「困りごとがあったら相談する」「たまに立ち話する」「顔を合わせれば、

挨拶する」の割合が高い傾向にあります。一方、「別のまちで暮らしたい、帰りたくない」

で「ほとんど顔も知らない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域の行事や活動への参加頻度について、「ほとんど参加していない（年に１回程度）」

が３３．２％と最も高く、次いで「全く参加していない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

困りごとがあったら相談する たまに立ち話をする

顔を合わせれば、挨拶する ほとんど顔も知らない

無回答

回答者数 =

住み続けたい、帰っ
てきたい

81

どちらかといえばそ
うしたい

137

どちらかといえばそ
うしたくない

60

別のまちで暮らした
い、帰りたくない

57

わからない 59

6.2

2.2

3.3

1.8

14.8

13.9

10.0

10.5

11.9

70.4

74.5

71.7

61.4

66.1

8.6

8.8

13.3

24.6

22.0

0.7

1.7

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都合がつく限り参加している 頼まれれば参加している

ほとんど参加していない（年に１回程度） 全く参加していない

無回答

回答者数 =

　 395 13.7 23.3 33.2 29.6 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○定住意向別にみると、「住み続けたい、帰ってきたい」と「どちらかといえばそうしたい」

と回答した人は、「都合がつく限り参加している」「頼まれれば参加している」の割合が

高く、行事に積極的に参加する傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○参加しない理由として、「行事、活動の情報がないから」の割合が２６．２％と最も高く、

次いで「関心がないから」の割合が２５．４％、「学業が忙しいから」の割合が２２．２％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○家や学校以外に安心できる場所や、居心地の良い場所があるかについて、「居場所がある」

と回答した人は６５．８％となっています。 

 

 

 

 

  

ある ない 無回答

回答者数 =

　 395 65.8 33.9 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学業が忙しいから アルバイトや家の用事が忙しいから

経済的に厳しいから 関心がないから

声がかからないから 知り合いが少ないから

行事、活動の情報がないから その他

無回答

回答者数 =

　 248 22.2 2.0 25.4 7.3 9.3 26.2 6.9 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都合がつく限り参加している 頼まれれば参加している

ほとんど参加していない（年に１回程度） 全く参加していない

無回答

回答者数 =

住み続けたい、帰っ
てきたい

81

どちらかといえばそ
うしたい

137

どちらかといえばそ
うしたくない

60

別のまちで暮らした
い、帰りたくない

57

わからない 59

22.2

16.1

6.7

8.8

8.5

25.9

27.0

25.0

12.3

20.3

27.2

34.3

43.3

28.1

33.9

24.7

22.6

25.0

50.9

37.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○暮らしの満足度別にみると、満足しているとどちらかといえば満足していると回答した

人は、居場所が「ある」の割合が高い傾向にあります（相関関係がある）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○具体的にはどのような場所かについて、「友達同士で集まる場」の割合が７７．３％と最

も高く、次いで「ＳＮＳやインターネット上のコミュニティ」の割合が２０．８％、「ス

ポーツなどの活動の場」の割合が２０．０％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある ない 無回答

回答者数 =

満足している 251

どちらかといえば満
足している

107

どちらかといえば満
足していない

25

満足していない 4

わからない 7

70.1

62.6

44.0

50.0

57.1

29.9

37.4

56.0

50.0

42.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 260 ％

自治会・コミュニティなど近所の活動の場

習い事の教室・塾

アルバイト先

スポーツなどの活動の場

友達同士で集まる場

趣味などのサークル

ＳＮＳやインターネット上のコミュニティ

図書館や市民センターなどの公共施設

その他

無回答

3.1

8.5

3.5

20.0

77.3

4.6

20.8

6.2

5.8

0.4

0 20 40 60 80 100
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【地域福祉について】 

○あなたや身近な人が日常生活で困っていることについて、「困っていることはない」が７

５．２％と最も高く、次いで「身の回りのこと」、「災害時の備えに関すること」が高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 395 ％

身の回りのこと（体力的に不安があり家事や外出がひ

とりではできない、障害があり日常生活を送るのに不

便がある、認知症等で財産管理ができない等）

子育てに関すること（子どもの発育に問題があ
る、家族の協力が得られない、いじめや不登校が
ある、ひきこもりの問題等）

家族の介護に関すること（介護する人が疲れきっ
ている、介護により通学や就業に支障が出ている
等）

障害がある家族に関すること（老後に障害がある
子どもの面倒を誰が見てくれるのか等）

経済的なこと（失業して収入がない、カードロー
ンなどの債務、家賃が払えない等）

住まいの確保に関すること（保証人がいない、賃
貸住宅への入居を断られた等）

住環境に関すること（老朽化している、周囲にゴ
ミ屋敷がある、空き屋の管理等）

治安に関すること（近所に空き巣が入った、うそ
電話詐欺があった等）

災害時の備えに関すること（万が一の時に自分や
家族がひとりでは避難できない等）

近所づきあいに関すること（つきあいがなく、不
安や心細さを感じる等）

困っていることはない

その他

無回答

7.1

1.3

3.3

1.8

2.5

0.8

3.3

3.8

7.1

1.8

75.2

1.5

3.3

0 20 40 60 80 100
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○困った時や生活の問題を解決したい時、誰に相談するかについて、「家族・親族」が８４．

８％と最も高くなっており、次いで「知人、友人」が６５．８％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「他人に頼らず、自分で解決したいから」の割合が３４．８％と最も高く、次いで「他

人との関わりを持ちたくないから」の割合が２１．７％、「誰に相談したらいいかわから

ないから」の割合が１７．４％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 395 ％

家族・親族

近所の人

知人、友人

学校、塾等の先生

スポーツクラブ等の指導者

自治会、コミュニティ関係者

民生委員・児童委員

ケアマネジャー、ヘルパーなど、福祉サービス関
係者

行政機関（市役所等）の職員

福祉員、地域福祉コーディネーター

病院、診療所等の医療関係者

その他

相談しない

無回答

84.8

2.5

65.8

14.2

1.5

0.3

0.3

1.0

1.3

0.5

1.3

0.8

5.8

0.8

0 20 40 60 80 100

他人に頼らず、自分で解決したいから 相談できる人がいないから

顔見知りの人に相談するのは気まずいから 他人との関わりを持ちたくないから

誰に相談したらいいかわからないから その他

無回答

回答者数 =

　 23 34.8 8.7 4.3 21.7 17.4 8.7 4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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○地域福祉活動への参加意向について、「率先して参加したい」と「どちらかといえば参加

したい」を合わせた“参加したい”が５４．２％、「参加したくない」と「どちらかとい

えば参加したくない」を合わせた“参加したくない”が２１．１％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域福祉活動に参加したい理由について、「人の役に立ちたいから（地域に貢献したいか

ら）」が６２．１％と最も高く、次いで「自分の成長につながると思うから」、「活動の内

容が楽しそう（おもしろそう）だから」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

率先して参加したい どちらかといえば参加したい

どちらかといえば参加したくない 参加したくない

わからない 無回答

回答者数 =

　 395 12.2 42.0 12.7 8.4 24.1 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 214 ％

人の役に立ちたいから（地域に貢献したいから）

自分の成長につながると思うから

自分たちの暮らしのために必要な活動だと思うか
ら

活動の内容が楽しそう（おもしろそう）だから

自由な時間を有効に活用したいから

自分の趣味や特技を活かすことができるから

友達や知っている人から誘われたから

学校の授業などで地域福祉活動について知る機会
があったから
地域福祉活動に参加すると進学や就職に有利にな
るから

地域とのつながりや居場所を作りたいから

何となく

その他

無回答

62.1

49.5

16.8

30.4

7.9

4.2

8.9

5.1

9.3

7.0

10.7

0.5

0.5

0 20 40 60 80 100
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○地域福祉活動に参加したいと思っていても、実際に行動に移せない（参加することがで

きない）理由について、「学校や塾などが忙しく時間が確保できないから」が６７．３％

と最も高く、次いで「知っている人が少ない（いない）場所で活動することに抵抗があ

るから」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○どのような支援があれば地域福祉活動に参加できるかについて、「活動についての情報提

供」が４９．５％と最も高く、次いで「活動に参加するきっかけづくりとなる場の提供」、

「活動が行われている場所に行くまでの送迎の支援」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 214 ％

学校や塾などが忙しく時間が確保できないから

アルバイトや家の用事が忙しく時間が確保できな
いから
地域福祉活動が行われている場所に行くまでの交
通手段がないから
知っている人が少ない（いない）場所で活動する
ことに抵抗があるから

地域福祉活動についての情報がないから

地域福祉活動に参加するきっかけがない・わから
ないから

自分が参加したい内容の地域福祉活動がないから

地域福祉活動の役に立てるか自信がないから

保護者が地域福祉活動への参加を許可してくれな
いから

活動しても金銭的な対価が得られないから

その他

無回答

67.3

18.2

11.7

34.6

15.0

12.1

11.2

4.7

1.4

5.6

1.9

1.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 214 ％

活動が行われている場所に行くまでの送迎の支援

活動についての情報提供

活動に参加するきっかけづくりとなる場の提供

活動に関する学びの場

活動に対する金銭的な補助

その他

無回答

35.0

49.5

39.7

16.4

16.8

1.9

1.4

0 20 40 60 80 100
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Ⅲ 関係団体調査結果 

【地域福祉に関する課題について】 

○地域で寄せられる日常の困りごとは、高齢者の介護や移動支援の不足、障害者の災害対

応や日常の支援、高齢化する福祉支援機関の人材不足などが挙げられました。また、子

どもの貧困等といった家族支援の課題、社会的孤立や引きこもりなどの複合的な困りご

ともあり、包括的な相談窓口の周知不足や情報共有の難しさといった意見も挙げられま

した。 

○相談機関や支援体制の周知を図るとともに、複合する課題に対しては、分野別の支援制

度だけではなく、分野を超えた支援体制の構築が必要です。 

 

【連携相手について】 

○民生委員・児童委員や社会福祉協議会をはじめとして、幅広く連携をしている団体は多

いものの、人材の多重負担や高齢者の増加が課題となっており、役割分担の明確化や支

援体制の強化が必要です。 

 

【地域の担い手について】 

○地域課題に取り組む担い手を増やすためには、自治会等が主体的に地域の課題を自分ご

ととして捉える意識を高めたり、世代を超えた交流を促進するなど、地域住民が共通の

課題に向き合い、お互いを支え合う仕組みづくりが求められています。 

○学校における福祉教育を通じた福祉意識の醸成のほか、講演会の開催やボランティア募

集を通じて地域活動へのきっかけを提供するとともに、地域で活躍している人々や取り

組みを周知することで、地域活動への関心を引き付ける工夫も必要です。 

 

【地域課題に対して行政が取り組むべきことについて】 

○地域課題に対して行政が取り組むべきこととして、住民が抱える問題に適切に対応でき

る相談窓口の分かりやすい情報提供、部局間の連携強化が求められています。 

○地域の実情を把握するために民間団体や住民の意見を聞き、地域活動を円滑に進めるた

めの人材や情報支援を行うことが必要です。 

 

【地域課題に対して地域の組織・団体が取り組むべきことについて】 

○地域課題に対して地域が取り組むべきこととして、現行の地域コミュニティ活動の見直

しや住民が気軽に集まりやすい場を提供し、近隣住民との横のつながりを強化すること

が求められています。行政や地域団体と連携を深め、既存の地域団体の活動継続を支援

しながら、新たにコミュニティソーシャルワーカーの設置を進めるなど、地域で助け合

い支え合える仕組みを構築することが必要です。 
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【地域課題に対して地域住民が取り組むべきことについて】 

○地域課題に対して地域住民が取り組むべきこととして、助け合いの精神を育み、相互の

支え合いの強化や若年層を含む幅広い世代が自治会やボランティア活動に積極的に参加

し、近隣住民との顔の見える関係を築くことが求められおり、地域住民が主体的に問題

解決に取り組む意識を醸成する取り組みが必要です。 
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Ⅳ 相談支援機関調査結果 

【相談内容や支援対象者の傾向について】 

○最近の相談内容や支援対象者の傾向について「対象者だけではなく、世帯全体への支援

の必要なケースが増えている」、「地域のつながりが薄れ、社会から孤立した個人や世帯

が増えている」が最も多く、次いで「分野をまたがる複合的な福祉課題を抱える個人や

世帯が増えている」が多くなっています。 

○また、８割以上の支援機関が「制度の狭間」や「複合的課題」といった福祉課題を抱え

た個人や世帯から、相談を受けた経験があると回答しており、その福祉課題が通常関わ

る業務範囲以外の内容である場合、ほとんどの支援機関が「福祉課題を抱えた個人等に

市の担当部署や相談支援機関を伝え、担当部署等へ相談してもらうよう促している」「福

祉課題に合致する市の担当部署や相談支援機関に情報を伝えるなどの対応をしている」

といった対応を行っています。 

○世帯全体への包括的支援が求められている中、増加する複合的な課題への対応力向上と

相談窓口の連携強化が必要です。 

 

【市の担当部署や相談機関・施設との連携について】 

○支援機関の７割は、市の担当部署や相談機関・施設との連携はスムーズに行われている

と感じていますが、「連携に必要な市の担当部署や相談支援機関・施設などが地域に少な

い」や「どのように（どこと）連携すればよいかわからない」といった意見もありまし

た。 

○また、「もやいネットセンター」の機能について、半数以上の支援機関が「福祉課題に対

応できている」と回答しています。複合する課題に対しては、分野別の支援制度だけで

はなく、「もやいネットセンター」を中心として、分野を超えた支援体制の充実を図ると

ともに、相談支援機関の中核としてコーディネートする機能の充実が必要です。 

  



     

121 

 

３ 市民ワークショップ報告書 

 

Ⅰ 実施概要 

１ 実施の目的 

「第５次周南市地域福祉計画」の策定に向け、地域福祉に関係する団体の方（以下「地

域住民」という。）及び若者を参加者として、地域の困りごとと若者の福祉に対するニー

ズのマッチングを図るためのアイデアを探るワークショップを開催する。 

参加者は６人程度１組となり、テーマに沿ってディスカッションを行い、ワークショ

ップの結果は、若者の地域福祉への参画を促進する具体的な意見として計画へ反映する。 

 

２ 実施日 

令和７年７月２５日（金） 

 

３ 実施場所 

（午前）遠石市民センター  （午後）周陽市民センター 

 

４ 参加者 

地域住民                 ： ３４人 

若者（周南公立大学学生、市職員、社協職員）： １９人 

 

５ 当日のプログラム 

・冒頭説明（１０分）     挨拶、主旨説明、ルールの説明、自己紹介 

・ワークショップ（６５分）  大判用紙に付箋を貼付・整理 

・全体共有（１０分）     各グループの内容を発表（各グループ３分） 

・本日のまとめ（５分） 

 

  



122 

 

６ テーマ 

「みんなの地域の“イマ”と“コレカラ”を話し合おう」 

①「活き活き・きらきら（興味・関心、できていること）」「もやもや（想い・不安・困

っている）」 

→地域住民 ： 普段の活動を通して行っていること、活動を通して感じている地域

の課題等 

若  者 ： 授業や仕事、プライベートで地域と関わっていること、地域での活動

に参加できない理由等 

それぞれの視点から、地域資源や地域課題の掘り起こしをしてもらう。 
 

②「ぼちぼち・やるやる」（①の意見を組み合わせてできること） 

→テーマ①における意見を組み合わせて、 

地域住民 ： 若い世代と一緒にこんな取り組みができそう、やってみたい 

若  者 ： こんな活動だったらできそう、やってみたい 

それぞれの立場から、どのような取り組みができるか意見を出してもらう。 
 

～具体的なワークショップの実施方法～ 

（１）配付した付箋に、テーマに関する意見を記入した。 
 

（２）意見を記入した付箋を大判用紙に貼り付け、グループ内で順番に意見を発表し

た。多くの方の意見を確認するため、発表は１人１分程度とし、似たような意見

がある場合は、その意見の近くに付箋を貼り、発表した。 
 

（３）他人の発表を聞いて新たに思いついた意見があれば、随時、付箋を作成した。 
 

（４）発表は全員の意見がなくなるまで続けた。 
 

（５）ある程度の意見が出た段階で、参加者は発表を聞きながら付箋の整理を行った。

似たような意見の付箋を固め、（可能であれば）内容をまとめたキーワードを記

入した。参加者でのまとめがスムーズに行われない場合は、ファシリテーターが

サポートした。 

 

 

 

  

キーワード 

キーワード 

キーワード 

キーワード 
キーワード 

1、6 

2、7 

3、8 

4、9 

5、10 
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Ⅱ ワークショップでの意見 

テーマ①  
活き活き・きらきら（興味・関心、できていること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇海・山に囲まれた自然豊かなまち（海がき
れい、近くに緑がある） 

〇治安が良く住みやすい（公園が多い・生活
が便利） 

〇新幹線が停まる・ちょい乗り 100 円バス・
交通手段が多い 

〇駅前が整備されてきれい、バザーやマルシ
ェによるにぎわい 

〇気候が温暖、自然災害が少ない 
 

自然・住環境・交通 

 
〇こども食堂やサロンなどを通じて、こどもから高齢者までが自然に関われる環境がある 
〇防災や清掃など、住民が主体的に支え合う仕組みが根付いている 
〇中学生・高校生ボランティアなど地域・学校が協力する体制がある 
〇高校生や大学生との交流が活発で、地域の活気や未来につながっている 
〇海や山に囲まれ、温暖で災害が少なく、安心して暮らせる地域特性がある 
〇新幹線・１００円バスなど交通手段が豊富で、移動しやすいまちづくりが進められている 
〇祭り・マルシェ・商店街活動など、住民参加型の賑わい創出が多い 
〇体操・スポーツ・老人クラブなど、健康づくりと社会参加の場が豊富である 
〇LINE などでの情報共有や、若者による高齢者支援が進んでいる 
〇大学やサロンを介した国際交流により、多様な人との接点が生まれている 

グループワークからのキーワード 

 
○異世代が交流できる場がある（こども食
堂・地域食堂） 

○サロンが多い（高齢者サロン・子育てサロ
ン） 

○集まって行う体操やおしゃべりが生活の張
り合いになっている 

〇地域交流の機会が多い 
〇挨拶習慣・優しい人・人とのつながり 

交流・つながり 

 
〇地域防災活動（こどもから高齢者までをま
き込む楽しさ） 

〇防災共助 

〇地域食堂（こども食堂含む）の広がり 

〇通いの場・１００歳体操・地域カフェ活動 
〇公園清掃・地域清掃・花だん整備など環境
活動 

地域活動・ボランティア 

 
〇徳山競艇（SGオーシャンカップ） 
〇徳山夏まつり・秋まつり・ツリーまつり 
〇商店街・マルシェ・企業イベントが活発 
〇カフェ・ごはんや居酒屋・小さなパン屋・ 
ケーキ屋が多い 

〇徳山動物園・図書館・遠石市民センター 

文化・イベント・にぎわい 

 
〇国際交流サロンに参加している 
〇大学を通して、いろんな人と関わりたい 
〇LINE での情報発信をしはじめている 
〇地域の中での役割を持ちたい 
〇デジタルデバイスが苦手でも若い人が助け

てくれる 

情報発信・国際交流 

 
〇生涯スポーツ（高齢になっても体を動かす

仲間がいる） 
〇体操チームが元気・グランドゴルフチーム
が活発 

〇老人クラブの活動 
〇高齢者でも行事が楽しい 
〇体動かすことが好き（ウォーキングなど） 

健康・生涯スポーツ 

 
〇子育て支援（ファミリーサポート・医療

費無償・こども相談会） 
〇コミュニティスクール・中学校や小学校
とのつながり 

〇高校生がたくさんいて、活気がある 
〇大学生と地域の方の交流の機会が多い 
〇公立大学の設置により若者が増加し、地

域が明るくなった 

子育て・教育・若者 
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〇異世代交流の場を増やし、地域食堂やサロンを活用した世代間のつながりの強化 

〇地域防災活動や共助の推進、地域食堂や通いの場を通じた支援の拡充 

〇子育て支援の充実（医療費無償化、こども相談会など）と、地域の学校・コミュニティとの

連携の強化 

〇高齢者や若者の活躍の場を増やし、地域イベントや交流機会の創出を促進 

〇地域の自然環境の保護・活用、交通手段の整備（新幹線やバスの利便性向上）により、住み

やすい環境の維持 

〇地域文化・イベントの充実（夏祭りやマルシェの開催など）による地域の活性化と観光促進

〇生涯スポーツの推進と、体を動かす楽しさを提供するコミュニティ活動の支援 

〇地域内外の国際交流の促進と、多文化共生を進めるための教育・交流の場の提供 

必要な取り組み 

ワークショップの様子 
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「もやもや」（思い・不安・困ってる） 

 
○民生委員の担い手不足 

〇地域活動の担い手不足（ボランティ
アの不足・担い手の高齢化） 

〇地域活動への市補助金をもっと手厚
くしてほしい 

〇リーダーの高齢化により組織がなく
なる懸念 

〇自治会が今後存続できるか不安 

地域活動・担い手不足 

 
〇民生委員や自治会など、地域活動を支える人材の高齢化と後継者不足が深刻化している 
〇住民同士のつながりや声かけの機会が減少し、地域に新しく入る人の孤立も懸念される 
〇大学生や若者が地域と関わる機会が少なく、交流や参加が生まれにくい状況にある 
〇若者の流出が進み、将来の人口や地域の維持に不安を感じる声が多い 
〇交通手段の不便さや買い物環境の悪化により、特に高齢者が生活に不安を抱えている 
〇「時間がない」「一人で不安」「情報が届かない」など、活動参加への心理的・実質的負担が
ある 

〇若者が楽しめる場や新しいアイデアの不足により、まちの将来像が見えづらくなっている 
〇夜道の暗さや人通りの少なさによる防犯・安心感の欠如が課題となっている 
〇大学が地域に十分関与しておらず、学生の地域定着や活動参加への働きかけが不十分 
〇活動補助や支援制度が不十分との声があり、住民主体のまちづくりが進みにくい状況 

グループワークからのキーワード 

 
○地域に入るきっかけがない 

〇住民間の横のつながりが減った、近
所の付き合いが少ない 

〇若い人・学生との交流が少ない 

〇同年代で地域活動に参加している人
がいない 

〇声を掛けると参加するが自分から出
る人は少ない 

交流・つながり 

 
〇高齢化が進んでいる・地域のほとん
どが高齢者（７５才以上）である 

〇若者が少なく流出している（雇用・
行事参加が少ない） 

〇将来人口が減るのではという不安 

〇高齢者が集える場がほしい 

〇三世代交流の場が少ない 
 

高齢化と人口減少 

 
○魅力あるまちづくりをやってほしい 

〇徳山のまちをもっと活性化してほしい 

〇商店街のシャッター化、遊ぶ場所が少ない 

〇若者が楽しめる施設（ラウンドワン・スポッチ
ャ等）がない 

〇周南市は現状維持でアイデアが少ないと感じる 

まちづくり・魅力不足 

 
〇１人で参加するのが不安、自分でも力になれる
か不安 

〇時間がない（仕事・学業・部活動で忙しい） 

〇情報が入ってこない（地域活動の内容や窓口が
分からない） 

〇ボランティア参加にお金や時間の負担が大きい 

〇地域で活動している人が限られている 

活動参加のハードル 

 
〇大学に来てもすぐ戻ってしまう（地域に関わら
ない） 

〇学生と地域の人とのつながりが少ない 

〇大学近くにバイト先や遊ぶ場所が少ない 

〇若い人が喜ぶイベントや活動が少ない 

〇大学側がもっと地域に寄り添ってほしい 

学生・若者と地域の関係 

 
〇公共交通の利便性が悪い（バスの本数が少な
い・電車が少ない・バス代が高い） 

〇駐車場・無料駐車場が少ない 

〇スーパーや商業施設の減少・閉店時間が早い 

〇車がないと不便・買い物の不安 

〇夜道が暗い・人通りが少なく怖い 

交通・買い物・利便性の課題 
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〇地域活動の担い手を増やすため、若者・子育て世代への参加促進とリーダー育成プログラム

を展開 

〇高齢者の孤立防止と交流促進を目的とした「地域の居場所（サロン・カフェ等）」の設置・

運営支援 

〇学生や若者と地域とのつながりを強化するため、大学や学校と連携した地域活動や交流イベ

ントを開催 

〇ボランティア参加のハードルを下げるため、気軽に参加できる体験型・短時間型プログラム

を充実させる 

〇公共交通や買い物環境の改善に向けて、バスの本数や運賃補助、移動販売などの生活支援策

を実施 

〇住民同士のつながりづくりとして、多世代・多文化交流の場を定期的に設け、参加しやすい

雰囲気を醸成 

〇地域の情報発信力を高めるため、Web や SNSを活用した情報提供の強化と、誰でも分かりや

すい案内体制の整備 

〇商店街の活性化や地域経済の再生に向け、若者向け店舗・イベントスペースの創出と空き店

舗活用の推進 

〇若年層の地域定着を目指し、魅力ある仕事・住環境づくりと地域に根差した暮らしの支援制

度を充実させる 

〇夜間の安全確保とまちの魅力向上のため、街灯整備や防犯対策、ナイトイベント等の仕掛け

を導入 

必要な取り組み 
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テーマ② 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぼちぼち・やるやる 
（テーマ①で出た意見をどんな意見でもいいので組み合わせよう） 

 
○大学生会議から参加してほしい 
〇大学と地域の情報連携（授業・ゼミ・地域活動） 
〇学生が地域イベント（祭り・こども食堂等）に参
加する機会づくり 

〇コミュニティ組織に学生部を作る 
〇若者を巻き込んだ地域活動（学生主催イベント・
ボランティア） 

〇大学から地域活動の情報提供をする仕組みづくり 

 
〇大学や学生と地域との接点が限られており、継続的な関わりや仕組みづくりが求められている 
〇高齢者・子ども・若者が自然に集まる場が少なく、交流機会の創出が必要 
〇地域活動に関する情報が若者に届いておらず、など現代的な発信方法への対応が不十分 
〇まちの魅力やイベントに若者視点が欠けており、楽しみながら関われる要素の導入が求められる 
〇「初めてで不安」「参加のきっかけがない」など、若者が一歩踏み出しにくい構造が課題 
〇空き家・夜景・自然などの地域資源が十分に活かされず、イベントや場づくりのアイデアが不足 
〇地域防災や福祉活動において、若い世代の役割を明確にし、巻き込む体制が必要 
〇バイトや単位取得といった要素と組み合わせることで、参加しやすい仕組みづくりが求められている 
〇学生の視点を活かしたまちづくりが進まず、意見交換や共創の場が限られている 
〇地域活動を持続的に行うための補助や組織基盤が脆弱で、長期的視点での体制整備が求められる 
 

グループワークからのキーワード 

 
〇高齢者とこども・若者の交流イベント（スポーツ
大会・お祭り・異世代対話の場） 

〇気軽に参加できるカフェや交流スペースの設置 
〇一緒に体を動かせる場（スポーツ・小イベント） 
〇ひとり暮らし高齢者や学生が話せる交流機会 
〇幅広い世代が集まれる多世代交流イベント 
〇気軽に立ち寄れる「暇つぶしを楽しむ場」づくり 

異世代交流・居場所づくり 

 
○活性化されていない場所のアイデア募集 
〇地域とつながるワークショップや中規模のまちづ

くり活動 
〇若い人（大学生）が考える若者向けイベント 
〇学生と地域の意見交換・アイデア共有 
〇地域課題やニーズを学生に伝え、一緒に企画 

アイデア・企画づくり 

 
○地域防災を通じた世代・国を越えた協力体制 
〇高齢化した生活応援隊の立て直し（若者と連携） 
〇無・減農薬農業→地域食堂など地域課題と活動の

連携 
〇福祉施設訪問や交流活動の推進 
〇生態系保全活動や平和学習観光など地域資源を 

活かす活動 

地域課題への協力・共助 

 
○チラシを作ってほしい（情報アクセスの改善） 
〇有償ボランティアやバイトと地域活動の両立で 

参加のきっかけづくり 
〇体験から関心を持ってもらう（１回参加型イベン

ト） 
〇出席・証明書の発行で動機づけ 
〇交流会や意見交換会を定期的に開催 

活動のきっかけ・入口づくり 

 
○地域活動の情報発信（ＳＮＳ・チラシ） 
〇大学生への情報提供方法の見直し（ＳＮＳ・イン
スタ・X（Twitter）） 

〇ターゲットを絞った参加者の募集・きっかけづく
り 

〇ボランティア情報を分かりやすく提供（証明書・
参加記録など） 

〇名刺交換や代表者同士のつながりづくり 
〇まずは小さなお手伝いから参加できる仕組み 

情報発信・参加促進 

 
○つながりたい（地域と若者・世代を超えた交流） 
〇祭りやマルシェで世代を超えたブース参加（こど

も・若者企画） 
〇若い人を地域に呼び込むおしゃれなまちづくり

（店・カフェ） 
〇空き家や空き地の活用（スポーツ・居場所・地域

食堂） 
〇「コンビナート夜景×花火大会」など地域資源を  

活かしたイベント 
〇若者向け施設・科学館などの要望 

イベント・まちづくり 

若者・学生と地域の連携 
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〇大学・学生と地域との連携強化による若者の地域参画促進と人材循環の仕組みづくり 

〇地域イベントや地域活動への学生参加の機会創出と、大学との連携による持続的支援体制の

構築 

〇世代を超えた交流イベントの開催や、誰もが気軽に集える居場所の整備による地域のつなが

り強化 

〇SNS やデジタルツールを活用した情報発信の改善と、大学生・若者に届く周知体制の構築 

〇若者を引きつけるおしゃれなまちづくりや空き家・空き地の利活用による地域活性化の推進 

〇短時間・有償参加など多様な入口づくりによる地域活動への参加促進と、学校の協力等によ

る動機づけ支援 

〇地域防災・農業・福祉・環境活動を通じた若者と高齢者の共助体制の再構築と実践的な学び

の場の提供 

〇地域課題を学生と共有し、意見交換やワークショップを通じた若者主導のアイデア・企画づ

くりの推進 

必要な取り組み 
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４ 周南市の統計データ 

 

１ 高齢者の現状 

（１）周南市の人口及び高齢化率の推移 

本市の総人口が減少する一方で、高齢化率は今後も上昇することが見込まれてい

ます。 

周南市の人口及び高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「国立社会保障・人口問題研究所 『日本の地域別将来推計人口（令和５（２

０２３）年推計）』」より 

 
 

（２）周南市の認知症高齢者自立度の状況 

認知症高齢者自立度の状況をみると、自立度がⅡa※からＭと認定された人は、令和
２年以降５,０００人を超えています。 

周南市の認知症高齢者自立度の状況 

単位：人 

 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

自立 ６６６ ７７１ ８５５ ７４５ ７８０ 

Ⅰ １，６０７ １，８３１ ２，１８１ ２，３７０ ２，５４１ 

Ⅱa １，３５２ １，６８７ １，７９２ １，９００ １，８７８ 

Ⅱb １，３７５ １,３５０ １，２６１ １，２３６ １，２４４ 

Ⅲa １，２５９ １，２８１ １，４６０ １，４９８ １，４６９ 

Ⅲb ３７１ ３５３ ３７８ ３４９ ３５４ 

Ⅳ ３３７ ３２７ ３３６ ３３４ ３０１ 

Ｍ ３ １ ０ ０ ０ 

Ⅱa～Ｍ合計 ４，６９７ ４，９９９ ５，２２７ ５，３１７ ５，２４６ 

※ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られる状態です。 

資料：周南市高齢者プラン  
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（３）周南市の成年後見制度の利用者数（類型別） 

後見人の利用者が２７８人と、全体の８８％を占めています。 

 

周南市の成年後見制度の利用者数（類型別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：山口家庭裁判所提供データより（令和６年６月２７日時点） 

 

（４）周南市における成年後見に関する相談件数（延） 

年度ごとに相談件数の増減はありますが、毎年度一定数以上の相談が寄せられて

います。 

 

周南市における成年後見に関する相談件数（延） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：市もやいネットセンター相談件数実績より 

  

後見 278人

87.4%

保佐 37人

11.6%

補助 ３人

0.9%
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（５）成年後見利用件数 

令和６年度の成年後見利用件数は、障害者は０件でしたが、高齢者が成年後見人

について利用したケースは１８件あり、成年後見制度を利用する際に支援を必要と

するケースが、毎年度一定数存在することが明らかになっています。 

 

成年後見利用件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：周南市成年後見制度利用促進事業の実績より 

 

（６）日常生活自立支援事業の利用件数 

事業の利用者は、認知症→精神障害→知的障害→その他の順になっています。 

 

日常生活自立支援事業の利用件数 
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２ 障害者の現状 

（１）療育手帳所持者の状況 

手帳の所持者は、Ｒ３：１,１９８人→Ｒ４：１,２１８人→Ｒ５：１,２３７人

→Ｒ６：１,２６７人と、年々少しずつ増加しています。 

 

療育手帳所持者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：周南市障害者計画より 

 

（２）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

手帳の総数は、Ｒ３：９２５人→Ｒ４：９７４人→Ｒ５：１，０３９人→Ｒ６：

１，０６６人と、年々増加しています。 

精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：周南市障害者計画より 
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５ 委員名簿 

 

周南市地域福祉計画評価・策定委員会（令和８年３月現在） 

（敬称略） 

推薦機関 関係団体等・役職名 氏名 

周南市地域福祉 

計画評価委員会 

周南公立大学 人間健康科学部 教授 小林 武生 

岐山地区社会福祉協議会 会長 田村 俊雄 

周南市民生委員児童委員協議会 理事 山門 勲 

周南市高齢者保健

福祉推進会議 
周南市介護支援専門員連絡協議会 会長 藤本 真樹 

周南市地域自立 

支援協議会 
山口県立周南総合支援学校 校長 古川 智也 

周南市こども育成 

支援対策審議会 
周南市保育協会 河村 ひとみ 

周南市健康づくり

推進協議会 
一般社団法人徳山薬剤師会 監事 西村 正広 

周南市地域福祉課 
山口県宅地建物取引業協会 副会長 

（周南支部長） 
箱﨑 壽美枝 

公  募  穴田 典子 

公  募  山﨑 安則 
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６ 会議等の開催経緯 

 

 

会議名 開催日等 主な協議内容等 

令和６年度  

第１回周南市地域福祉 

計画評価・策定委員会 

令和６年１１月７日 

・地域福祉計画及び地域福祉計画  

評価・策定委員会について 

・地域福祉計画策定に係る基礎調査 

について 

令和７年度  

第１回周南市地域福祉 

計画評価・策定委員会 

令和７年６月２日 

・第４次周南市地域福祉計画等の  

進捗・取り組み実施状況について 

・第５次周南市地域福祉計画案策定 

状況について 

（１）市民アンケート調査結果等の 

報告 

（２）基本理念案及び骨子案 

「第５次周南市地域福

祉計画」策定のための

市民ワークショップ 

令和７年７月２５日 

（テーマ） 

『みんなの地域の“イマ”と 

“コレカラ”を話し合おう』 

令和７年度  

第２回周南市地域福祉 

計画評価・策定委員会 

令和７年１１月１３日 
・第５次周南市地域福祉計画等素案 

について 

パブリック・コメント 
令和７年１２月１日 

～１２月３１日 

・意見提出者数：１人 

・意見の提出方法：書面持参 

・提出された意見の項目数 ：７件 

令和７年度  

第３回周南市地域福祉 

計画評価・策定委員会 

令和８年３月２５日 
・第５次周南市地域福祉計画等素案 

の最終確認について 
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